
ライオ ンズマンシ ョン元住吉第 5管理組 1合
―

第 28回 通―常総会議案書
―

(同  時)  2018年 11月 10日 (上)13時 00分～ 15時 00分

(場 所〉 ANAイ ンターコンチネンタルホテル東京 3階
「日本料理雲海」

(所在地 :東京都港区赤坂 1-12-33)

(次 第)  1 開
△
奮

2.総会成立の確認

3.議事録署名人の指名等

4.議 題

第 1号議案

第 2号議案

第 3号議案

第 28期事業活動報告及び収支決算報告に関する件

管理規約及び使用細則全面改定に関する件 【特別決議】

第 29期事業計画及び収支予算並びに

第 30期収支予算成立までの経過措置に関する件

管理組合役員改選に関する件第 4号議案

5。 閉 会

(当 日にお持ちいただくもの〉

1。 本総会議案書

(個人情報について)

本議案書には個人情報が記載されております。取扱いには十分にご注意くださいま

すようお願いいたします。

０

霞

０

韓



第 1号 議 案 第 28期 事業活動報告及 び収支決算報告に関す る件

事業活動及び収支決算につき、次のとお り報告いた します。

I.事 業 活 動 報 告 (事業期間 :2017年 9月 1日 ～ 2018年 8月 31日 )

1.理 事会活 動

今 期 の 主 な 活 動 実 績 は 以 下 の とお りで す 。

(1)理 事 会

①役員 (敬 称 略 )

任 期 :2017年 11月 23日 ～ 2018年 11月 10日

理 事 長

副理事長

理  事

監  事

竹 内  郁 介

中込 小枝子

平 川  洋

石 母 田 豊

2.組 合 活 動

保 守 、清 掃 、 工事 等 の組 合 事 業 につ い て は 、 以 下 の とお りです 。

(1)保 守 ・ 清 掃 等 実 施 状 況 (※下表の数字は、該当月の実施日を、また0印は実施済みを表します。)

〈特記事項 〉 ※☆印がついている項 目は東急コミュニティーに委託している業務となります。

項  目 頻度

第 28期

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

購

設備・建物点検(☆ )

外観目視点検 1回/年 29

総合調査 1回/年 29

消防用設備 (☆ )

機器点検 2回/年 20 6

総合点検 1回/年 6

エレベーター設備

保守点検 1回/月 7 5 2 7 11 8 8 5 10 7 5 2

法定検査 1回/年 10

定期清掃 (☆ ) 床面清掃 2回/年 5 5

日常清掃 (☆ ) 日常清掃 4回/過 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



No. 実施時期 工事内容 金額 施工業者

1 2017年 10月
キ~スインチ不具合調査及び洗

浄作業
12,960円 愛錠サービス服部

ロツク

2 2017年 12月
インターホン非常ボタン信号追

加取付
37,800円 東急セキュジティ

3 2018年  1月 【緊急】漏水緊急対応 28,080円 東急コミュニティー

(2)工 事等実施状況

①一般 会計

〈特記事項 〉

②修繕積立金会計
本会計から支出 した工事等はございません。

(3)保 険 契約状況

a)マ ンシ ョン管理組合特約付す まいの保 険  ※地震保 険加入 な し

【主契約 】

【特 約】建物管理賠償責任補償

保 険 金 額 100, 000千 円 (免 責 金 額 0円 )

保 険 料 24, 900円 /年 (124, 500円 /5年 )

【特 約 個 人 賠 償 総 合

保 険 会 社 日新 火 災海 上保 険株 式 会 社

保 険 期 間 2017年 1月 1日  ～ 2022年 1月 1日

録 険 金 額
116,400千 円 (免 責 金 額 0円 )

※ 破 損 。汚 損 等 は 免 責 金 額 30, 000円
保 険 料 56,104円 /年 (280, 520円 /5年 )

保 険 金 額 30, 000千 円 (免 責 金 額 0円 )

保 険 料 36,512円 /年 (182,560円 /5年 )

合 計 保 険 料 117,516円 /年 (587,580円 /5年 )

I.収 支 決 算報 告 (会計期間:2017年 9月 1日 ～ 2018年 8月 31日 )

別 添 会 計 報 告 書 類 を ご参 照 くだ さ い。

2

以  上



ライオンズマンション元住吉第 5

第 28期 貸借対照表
【一般会計】

2018年 8月 31日現在

(単位 :円 )

科    目 金 額 科    目 金 額

【資産の部】

普通預金 15,370,982

【負債の部】

未払金 51,244
三菱UFJ東 京営業部 0817446

預 け金 (金融機関)

15,3701982

461,940

昇降機設備保守費

ホームヘ
°いデ利用料

口座振替手数料

前受金

36,000

8,640

6.604

512,700

UFJ
収納 (三菱UF」 ニコス)

前払金

109,560

352,380

352,548

管理費

駐車場使用料

専用庭使用料

ルーフ′ヽ・ルエー使用料

7ン,ナ基地局質料

敷金

438,400

20,000

2,910

630

50,760

60,000

損害保険料

電話加入権

3521548

92,854

駐車場敷金

【剰余金の部】

剰余金

60,000

15,654,380

前期繰越金

2,177,536

13,476,844

資 産 の 部 合 計 16,278,324 負債・剰余金の部合計 16,278,324

3
3258-F040  01-1



第 28期  収支報告書
【一般会計】

ライオンズマンシ ョン元住吉第 5

会計期間 i2017年 9月 1日 ～ 2018年 8月 31日

、決算■予算 X100で算出し、小数点以下切捨てで表示 しております。
予算ゼロで決算がある場合及び999%を 超える場合には「**料Jで表示しております。

4

(単位 :円 )

科   目 決  算 予 算 決算―予算 執行率 主な増減理由

収入の部計 7,059,913 7,073,668 -13,755 99%

管理費

離車場使用料

専用庭使用料

lレ
ー)

・ヽルエー使用料

ネット設備電気料

自動販売機収入

7ンテナ基地局賃料

アン,す基地局電気料

雑収入

受取利息

支出の部計

5,2601800

240,000

34,920

7.560

47,934

1201000

609,120

734,568

4,890

121

4,882,377

5,260,800

240,000

341920

7,560

47,800

120,000

609,120

734,568

18,900

0

6,114,380

0

0

0

0

134

0

0

0

-14,010

121

-1,232,003

100%

10011

100%

100%

100%

10011

1001t

10011

251t

****

7911

管理委託費

電気料

水道料

損害保険料

昇降機設備保守費

雑排水管洗浄費

小修繕費

組合運営費

AEDレンタル料

ホームヘ
°中シ

゛
不可用*キ

諸税

日座振替手数料

雑費

2,799,360

1,172,764

15,414

117,516

432,000

0

78,340

571884

57.144

106,920

5,000

391535

0

2,799,360

1,080,000

18,000

117,516

4321000

259,200

1,000,000

100,000

57,144

106,920

5,000

39,240

100,000

0

02,764

-2,586

0

0

-259,200

-9211160

-42,116

0

0

0

295

-100,000

10011

10811

85%

100%

10011

01`

7%

57%

10011

1001i

100%

100,l

O%

当期剰余金 21177,536 9591288 11218,248

前期繰越金 13,476,344 13,476,844 0

緊u余 金 計 15,654,380 14,436,132 1,2181248

3258-F040  01-1



3258-F040-01

ライオンズマンション元住吉第 5
第28期 月別収支報告書  〔2018年 8月 31日現在〕

( :2017年 9月 1日 ～2018 31日 )

2013/08

583.977

438.400

20,000

2,910

630

0

50,760

61.214

63

233.280

94.982

2,569

36,000

4 762

8,640

3,302

2013/07

621,786

438,400

2010
630

37,872

10 000

50,,60

61,214

239,280

98,こ 85

000

4,762

8,640

3,3う 2

2018/06

583 914

438.400

20,000

2,910

630

10,000

50,760

61 214

390.107

233.280

101.490

2 569

36 000

4,762

8.640

3,366

2018/05

583,914

438,400

000

2,910

630

10_000

50 760

61,214

087

233 280

102.146

36.000

4,762

8,640

3 259

2018/04

583 914

438.400

20 000

2910

630

10 000

50,760

61,214

381 495

233.280

92,985

2,569

86.000

4,762

8 640

3 259

2018/03

596,356

438.400

20,000

2,910

630

10 062

10,000

50,760

61 214

2 380

386,796

233,280

100,727

36 000

4,762

8 640

3,387

2018/02

583 972

438_400

20,000

2.910

630

10_000

50 760

61.214

58

391,000

233 280

102,490

2,569

36.000

4,762

8,640

3 259

2018/01

583.914

438.400

20.000

2.910

630

10 000

50 760

61.214

410 597

233.280

96,576

36,000

28,080

4,762

8 640

3.259

2017/12

583,914

438,400

20,000

2,910

630

10,000

50,760

61 214

429,676

233.280

98,366

2.569

36.000

37.800

4 762

8.640

5.000

3,259

2017/11

583,914

438,400

20,000

2910

630

10 000

50 760

61,214

437,547

233 280

93,722

36.000

57 884

4.762

8,640

3 259

2017/10

583,914

438.400

20.000

2,910

630

10.000

50,760

61,214

400.579

233.230

95,784

2,569

36_000

12.960

4,762

11.880

3.344

2017/09

586.424

438,400

20,000

2,910

630

10,C00

50,760

61.214

2.510

498.389

233,280

94 911

117.516

36 000

4.762

8,640

3,280

執行率

99%

10011

100%

100喝

100男

10011

100鴨

100%

100%

2511

****

70%

100明

108%

85銘

100略

1∞男

0%

7%

57,l

100%

100略

100%

100銘

饂

決算―予算

-13,755

0

0

0

0

134

0

0

0

-14,010

121

-1.232 003

0

92,764

-2,586

0

0

-259 200

-921.160

-42.116

0

0

0

295

-1001000

1 218 248

0

1.218 248

当期予算

7,073,668

5,260,800

240,000

34,920

7.560

47.800

120,000

609,120

734_568

18 900

0

6.114,380

2.799,360

1.080 000

18.000

117.516

432.000

259.200

1,000,000

100.000

57 144

106.920

5,0∞

39_240

100,000

959.288

13,476.844

14,436.132

8月 末決箪

▼.059 913

5.260.300

24Cl,000

34.920

',5604,.934

12C 000

600 120

731.568

1,890

121

4,882,377

2 799_360

1,172764

1丘 414

117.516

432.000

0

78_840

57.884

57 144

106 920

5 000

39 535

0

2 177.536

13 476.844

15 654,380

科  目

収入の部計

管理費

駐車場使用料

専用庭使用料

ルーコ′ヽ
こ
″

=二

―使 F日 *単

ネット設備電気料

自動販売機収入

7シ予ナ基地局賃料

アン,ナ基地局電気料

雑収入

受取利恩

支出の部計

管理委託費

電気料

水道料

損害保険料

昇降機設備保守費

雑排水管洗浄費

小修繕費

組合運営費

AEDレンタル料

ホームヘ
°一シ

‐
和l用料

諸税

口屋振替手数料

雑費

前期繰越金

当期剰余金

剰余金計

切



【注釈】

《収入》

雑収入 21010円

500円

1,380円

1.000田

4,390円

《支 出 》

損害保険料

小修籍費

組合運営費

諸税

2017年 09月 資源回収奨励金

屋H玲ステッカーIt

2018年 03月 資源回収奨励金

霊H稔ステッカーft

2017年 09月 すまいの保 険

2017年 10月 キースイッチ不具合調査及び洗浄作業
12月 インターホン非常ホ'タン信号追加取得作業

2018年 01月 ゴミ庫犀不具合対応

2017年 11月 定期

2017年 12月 管理委託契約書印経代

117,516円

117,516円

12,960円

37,800円

28,080円

78,840円

57,384円

57,384円

S.000円

5,000円

0ヽ



ライオンズマンション元住吉第 5

第 28期 貸借対照表
【修繕積立金会計】

2018年 8月 31日 現在

7

(単位 :円 )

科    目 金 額 科    目 金 額

【資産の部】

普通預金 91617,302

【負債の部】

前受金 184,940

城南信金 元住吉 0521929

UF」

定期預金

08

98,897

10,000,000 【剰余金の部】

剰余金 191617,302
預け金 (金融機関) 184,940

UF」
収納 (三菱UF」 ニコス) 138,870

171397,104

資 産 の 部 合 計 19,802,242

前期線越金

負債・剰余金の部合計 19,302,242

3258-F040  03-2



第 28期 収支報告書
【修繕積立金会計】

ライオ ンズマンシ ョン元住吉第 5

会計期間 :2017年 9月 1日 ～ 2018年8月 31日

、決算■ X100で算出し、小数点以下切捨てで表示しております。
予算ゼロで決算がある場合及び999%を超える場合には「料料」で表示しております。

8

(単位 :円 )

決  算 予  算 決算―予算 執行率 主な増滅理由科   目

2,220,198 212191280 918 100%収入の部計

修繕積立金

受取利息

支出の部計 0

2,2191280

918

3,7451440

2,2191280

0

-3,745,440

0

918

1001`

****

0%

旧受水槽室排水ホ
°
ンダ交換

電灯分電盤制御部品交換

非常灯更新

屋内照明器具改修

０

　
０

　
０

　
０

０

０

　

０

　

０

０

　
４

　
０

　

０

３

　
２

　
４

　

０

０

　
８

　

６

　

０

８

　

３

　

３

　

９

２

　
１

　

４

　

８

-280,800

-138,240

-1,436,400

-1,890,000

鋭

齢

齢

齢

当期剰余金 2,220,198 -1,526,160 3,746,358

前期繰越金 17,397,104 17,3971104 0

剰 余 金 計 19,617,302 15,870,944 3,7461358

3258-F040  03-2



3258-F040-03

ライオンズマンション元住吉第 5
第28期 月別収支報告書  〔2018年 8月 31日現在〕

ユ 間 :2017 -2018 月31日

2018/08

184,978

184,940

3/07

9401

184 040

2013/06

184,940

184,940

2018/05

1841940

184,940

2013/04

184.940

184.940

2018/03

184,940

184,940

2018/02

184,973

184 940

38

2018/01

185,787

184,940

847

2017/12

184,940

184,940

2017/11

184.940

184 940

2017/10

184,940

184,940

2017/09

184,940

184 940

100%

100%

料 **

0%

0%

0%

0%

0%

決算―予算

918

0

918

-3,745.440

-280_800

-138 240

-1,436,400

-1,890,000

3,746,358

0

3.746 358

当期予算

2,219,280

2.219 280

0

3 745_440

280 800

138.240

1,436,400

1.890.000

-1.526.160

17.397.104

15,870,944

8月 末決算

2,220.198

2,219,280

918

0

O

0

0

0

2.220,198

17,397,104

19 617 302

科  目

収入の部計

修繕積立金

受取利息

支出の部計

旧受水縫 耕水市'ンフ・交換

電灯分電盤制御部品交換

非常灯更新

屋内照明器具改修

当期剰余金

前期繰越金

剰余金計

《0



F040

ライオンズマンション元住吉第5管理組合 御中

発行Nα      4521σ

2018年9月 7日

預貯金通帳等の保管状況にう|いて

2018年8月 31日 現在、貴管理組合よりお預かりしている通帳及び証書等はt下記のとおりです。

記

株式会社 東急コミュニティー

神奈,|1支店

以 上

1
1城
南構と積立金会計 元住吉 普通預金● ( 通帳 521929

2 積立金会計
1義
南構基 元住吉 定堀預金 証審 6…566950-1 2019年二月22日

10



F040

ライオンズマンション元住吉第 5管理組合 御中

発行血    38432

2018年 9月 7日

保険証券等の保管状況について

2018年 8月 31日 現在、費管理組合よりお預かりしている保険証券等は、下記のとおりです。

記

株式会社 東急コミュニティー

神奈)|1支店

以 上

1 マンカン管理組合特約付すまいの保険 1650304409 日新火災海上保険脚 レ拗
・エス保険サーヒ'ス横浜支店 2022年二月1日

11



火 災 保 険 証 券
争I券議号 16503044091

住所

保 後 〒211‐
奥欝与恭

神奈川県 川崎市 中原区 井田 =舞町

7-26

氏名 ライオンズマンション元住吉第 5管
'騒

組谷

理事長 竹内 部分 構

8年1

8年1
周 日
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4,こ と0-068644637                           5う 090ユ

霊拳峰嵐
拠 約 Ｈ

営

TFL(045)もる3-5238
事故特のご連絡先

サービス24 フリーガイヤル

0120-25-7474(24時 間365日 )

担当店 神奈川事業部
横浜女唐

ジぃイアンドエス保険サーピス損転支店
TEL(045)661-1351
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,/イ

ア′
 ヨJを4ゅ

神奈川県

7-26

211い 0037

川崎市 中原区 井田 =舞町

ライオンス`マンション元住首第5管予墨熱R谷

理事長 竹内 竜偶分 構

00005
MW‖1可wWμhl軸中卜脚 ■叩・li・ elギギⅢ 食9410…060644

〔ご連絡先〕

梁わ取級イ1理店

神立人
ジエイアンドエス保険サービス横浜支店

TEL(045)661‐ 13ら 1

怪当店
神業川事弟部
機i員支店

TEL(045〕 633-5238

このたびは すまいの保険 をご契約いただき、まことにありがとうございます。お客さまのご契約内容 (補償内容)が
一日て把握できます補償内容一覧を,E載 した本状とともに、保険証券をお届けいたします。保険証券は、保険期間終了日寺
まで大切に保管いただきますようお願い申し上げます。

くくお害さまが生4契約された保険の対象は「建物 (マ ンション共用部分)」 です。>>

O :ヽ補償されない頃被  ■禅 :と翼挙lいただけ愁い畢散

証券番号 1650304409

補 償 内 容 一 覧
※徽鶴内容―覧lよ、Ⅸ 簡単な田説明です。補償内容り詳細につき表しては、保険証券、普通保周的教および特約をコ確認くだとい。また裏面も必鞠 ください。

損害保険金(事触の種類) 補償されも資翔保強金等

大策

欅
◇ 痛舞

鯵
O

破襲・爆発

蔀
風災・毯(ひょう)費・雪翼

ぽ
翼情払

森ξ争尋::球
患撥韓|:髯!与管理争選会用)

氷史

∴
X

適難

簿
O

通費,コ貯盆証書の盗難

*

物体の服来・霜下・衛奥

ぽ
セットされているとな特約

)

騒擾(じょう)。 労働争菌

機
③

水ぬれ

T
β

O
軸損・汚損等

驚
○

‐1要鑢鞠駐五i

雪置とす
X
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ヒ4翼納後における留慈事項 〈逓知韓務等 )

保険契約締結後、次の事項 (通知事項)お よび保険証券に☆F「 が付された項目に変夏がある場合には、弊社にお申出いただ

く義務 (通知数務)があります。これらの事項に変員がある場合は遅滞なくご通知ください。理滞なくご通知いただけなか

つた場合は、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。

●建物または家財を収容する建物の構造 '用途の変更

●保険の対象の他の場所への移転

なお、通知義務の対象ではありませんが、以下の場合にも必ずゴ連絡くださいっご連瀬各いただけなかつたときは、重要なお

知らせやど案内ができないことや充分な保険金をお支払いできないことがありますのでご注意 ください。

●転居等によるご連絡先・ご住所等の変更
●保険の対象である建物の増改築や―部取りこわし  等

詳細につきましては、取!段代理店または担当店にお問い合わせ ください。

1.ま ず、ご連絡 を

事故が発生した場合には、運滞なく取扱代理店または弊社までご通知ください。ご通知が遅れますと保険金のお支払い

が遅れたり、保険金の一部がお支払いできないことがありますので、ご注意ください。夜間・休日の場合には「サービ

ス24」 をご利用 ください。

サービス24 フリーダイヤル 0120… 25-7474(24時 ,翻 865日 )

2.必ずご相 3典 を (賠償責任 を補償する特約をあわせてご契約の場合 )

損害賠償 tこ 関する事故の場合、損害船償の請求の全部または一部を承認しようとするときは、必ず弊社に連絡をし承認

を得てください。弊社の承穏がないまま被害者に対して損害賠償の請求の全部または一部を承認された場合には、損害

賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引かせていただくことがありますのでご注意 ください。
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第 2号 議 案  管理 規 約 及 び使 用 細 則 全 面改 定 に関す る件

2018年 6月 15日 に 住 宅 宿 泊 事 業 法 (い わ ゆ る 民 泊 新 法 )が 施 行 さ れ 、 自治 体 ヘ

の 届 出 要 件 を 満 た す こ と に よ り、 民 泊 事 業 を 行 う こ と を 可 能 と して い る こ と か ら 、 分 譲

マ ン シ ョ ン に お い て も 民 泊 利 用 が 可 能 と な りま す 。

現 行 の 管 理 規 約 に お い て 専 有 部 分 の 用 途 は 「専 ら住 宅 と し て 使 用 す る も の とす る 。 」

と の 規 定 が 設 け られ て お り ま す が 、 前 述 の 住 宅 宿 泊 事 業 法 に お い て 、 当 該 条 文 は 民 泊 利

用 を 否 定 す る も の で は な い と さ れ 、 明 確 に 禁 止 す る 旨 の 規 定 を 設 け な け れ ば 民 泊 利 用 が

行 わ れ て し ま う こ と と な り ま す 。

当 管 理 組 合 で は 、 去 る 2017年 11月 23日 に 開 催 い た し ま し た 第 27回 通 常 総 会

に て 民 泊 利 用 に つ い て は 禁 止 す る 方 針 と し て お りま す が 、 管 理 規 約 の 不 存 在 を 理 由 に 民

泊 利 用 が 行 わ れ て しま う こ と が 懸 念 され ま す 。

そ の た め 、 当 マ ン シ ョ ン に て 民 泊 利 用 が 行 わ れ な い よ う、 国 土 交 通 省 の 標 準 管 理 規 約

を 参 考 に 管 理 会 社 東 急 コ ミ ュ ニ テ ィ ー が 作 成 し た 管 理 規 約 を 基 に 管 理 規 約 の 全 面 改 定 を

行 う こ と と い た し ま した 。

ま た 、 各 使 用 細 則 に お い て 、 実 態 の 管 理 組 合 運 営 と 一 致 し な い 内 容 が あ る こ と か ら、

管 理 規 約 改 定 と合 わ せ て 使 用 細 則 に つ き ま し て も全 面 改 定 を 行 う こ と と い た し ま した 。

つ き ま し て は 、 以 下 の 内 容 を ご 確 認 の う え 、 ご 承 認 下 さ い ま す よ うお 願 い い た し ま す 。

1.管 理 親 約 改 定 案

別 紙 、 「管 理 規 約 及 び 使 用 細 則 改 定 案 」 を ご参 照 くだ さい 。

2.施 行 日

本 細 則 は 2018年 11月 10日 か ら 施 行 と す る 。

以  上
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第 3号 議 案  第 29期 事 業計 画 及 び収 支 予算 並 び に

第 30期 収 支 予算 成立 までの経 過 措置 に関 ず る件

提 案 内容 は以 下 の とお りです 。 ご承認 をお願 い い た します 。

なお 、第 29期 収 支決 算 終 了後 、 第 30期 収 支 予 算 成 立 ま で の管 理 業務 に 要 す

る諸 費 用 の支 払 い につ い て 、第 29期 終 了前 に理 事 会 に て承 認 され た第 30期 事

前 予 算 に示 され た範 囲 内 にお い て支 払 い を行 うこ とにつ い て併 せ て ご承 認 をお願

い い た します。

I.事 業計画 (事業期間:2018年 9月 1日 ～ 2019年 8月 31日 )

1.理 事会 活動

主 な活 動 予 定 は 以 下 の とお りで す 。

(1)理 事 会

実 施 時 期 内 容

道 宜 開 催 懸 案 事 項 の検 討

2.組 合 活 動

保 守 、清 掃 、 工事 等 の組 合 事 業 につ い て は 、以 下 の とお りです 。

(1)保 守 。清 掃 等 実 施 計 画 (※下表のO印は、該当月が実施予定であることを表します。)

ついている項目は東急コミュニティーに委託している業務となります。

項  目 頻度

第 29期

9月 10月 五 月 12月 二月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

決算

設備・建物点検(☆ )

外観日視点検 1回/年 O

総合調査 1回/年 ○

消防用設備 (☆ )

機器をく検 2回/年 ○ O

総合点検 1回/年 O

エレベーター設備

保守点検 1回/月 O O O O O ○ O ○ O ○ O ○

法定検査 1回/年 O

定期清掃 (☆ ) 床面清掃 2回/年 O ○

日常清掃 (☆ ) 日常清掃 4回/週 O O ○ O ○ ○ ○ O O 〇 O O

く特記事項 〉 ※☆印が
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No, 実施予定時期 工事内容 予算計上額 発注先

1 未定 雑排水管洗浄 259,200円 未定

(2)工 事 等実施予 定

①一 般 会計

②修繕積立金会計

く 特記 事 項 〉

(3)保 険契約

a)マ ンシ ョン管理組合特約付す まいの保 険  ※地震保 険加入 な し

【主契約 】

【特 約】建物管理賠償責任補償

保 険 金 額 100,000千 円 (免 責 金 額 0円 )

保 険 料 24,900円 /年 (124, 500円 /5年 )

【特 約】個人賠償総合

保 険 金 額 30, 000千 円 (免 責 金 額 0円 )

保 険 料 36,512円 /年 (182,560円 /5年 )

No点 実施予定胃寺期 工事内容 予算計上額 発注先

1 縦 旧受水槽室排水ポンプ交換 280,800円 未定

2 未疋
~

電灯分電盤制御部品交換 206,600円 末
‐走
~

3 未定 非常灯更新 1 462,500円 綻

保 険 会 社 日新 火 災 海 上 保 険 株 式 会 社

保‐険 期 間 2017年 1月 1日  ～ 2022年 1月 1日

保 険 金 額
116, 400千 円 (免 責 金 額 0円 )

※ 破 損 ・ 汚 損 等 は免 責 金 額 30, 000円
保 険 料 56,104円 /年 (280,520円 /5年 )

合 計 保 険 料 117, 516円 /年 (587, 580円 /5年 )

Ⅱ.収 支 予算 (会計期間:2018年 9月 1日 ～ 2019年 8月 31日 )

会 計 予 算 書 類 を ご参 照 くだ さい 。

以 上
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科 目 第29期予算 第28期 決算 予算―決算 主な増減理由

収 入 合 計 7.059.468 7、 0ら9913 -445

管理費

駐車場使用料

専用庭使用料

ルーフハ
°
ルコニー使用料

ネット設備電気料

自動販売機収入

アンテナ基地局賃料

アンテナ基地局電気料

雑収入

受取利息

支 出合 計

5,260,800

240,000

34,920

7,560

47,800

120,000

609,120

734,568

4,700

0

6_229740

5,260,800

240,000

34,920

7,560

47,934

120,000

609,120

734,568

4,890

121

4.882.877

0

0

0

0

-134

0

0

0

-190

-121

l R47 af】R

管理委託費

電気料

水道料

損害保険料

昇降機設備保守費

雑排水管洗浄費

小修繕費

組合運営費

AEDレンタル淋斗

ホームヘ生シ'不可用料

諸税

口座振替手数料

雑費

2,799,360

1,200,000

18,000

117,516

432,000

259,200

1,000,000

100,000

57,144

106,920

0

39,600

100,000

2,799,360

1,172,764

15,414

117,516

432,000

0

78,840

57,884

57,144

106,920

5,000

39,535

0

0

27,236

2,586

0

0

259,200

921,160

42,116

0

0

-5,000

65

100,000

当期剰余企
829,728 2.1775R6 -1.347`808

前期繰越金
15.654.380 13.476.844 2.177_536

乗J余 金 計 1(i4A410R 15.654.380 Rケ〉97ク R

第29期収支予算書(案 )

I一般会計 】
ライオンズマンこ/ョ ン元住吉第5管理組合

会計期間 :2018年 9月 1日 ～ 2019年 8月 31日

承認欄

(単位 :円 )

19
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ライオンズマンション元住吉第5管理組合

第29期月別収支予算(案 )

【一般会計】

会計期間 :2018年 9月 1日 ～ 2019年 8月 31日

Ｎ
０

予算―決算

-445

0

0

0

0
-134

0

0

0
-190

-121

l.347.368

0

27,236

2,586

0

0

259,200

921,160

42,116

0

0

-5,000

65

100,000

-1_R47 ROR

2177、S36

829.728

第″8期決算

7.059、 913

5,260,800

240,000

34,920

7,560

47,934

120,000

609,120

734,568

4,890

121

4 RAク 177

2,799,860

1,172,764

15,414

117,516

432,000

0

78,840

57,884

57,144

106,920

5,000

39,535

0

2.177.536

13.476.844

15654■ R0

第29期 予算

705946R

5,260,800

240,000

34,920

7,560

47,800

120,000

609,120

734,568

4,700

0

6、229_740

2,799,360

1,200,000

18,000

117,516

432,000

D59,200

1,000,000

100,000

57,144

106,920

0

39,600

100,000

R29_72R

15_654卜 ■R0

16.484 108

項  目

収 入 の 部 計

貸理費

駐車場使用料

専用庭使用料
ルーフアヽ・ルヨニーイ更用料

ネット設1膚 電気料

自動販売機収入
アンテナ基地局賃料
アンテナ基地局電気料

雑収入

受取利息

更 出 の 部 計

管理委託費

電気料

水道料

損害保険料

昇降機設備保守費
雑排水管洗浄費

小修繕費

組合運営費
AEDレンタル料
ホームで―プ利用利

諸税

口座振誉手数料
雑費

当期剤余金
前期繰越金
剰 余 金 計

承 認梱

2019年8月

RR島 414

438,400

20,000

2,910

630

0

10,000

50,760

61,214

1,500

0

1、848.182

233,280

100,000

3,000

0

36,000

259,200

1,000,000

100,000

4,762

8,640

0

3,300

100,000

-1 夕

`iク

7FiR

2019年7月

621ヽ 714

438,400

20,000

2,910

630

37,800

10,000

50,760

61,214

0

0

RR馬 OR″

233,280

100,000

0

0

36,000

0

0

0

4,762

8,640

0

3,300

0

235^732

2019年6月

583914

438,400

20,000

2,910

630

0

10,000

50,760

61,214

0

0

888_982

233,280

100,000

3,000

0

36,000

0

0

0

4,762

8,640

0

3,300

0

194て】負ク

2019年 5月

昴

`lR 914
438,400

20,000

ク,910

630

0

10,000

50,760

61,214

0

0

385982

233,280

100,000

0

0

36,000

0

0

0

4,762

8,640

0

3,300

0

1979負 ク

2019年 4月

5R3914

438,400

20,000

2,910

630

0

10,000

50,760

61,214

0

0

RRR ORク

233,280

100,000

3,000

0

36,000

0

0

0

4,762

8,640

0

31300

0

194_932

2019年 3月

595_514

438,400

20,000

2,910

630

10,000

10,000

50,760

61,214

1,600

0

RRヽ 9Rク

233,280

100,000

0

0

36,000

0

0

0

4,762

8,640

0

3,300

0

'f,9 RR,

2019年 2月

氏RR 914

438,400

20,000

2,910

630

0

10,000

50,760

61,214

0

0

888_982

233,280

100,000

3,000

0

36,000

0

0

0

4,762

8,640

0

3,300

0

19491α

2019年 1月

iRR 914

438,400

20,000

2,910

630

0

10,000

50,760

61,214

0

0

385982

233,280

100,000

0

0

36,000

0

0

0

4,762

8,640

0

3,300

0

197、 932

2018年 12月

583914

438,400

20,000

2,910

630

0

10,000

50,760

61,214

0

0

全RR 9Rク

233,280

100,000

3,000

0

36,000

0

0

0

4,762

8,640

0

3,300

0

1949貧 ク

2018年 11月

583.914

438,400

20,000

2,910

630

0

10,000

50,760

61,214

0

0

含R50R,

233,280

100,000

0

0

86,000

0

0

0

4,762

8,640

0

3,300

0

107_91タ

2018年 10月

iRR(努 14

438,400

20,000

2,910

630

0

10,000

50,760

61,214

0

0

R9j'222

233,280

100,000

3,000

0

36,000

0

0

0

4,762

11,880

0

3,300

0

191_692

2018年 9月

氏R岳 514

438,400

20,000

2,910

630

0

10,000

50,760

61,214

1,600

0

608.498

233,280

100,000

0

117,516

36,000

0

0

0

4,762

8,640

0

3,300

0

82.016

3258-F040



科 目 第29期予算 第28期決算 予算―決算 主な増減理由

収 入 合 計 2.219.280 2.220.198 -91R

修繕積立金

受取利息

支 出 合 計

2,219,280

0

1^949_900

2,219,280

918

0

0
-918

1、949_900

旧受水槽室排水ホ
°
ンダ交換

電灯分電盤制御部品交換

非常灯更新

280,800

206,600

1,462,500

0

0

0

280,800

206,600

1,462,500

当期剰余金
2fi(〕 RR【】 2.220.198 -1.950_RlR

自t期繰越金 19.617.302 17_397_104 夕_身90_19R

剰 余 金 計 19.886_682 19_617^30j″ 269.380

第29期収支予算書(案 )

【修繕積立金会計 】
ライオンズマンション元住吉第5管理組合

会計期間 :2018年 9月 1日 ～ 2019年8月 31日

承認欄

(単位 :円 )
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ライオンズマンション元住吉第5管理組合

第29期月男J収支予算 (案 )

【修繕積立金会計】

会計期間 ;2018年 9月 1日 ～ 2019年8月 31日

Ｎ
博

予算―決算

-91R

0

-918

1 04(】 (】イIn

280,800

206,600

1,462,500

-1.950.818

ク),019R

269380

第28期決算

2.220.198

2,219,280

918

`Ⅲ

0

0

0

,ク ,`Ⅲ l(】テ1

17■ 97 104

19Fヽ 174ヽ n,

第29期 予算

2.219280

2,219,280

0

1949.900

280,800

206,600

1,462,500

クハ9 RRn

19_617R6タ

19 RRイiで Rヽ,

項 目

収 入 の 部 計

修繕積立金

受取和〕息

支 出 の 部 計

旧受水槽室排水ボンフ
°
交換

電灯分電盤制御部品交換

非常灯更新

当期 剰 余 金

前期 繰 越 全

剰 余 金 計

数 翌 組

2019年8月

184940

184,940

0

1669.100

0

2061600

1,462,500

-1_4841で,0

2019J辛 7月

184940

184,940

0

0

0

0

0

184_940

2019年 6月

184.940

134,940

0

n

0

0

0

lR4(】 4n

2019年 5月

184_940

184,940

0

6

0

0

0

lR4 04(】

2019年4月

184940

184,940

0

a

0

0

0

lR4 940

184,940

0

クRO R00

0

0

-9馬 R`i6

2019年 3月

184940

0

0

0

0

lR4 940

2019年 2月

184_940

184,940

0

2019年 1月

IR4 940

184,940

0

イ1

0

0

0

184_940

6

0

0

0

184.940

2018年 12月

lR4 940

184,940

0

184,940

0

`Ⅲ

0

0

0

184940

2018年■月

1手14(〕 40

2018年 10月

lR4 940

184,940

0

`Ⅲ

0

0

0

184940

2018年9月

lR4 94n

184,940

0

イ】

0

0

0

184940

3258-F040



第 4号議 案  管理組合役 員改選 に関す る件

現 役 員 は全員、本通常総会終 了をもつて任期満 了 とな ります ので、管理規約 に基
づ き、役員の選 任 につ い て 、 ご承 認 をお願 い い た します。

役 員 候 補者 は、次 の とお りです。

¬.役 員候補者 (敬 称略 )

(1)役 員

氏   名

竹 内 郁 介

中込 小 枝 子

石 母 田 豊

平 川  洋

※各 役 職 につ い て は、本 総 会 で役 員 と して選 任 され た後 に 、 管 理 規約 の規 定
に よ り、互 選 に よ り選 任 す る こ と とな ります の で 、決 定 次 第 お知 らせ い た
します。

以  上
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ライオンズマンション元住吉第5管理組合 管理規約改正案

改定案

第 1章 総 則

(目 的)

第 1条  この規約は、ライオンズマンション元住吉第 5の管理又は使用に関する事

項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環

境を確イ黒することを目的とする。

(定義)

第 2条 この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。

一 区分所有権 構造上及び和l用上の独立性を有する建物の部分を目的とする所

有権をいう (建物の区分所有等に関する法律 (昭和37年法律第 69号。以下

「区分所有法」という。)第 2条第 1項 )。

二 区分所有者 区分所有権を有する者をいう (区分所有法第 2条第 2項)。

三 占有者 区分所有者以外の者で専有部分を占有する者をいう (区分所有法第

6条第 3項 )。

四 専有部分 区分所有権の目的たる建物の部分をいう (区分所有法第 2条第 3

項)。

五 共用部分 専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物並

びにこの規約により共用部分とされた建物の部分及び附属の建物をいう (区分

所有法第 2条第4項 )。

六 敷地 建物が所在する土地及びこの規約により建物の敷地とされた土地をい

う (区分所有法第 2条第5項 )。

七 共用部分等 共用部分及び附属施設をいう。

人 専用使用権 敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他

的に使用できる権利をいう。

九 専用使用蔀分 専用使用権の対象となっている敷地及び共用部分等の部分を

いう。

十 包括承継人 被相続人の死亡により権利義務を承継する相続人など、他人の

全ての権利義務を単一の原因に基づいて一括 して包括的に承継する者をいう。

十一 特定承継人 売買、交換、贈与による譲受人及び抵当権の実行により所有

権を取得する競落人など、他人の個々の権利義務を個々の原因に基づいて個別

に取得する者をいう。

(規約等及び総会の決議の蓮守義務)

第 3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約、使用細則等 (第

19条 (使用細則)に定める使用細則及びその他の細則をいう。以下同じ。)及び

総会 (第 46条 (総会)に 定める総会をいう。以下同じ。)の決議を誠実に遵守し

なければならない。

2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約、使用細則等及び総会の決議を遵

守させなければならない。

東急標準管理規約

※単棟型

第 1章 総 則

(目 的)

第 1条 この規約は、*******の 管理又は使用に関する事項等について定め

ることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保すること

を目的とする。

(定義)

第 2条 この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。

一 区分所有権 構造上及び利用上の独立性を有する建物の部分を目的とする

所有権をいう (建物の区分所有等に関する法律 (昭和37年法律第69号。以

下「区分所有法Jと いう。)第 2条第 1項 )。

二 区分所有者 区分所有権を有する者をいう (区分所有法第 2条第 2項 )。

三 占有者 区分所有者以外の者で専有部分を占有する者をいう (区分所有法第

6条第 3項)。

四 専有部分 区分所有権の目的たる建物の部分をいう く区分所有法第 2条第 3

項)。

五 共用部分 専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物並

びにこの規約により共用部分とされた建物の部分及び附属の建物をいう (区分

所有法第 2条第4項 )。

六 敷地 建物が所在すると地及びこの規約により建物の敷地とされた土地を

いう (区分所有法第 2条第5項 )。

七 共用部分等 共用部分及び附属施設をいう。

人 専用使用権 敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他

的に使用できる権利をいう。

九 専用使用部分 専用使用権の対象となっている敷地及び共用部分等の部分

をいう。

十 包括承継人 被湘続人の死亡により権利義務を承継する相続人など、他人の

全ての権利義務を単一の原因に基づいて一括 して包括的に承継する者をいう。

十一 特定承継人 売買、交換、贈与による譲受人及び抵当権の実行により所有

権を取得する競落人など、他人の個々の権利義務を個々の原因に基づいて個別

に取得する者をいう。

(規約等及び総会の決議の遵守義務)

第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約、使用細則等 (第

19条 (使用細則)に定める使用細則及びその他の細則をいう。以下同じ。)及び

総会 (第 46条 (総会)に定める総会をいう。以下同じ。)の決議を誠実に遵守し

なければならない。

2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約、使用細員l等及び総会の決議を遵

守させなければならない。

現行

第 1章 総則

(目 的)                  ´

第 1条 この規約は、ライオンズマンション元住吉第 5の管理または使用に関する

事項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住

環境を確保することを目的とする。

(定義)

第 2条 この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。

一 区分所有権…………建物の区分所有等に関する法律 (以下「区分所有法」と

いう。)第 2条第 1項の区分所有権をいう。

二 区分所有者…………区分所有法第 2条第 2項の区分所有者をいう。

三 占有者………………区分所有法第 6条第 3項の占有者をいう。

四 専有部分……………区分所有法第 2条第 3項の専有部分をいう。

五 共用部分……………・区分所有法第 2条第4項の共用部分をいう。づ

六 敷地…………………区分所有法第 2条第 5項の建物の敷地をいう。

七 共用部分等…………共用部分および附属施設をいう。

人 規約共用部分…… …区分所有法第4条第 2項の共用部分をいう。

九 専用使用権…………敷地および共用部分等の一部について、特定の区分所有

者が排他的に使用できる権不llを いう。

十 専用使用部分………専用使用権の対象となつている敷地および共用部分等の

部分をいう。

(規約および使用糸由則等ならびに総会の決議の道守義務)

第 3条 区分所有者は、円滑な共同生括を維持するため、この規約および使用細則

その他細則 (以 下「使用細則等」という。)な らびに総会の決議を誠実に遵守しな

けれIずならない。

2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約および使用細則等ならびに総会の

決議を遵守させなければならない。

1



(対象物件の範囲)

第4条 この規約の対象となる物件の範囲は、月1表第 1(対象物件の表示)に記栽

された敷地、建物 (専有部分を含む。)及び附属施設 (以下「対象物件」という。)

とする。

(管理組合)

第 6条 区分所有者は、第 1条 (目 的)に定める目的を達成するため、区分所有者

全員をもつてライオンズマンション元住吉第 5管理組合 (以 下「管理組合」とい

う。)を構成する。

2 管理組合は、事務所をライオンズマンション元住吉第 5内に置く。

3 管理組合の業務、組律虎等については、第 6章 (管理組合)に定めるところによ

る。

第 2章 専有部分等の範囲

(専有部分の範囲)

第 7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住

戸とする。

2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。

一 天丼、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。

二 玄関扉は、錠 (ド アガー ドを含む。)及び ドアクローザーを専有輝分とする。

三 窓枠、窓ガラス及び網戸 (窓ガラスの内lRlに ある場合を除く。以下、第 14
条 (′ラレコニー等の専用使用権)及び別表第 5において同じ。)は 、専有部分に

含まれないものとする。

3 第 1項又は前項の専有部分の専用に供される設備の帰属については、別表第 2

(専有部分の専用に供される設備の帰属)に掲げるとおりとする。

く共用部分の範囲)

第3条 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第3(共用部分の範囲)に掲げる

とおりとする。

第 3孝 敷地及び共月部分等の共有

(共有)

第9条 対象物件のうち敦地及び共用部分等は、区分所有者の共有とすな。

(共有持分)

第 10条 各区分所有者の共有持分は、その所有する専有部分の床面積 (壁その他

の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積をいう。以下同じ。)の割合に基づ

き算出するものとし、別表第4(敷地及び共用部分等の共有持分割合並びに議決

権割合)に掲げるとおりとする。

(分割請求及び単独処分の業上)

(対象物件の範囲)

第4条 この規約の対象となる物件の範囲は、別表第 1(対象物件の表示)に記載

された敷地、建物 (専有部分を含む。)及 び附属施設 (以 下 言対象物作」という。)

とする。

(規約等及び総会の決議の効力)

第5条 この規約、使用細則等及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特

定承継人に対しても、その効力を有する。

2 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約、使用細則等及

び総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

(管理組合)

第 6条 区分所有者は、第 1条 (目 的)に定める目的を達成するため、区分所有者

全員をもつて*******管 理組合 (以 下「管理組合」という。)を構成する。

2 管理組合は、事務所を*******内 に置く。

3 管理組合の業務、組織等については、第 6章 (管理組合)に定めるところによ

る。

第 2章 専有部分等の範囲

(専有■分の範囲)

第 7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住

戸とする。

2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。

一 天丼、床及び整は、躯体部分を除く部分を専有苫田分とする。

二 玄関扉は、錠 (ド アガー ドを含む。)及び ドアクローザーを専有部分とする。

三 窓枠、窓ガラス及び網戸 (窓 ガラスの内側にある場合を除く。以下、第 14
条 (バルコユー等の専用使用権)及ぴ別表第 5において同じ。)は、専有部分に

含まれないものとする。

3 第 1項又は前項の専有部分の専用に供される設備の帰属については、別表第2

(専有部分の専用に供される設備の帰属)に掲げるとおりとする。

(共用部分の範囲)

第8条 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第 3(共用部分の範囲)に掲げる

とおりとする。

第 3章 敷地及び共用部分等の共有

(共有)

第 9条 対象物件のうち敷地及び美用部分等は、区分所有者の共有とする。

(共有持分)

第 10条 各区分所有者の共有持分は、その所有する専有部分の床面積 (壁その他

の区画の中心線で四まれた部分の水平投影面フ麟をいう。以下同じ。)の割合に基づ

き算出するものとし、別表第4(敷地及び共用部分等の共有持分割合並びに議決

権割合)に掲げるとおりとする。

(分割請求及び単独処分の崇止)

(対象物件の範囲)

第4条  この規約の対象となる物作の範囲は、別表第 1に記載された敷地、建物お

よび附展施設 (以下「対象物件」という。)と する。

(規約および使用細則等ならびに総会の決議の効力)

第5条 この規約および使用細則等ならびに総会の決議は、区分所有者の包括承継

人および特定承継人に対しても、その効力を有する。

2 Eヨ 有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約および使用細貝」

等ならびに総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

(管理組合)

第6条 区分所有者は、第 1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をも

つてライオンズマンション元住吉第 5管理組合 (以 下「管理組合」という。)を
構成する。

2 管理組合は、事務所を対象物件内に置く。

3 管理組合の業務、組織等については、第6章に定めるところによる。

第 2章 専有部分等の範田

(専有部分の範囲)

第 7条 対象物件のうち、区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した

住戸とする。

2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとす

る。

一 天丼、床および壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。

二 玄関扉は、鍵および内部塗装部分を専有部分とする。

三 窓枠および窓ガラスは、専有蔀分に含まれないものとする。
3 第 1項または前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部

分以外のものは、専有部分とする。

(共用部分の範囲)

第8条 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第 1に掲げるとおりとする。

第 3章 敷地および共用部分等の共有

(共有〕

第 9条 対象物件のうち敷地および共用部分等は、区分所有者の共有とする。

(共有寺分)

第 10条 各区分所有者の共有持分は、その所有する専有部分の床面積の割合によ

り別表第 2に掲げるとおりとする。

2 前項の床面積の計算は、盛心計算 (界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出

する方法をいう。)によるものとする。

(分割請求および単独処分の禁止)

(規約等及び総会の決議の効力)

第 5条 この規約、使用細則等及び総会の決議は、区分所有者の包括澤継人及び特

定承継人に対 しても、その効力を有する。

2 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規ね、使用細則等及

び総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
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第 11条  区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。

2 区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、

抵当権の設定等の処分をしてはならない。

第4章 用 法

(専有部分の用途)

第 12条  区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の

用途に供してはならない。

2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法 (平成 29年法律第65号。)第

3条第 1項の届出を行つて営む同法第 2条第 3項の住宅宿泊事業及び国家戦略特

別区域法 (平成 25年法律第 107号。)第 13条第 1項の特定認定を受けて行う

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。

3 区分所有者は、前二項に違反する用途で専有部分を使用することを内容とする

一切の広告及びインターネットを介したウェプサイ ト等への登録、掲出その他の

募集又は勧誘を行つてはならない。

4 前三項のほか、区分所有者はその専有部分について、次の各号に掲げる行為を

してはならない。

一 暴力国事務所等の名称、活動等に関する事項その他これに類する表示を外部

から見えるように掲示すること

二 暴力団員 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成 3年法律

第 77号)第 2条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力回の

準構成員を居住させ又は反復して出入りさせること並びにこれらの宿泊施設と

すること

5 前四項の定めは、占有者に準用する。

(用途制限)

第 12条の2 区分所有者及び占有者は、前条に定めるもののほか、専有部分を次

の各号に定める用途に使用してはならない。

一 シェアハウス (賃貸借契約等により1住戸に3世帯を超える世警が居住する

使用形態を言い、企業・団体・学校等の寮、寄宿書としての使用を含む)

二 短期賃貸住宅 (いわゆるウィークノーマンション、マンスリーマンション等、

不特定の者と短期関の賃貸借契約を繰 り返すもの)

三 グループホーム (社会福祉法人や介護サービス事業者等の支援を受けながら、

認知症高齢者若しくは障害者等が集団で生活するもの)

第 11条 区分所有者は、敦地又は共用部分等の分密Ilを 請求することはできない。

2 区分所右者は、専有部分と数地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、

抵当権の設定等の処分をしてはならない。

第 4章 用 法

(専有部分の用途)

第 12条  区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の

用途に供してはならない。

2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法 (平成29年法律第65号。)第

3条第 1項の届出を行つて営む同法第 2条第 3項の住宅宿泊事業に使用してはな

らない。

3 区分所有者は、前二項に達反する用途で専有部分を使用することを内容とする

一切の広告及びインターネットを介したクェプサイ ト等への登録、掲出その他の

募集又は勧誘を行つてはならない。

4 前三項のほか、区分所有者はその専有部分について、次の各号に掲げる行為を

してはならない。

一 暴力団事務所等の名称、活動等に関する事項その他これに類する表示を外部

から見えるように掲示すること

二 暴力団員 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成 3年法律

第 77号)第 2条第六号に規定する暴力団員をいう。メ下同じ。)又は暴力国の

準構成員を居住させ叉は反復 して出入 りさせること並びにこれらの宿泊施設

とすること

5 前四項の定めは、占有者に準用する。

第 2項のみ

2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法 (平成 29年法律第65号。)第

3条第 1項の届出を行つて営む同法第 2条第 3項の住宅宿泊事業及び国家戦略特

別区域法 (平成 25年法律第 107号。)第 13条第 1項の特定認定を受けて行う

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。

けでなく特

(用途制限)

第 12条の2 区分所有者及び占有者は、前条に定めるもののほか、専有部分を次

の各号に定める用途に使用してはならない。

― シェアハクス (賃貸借契約等により1住戸にO世帯を超える世帯が居住する

使用形態を言い、企業・団体 。学校等の寮、寄宿舎としての使用を含む)

二 短期賃貸住宅 (いわゆるウィークツーマンション、マンスノーマンション等、

不特定の者と短期間の資貸借契約を繰り返すもの)

三 グループホーム (社会福祉法人や介護サービス事業者等の支援を受けなが

ら、認知症高齢者若しくは障害者等が集国で生活するもの)

第 11条  区分所有者は、敷地または共用部分等の分割を請求することはできな

い 。

2 区分所有者は、専有部分と敷地および共用部分等の共有持分とを分離して譲

渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。

第 4章 用法

(専有部分の用途)

第 12条  区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の

用途に供してはならない。
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2 前項各号に定める用途の使用者を募集するための広告等につヤヽては、前条 (専

有部分の用途)第 3項を準用する。

3 専有部分の用途について、第 1項各号のいずれかに抵触する疑いがあるときは、

理事長又はその指定を受けた者は、必要な範囲内において専有部分に立入り、調

査を行 うことができる。この場合において当該専有部分の区分所有者及び占有者

は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

4 第 1項の規定にかかわらず、理事長が特段の事由があると認めたときは、理事

会 (第 54条に定める理事会をいう。)の決議によリー定期間当該用途による使用

を許可することができる。

(敷地及び共用部分等の用法)

第 13条  区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従つて使

用しなければならない。

(バルコニー等の専用使用権)

第 14条  区分所有者は、別表第 5(バルコニー等の専用使用権)に掲げるバルコ

ユー (物干金物を含む。)、 玄関扉、玄関扉枠、メーターボックス、な枠、窓ガラ

ス、網戸、表札 (ネームプレー トを除く。)、 室内防犯・防災設備 (各種センサー・

オー トロック式共用玄関扉連動型インターホン (住宅情報盤)及びその配管、配

線等を含む。)、 メールボックス、一階専有部分に接する庭、ルーフ′`ルコニー及

びテラス (以下「バルコニー等」という。)について、同表に掲げるとおり、専用

使用権を有することを承認する。

2 -階専有部分に接する庭、ルーフバルコニー及びテラスについて専用使用権を

有している者は、別に定めるところにより、管理組合に専用使月料を納入しなけ

ればならない。

3 区分所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その区分所有者が専用使用権を

有しているバルコニー等を使用することができる。

(駐車場の使用)

第 15条  管理組合は、その管理する駐車場について、特定の区分所有者と駐車場

使用契約を締結することができる。

2 前項により駐車場使用契約を締結する区分所有者は、別に定めるところにより、

管理組合に駐車場使用料を孝納入しなければならない。

3 第 1項により駐車場使用契約を締結した区分所有者は、その責任と負担におい

て、次の者に対しその駐車場を使用させることができる。

一 同居人

三 自己の所有する専有部分の占有者

4 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第二者 こ譲渡した

ときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

5 管理組合は区分所有者が第 2項に定める駐車場使用料を第63条 (管理費等の

徴収)に定める期日までに納入しない場合において、管理組合が相当の翔関を定

めてその納入を催告したにもかかわらず、その期間内に履行されないときは、第

1項に定める駐車場使用契約を解約することができる。

2 前項各号に定める用途の使用者を募集するための広告等については、前条 (専

有部分の用途)第 3項を準用する。

3 専有部分の用途について、第 1項各号のいずれかに抵触する疑いがあるときは、

理事長又はその指定を受けた者は、必要な範囲内において専有部分に立入り、調

査を行うことができる。この場合において当該専有部分の区分所有者及び占有者

は、正当な理由がなければこれを拒否してはならないこ

4 第 1項の規定にかかわらず、理事長が特段の事由があると認めたときは、理事

会 (第 54条に定める理事会をいう。)の決議によリー定期間当該用途による使用

を詳可することができる。

(教地及び共用部分等の用法)

第 13条 区分所有者は、敗地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従つて使

用しなければならない。

(バルコニー等の専用使用権)

第 14条 区分所有者は、別表第 5(バルヨニー等の専用使斥権)に掲げるバルコ

ニー (物千金物を含む。)、 玄関扉、玄関扉粋、メーターボックス、窓枠、窓ガラ

ス、面格子、網戸、アルコーブ、門扉、玄関ポーチ、専用空調室外機置場、 ドラ

イエリア、表札 (ネームプレー トを除く。)、 室内防犯 。防災設備 (オー トロック

式共用玄関扉運動型インターホン (住宅情章王盤)及びその配管、配線等を含む。)、

メールボックス、一階専有部分に接する庭、ルーフバルコニー及びテラス (以下

「バルコユー等」という。)について、同表に掲げるとおり、専用使用権を有する

ことを承認する。

2 -階専有部分に接する庭、ルーフパルコニー及びテラスについて専用使用権を

有している者は、別に定めるところにより、管理組合に専用使用料を納入しなけ

ればならない。

3 区分所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その区分所有者が専用使用権を

有しているパルコニー等を使用することができる。

(駐車場の使用)

第 15条 管理組合は、その管理する駐車場について、特定の区分所有者と駐車場

使用契約を締結することができる。

2 前項により駐車場使用契約を締結する区分所有者は、別に定めるところにより、

管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。

3 第 1項により駐車場使用契約を締結した区分所有者は、その責任と負担におい

て、次の者に対しその駐車場を使用させることができる。

一 同居人

二 自己の所有する専有部分の占有者

4 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡した

ときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

5 管理組合は区分所有者が第 2項に定める駐車場使用料を第 63条 (管理費等の

徴収)に定める期日までに納入しない場合において、管理組合が相当の期間を定

めてその納入を催告したにもかかわらず、その期関内に履行されないときは、第

1項に定める駐車場使用契約を解約することができる。

(敷地および共用部分等の用法)

第 13条 三分所有者は、敷地および共用部分等をそれぞれの通常の用法に従つて

使用しなければならない。

(バルコニー等の専用使用権)

第 14条 区分所有者は、別表第 3に掲げるパルコニー、ルーフパルヨニー、玄関

扉、窓枠、窓ガラス、集合郵便受および専用蓬 (以下この条、第二条および別表

第 3において「バルコニー等」という。)について、同表に掲げるとおり、専用

使用権を有することを承認する。

2 前項により専用使用権を有し、使用条件が有償となる場合は、専用使用糾を管

理組合に,油入しなければならない。

3 区分所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その区分所有者が専用使用権を

有しているバルコユー等を使用することができる。

(駐車場の使用)

第 15条 管理組合は対象物件内の駐車場について。駐車場使用細則に従つて、駐

車場使用契約により使用させることができる。

2 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に

駐車場使用料を納入しなければならない。

3 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者または第三者に譲渡ま

たは貸与したときは、その区分所有者の駐車場の使用契約は、効力を失う。
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6 前項により駐車場使用契約を解約された者は、直ちに当該駐車場を明け渡さな

ければならない。

(自 転車置場の使用)

第 15条の2 管理組合は、その管理する自転車置場について、特定の区分所有者

に自転車置場使用許可証を交付することができる。

2 前項により自転草置場使用許可証の交付を受ける区分所有者は、別に定めると

ころにより、管理組合に駐輪ステッカー交付代を納入 しなければならない。

3 第 1項により自転車置場使用許可証の交付を受けた区分所有者は、その責任と

負担において、次の者に対しその自転車置場を使用させることができる。

一 同居人

三 自己の所有する専有部分の占有者

4 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第二者に譲渡した

ときは、その区分所有者の自転車置場使用許可は効力を失う。

5 管理組合は区分所有者が第 2項に定める自転車置場使用料を第63条 (管理費

等の徴収)に定めるデ
`打

日までに納入しない場合において、管理組合が相当の期間

を定めてその納入を催告したにもかかわらず、その期間内に履行されないときは、

第 1項に定める自転車置場使用許可を取り消すことができる。

6 前項により自転車置場使用許可を取り消された者は、直ちに当該自転車置場を

明け渡さなければならない。

(敷地及び共用部分等の第二者の使用)

第 16条 管理組合は、次に掲げる敷地及び共用部分等の一部を、それぞれ当該各

号に掲げる者に無償で使用させることができる。

一 管理事務室、管理用倉庫、機械室その他対象物件の管理の執行上必要な施設

管理事務 (マ ンションの管理の道正化の推進に関する法律 (平成 12年法律第

149号。以下「適正化法」という。)第 2条第六号の「管理事務」をいう。)

を受託し、又は請負った者

二 電気室 (又 はパットマウン ト置場) 対象物件に電気を供給する設備を維持

し、及び運用する事業者

三 ガスガバナー 当該設備を維持し、及び運用する事業者

四 MDF室  電話、インターネット等の設備を維持し、及び運用する事業者

2 管理組合は、第 35条 (業務)各号に定める業務を行 うにつき、敷地及び共用

部分等の一部に、第二者の所有する設備及び資機材等を無償で設置させることが

できる。

3 前二項に定めるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部

分等 (専用使用部分を除く。)の一部について、第二者に使用させることができる。

(専有部分の修繕等)

第 17条 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様答え又は建物に定着

する物件の取付け若 しくは取替え (以 下「修繕等」という。)を行おうとするとき

は、あらかじめ、理事長 (第 38条 (役員)に定める理事長をいう。以下同じ。)

にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。

6 前項により駐車場使用契約を解約された者は、直ちに当該駐車場を明け渡さな

ければならない。

(自 転車置場の使用)

第 15条の2 管理組合は、その管理する自転車置場について、特定の区分所有者

に自転車置場使用許可証を交付することができる。

2 前項により自転車置場使用許可証の交付を受ける区分所有者は、別に定めると

ころにより、管理組合に自転車置場使用料を納入しなければならない。

3 第 1項により自転草置場使用許可証の交付を受けた区分所有者は、その責任と

負担において、次の者に対しその自転車置場を使用させることができる。

一 同居人

三 自己の所有する専有部分の占有者

4 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第二者に譲渡した

ときは、その区分所有者の自転車置場使用許可は効力を失う。

5 管理組合は区分所有者が第 2項に定める自転車置場使用料を第63条 (管理費

等の徴収)に定める期日までに納入しない場合において、管理組合が相当の期間

を定めてその納入を催告したにもかかわらず、その期間内に履行されないときは、

第 1項に定める自転車置場使用許可を取り消すことができる。

6 前項により自転草置場使用許可を取り消された者は、直ちに当該自転車置場を

明け渡さなけれイゴならない。

(敦地及び共用部分等の第二者の使用)

第 16条 管理組合は、次に掲げる敷地及び共用部分等の一部を、それぞれ当該各

号に掲げる者に無債で使用 させることができる。

一 管理事務室、管理用倉庫、機械室その他対象物件の管理の執行上必要な施設

管理事務 (マ ンションの管理の適正化の推進に関する法律 (平成 12年法律第

149号。以下「適正化法」という。)第 2条第六号の「管理事務」をいう。)

を受託し、又は請負つた者

二 電気室 (又 はパットマウント置場) 対象物件に電気を供給する設備を維持

し、及び運用する事業者

三 ガスガバナー 当該設備を維持し、及び運用する事業者

四 MDF室  対象物件に電話、インターネット等のサービスを供給するために

必要な設備を維持し、及び運用する事業者

2 管理組合は、第 35条 (業務)各号に定める業務を行 うにつき、敷地及び共用

部分等の一部に、第二者の所有する設備及び資機材等を無償で設置させることが

できる。

3 前二項に定めるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部

分等 (専用使用部分を除く。)の一部について、第二者に使用させることができる。

(専有部分の修繕等)

第 17条 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着

する物件の取付け若 しくは取答え (以下「修繕等」という。)を行おうとするとき

は、あらかじめ、理事長 (第 38条 (役員)に定める理事長をいう。以下同じ。)

にその旨を申誇し、書面による承認を受けなければならない。

(敷地および共用部分等の第二者の使用)

第 16条 管理紅合は、敷地および共用部分等のうち別表第 4の部分を同表に掲げ

る者に使用させることできる。

2 前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地および共月部

分等 (駐車場および専用使用部分を除く。)の一部について、第二者に使用させ

ることができる。

(専有部分の修繕等〕

第 17条 区分所右者は、その専有部分について、修繕、模様替えまたは建物に定

着する物件の取付けもしくは取誉え (以下「修繕等」という。)を行おうとする

ときは、「専有部分修繕等工事実施細則」に従い、あらかしめ、理事長 (第 36
条に定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申請しなければならない。
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2 前項の場合において、区分所有者は、承認を受けようとする日の 3週間前まで

に、設計図、仕様書、工程表その他理事長が指定する喜面を添付した申請書を理

事長に提出しなければならない。

3 理事長は、第 1項の規定による申請について、理事会 (第 54条 (理事会)に

定める理事会をいう。以下同じ。)の決議により、その承認又は不承認を決定しな

ければならない。

4 前項にかかわらず、理事長は、共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそ

れが少ないと認められる場合には、理事会の決議を経ることなく専有部分の修繕

等を承認することができる。

5 第 1項又は前項の承認があつたときは、区分所有者は、承認の範囲内において、

専有部分の修繕等に係る共用部分の工事を行 うことができる。

6 理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕

等の箇所に立ち入り、必要な調査を行 うことができる。この場合において、区分

所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

7 理事長は、第 1項又は第 4項の承認に条件又は期限を付し、及びこれを変更す

ることができる。

8 第 1項又は第 4項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分

又は他の専有部分に影響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有者の責任

と負担により必要な措置をとらなければならない。

9 前各項に規定するもののほか、申請の手続、承認又は不承認の基準、その他専

有部分の修繕等に係る事務の処理等に関し必要な事項は、使用細則等で定める。

(ペット飼育の制限)

第 18条  区分所有者及び占有者は、専有部分、共用部分の如何を聞わず、大・猫

等の動物を飼育 (餌付けを含む)してはならない。ただし、専ら専有部分内で、

かつ、かご・水糟等凸のみで飼育する小鳥・観費用魚類 (金魚・熱帯魚等)等 を、

使用細則等に定める飼育方法により飼育する場合、及び身体障害者補助大法に規

定する身体障害者補助大 (盲導犬・介助大及び聴導犬)をイ夷1月する場合は、この

限りではない。

2 前項の場合において、区分所有者は、承認を受けようとする日の3週間前まで

に、設計図、仕様書、工程表その他理事長が指定する書画を添付 した申請書を理

事長に提出しなければならない。

3 理事長は、第 1項の規定による申誇について、理事会 (第 54条 (理事会)に

定める理事会をいう。以下同じ。)の決議により、その承認又は不承認を決定しな

ければならない。

4 前項にかかわらず、理事長は、共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそ

れが少ないと認められる場合には、理事会の決議を経ることなく専有部分の修繕

等を承認することができる。

5 第 1項又は前項の承認があつたときは、区分所有者は、承認の範囲内において、

専有部分の修繕等に係る共用部分の工事を行 うことができる。

6 理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕

等の箇所に立ち八り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分

所有者は、正当な理由がなければこれを拒否 してはならない。

7 理事長は、第 1項又は第4項の承認に条件又は翔恨を付し、及びこれを変更す

ることができる。

8 第 1項又は第 4項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分

又は他の専有部分に影響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有者の責任

と負担により必要な措置をとらなければならない。

9 前各項に規定するもののほか、申語の手続、承認又は不承認の基準、その他専

有部分の修繕等に係る事務の処理等に関し必要な事項は、使用細則等で定める。

(当 社版コメント)第 17条関係 つづき

このため当社版は、従前どおり専有部分の修繕等は全て理事長への申語を要し

理事会が統制することにした。

◇修繕工事の申請・承認等に関する本条の手続関係は、当社版第 22条 (敷地及び共

用部分等の管理)において共用部分の保存行為を各区分所有者が行 う場合と、第

24条 (窓ガラス等の改良)において区分所有者が改良工事を行おうとする場合に

も準用されているため、本条の承認手続き等を変更する際は第 22条、第 24条 も

合わせて検討する必要がある。

2 前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様喜および工程表を添付した

申諸書を理事長に提出しなければならない。

3 区分所有者は、申請の範囲内において、専有部分の修繕等に係る共用部分のエ

事を行うことができる。

4 理事長またはその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修

繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区

分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

〔ペットの飼育を容認する場合〕

(ペ ット飼育の制限)

第 18条 区分所有者及び占有者が専有部分内で飼育できる愛玩用の小動物 (以下

「ペット」という。)は、かご・水槽等内のみで飼育する小鳥・親賞用魚類 (金魚・

熱帯魚等)等及び大 ,猫等とし、詳細については使用細則等に定めるものとする。

2 前項に規定する犬・猫等については、体長 5 0cm以内又は体重 1 0kg以内と

し、専有部分 1戸につきいずれかO匹 とする。ただし、身体障害者補助大法に規

定する身体障害者補助犬 (盲導大、介助犬及び聴導大)については、この限りで

はない。

〔ペットの飼育を禁止する場合〕

(ペ ット飼育の禁上)

第 18条 区分所有者及び占有者は、専有部分、共用部分の如何を問わず、大・猫
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(使用細則)

第 19条 対象物件の使用については、月Jに使用細則を定めるものとする。

(専有部分の貸与等)

第 20条 区分所有者は、その専有部分を第二者に貸与する場合には、この規約及

び使用細則等に定める事項並びに総会の決議をその第二者に遵守させなければな

らない。

2 前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用

細則等に定める事項並びに総会の決議を遵守する旨の条項を定めるとともに、契

約の相手方にこれらの事項を遵守する旨の誓約書並びに第34条 (届 出義務等)

第 2項の書面を管理組合に提出させなければならない。

3 前二項の規定は、当該専有部分の貸与を受けた者又は占有者が変更となった場

合に準用する。

4 第 1項の場合において、区分所有者が第 28条 (管理費等)に定める費用を納

入せず、管理組合が当該区分所有者の得るべき賃料その他の財産の差

"え
等を申

立てる場合に必要があるときは、管理組合は、その専有部分の貸与を受けた第二

者に対 し、賃貸借契約書その他の書面の開覧を求めることができる。

(果力団員の排除)

第 20条の2 区分所有者は、その専有部分を第二者に貸与する場合には、前条 (専

有部分の貸与等)に定めるもののほか、次に掲げる内容を含む条項をその貸与に

係る契約に定めなければならない。

一 契約の相手方が暴力団員ではないこと及び契約後において暴力団員にならな

いことを確約すること。

二 契約の相手方が暴力団員であることが判明した場合には、何らの催告を要せ

ずして、区分所有者は当該契約を解約することができること。

三 区分所有者が前号の解約権を行使 しないときは、管理組合は、区分所有者に

代理して解約権を行使することができること。

2 前項の場合において、区分所有者は、前項第二号による解約権の代理行使を管

理組合に認める旨の書面を提出するとともに、契約の相手方に暴力団員ではない

こと及び契約後において暴力団員にならないことを確約する旨の誓約書を管理組

合に提出させなければならない。

第 5章 管 理

第 1節 総 則

(区分所有者の責務)

等の露b物を飼育 (餌付けを含む)してはならない。ただし、専ら専有部分内で、

かつ、かご。水槽等内のみで飼首する小鳥・観費用魚類 (金魚 。熱帯魚等)等 を、

使用細則等に定める飼育方法により飼育する場合、及び身体障害者補助大法に規

定する身体障害者補助犬 (盲導犬・介助犬及び聴導犬)を使用する場合は、この

限りではない。

(使用細則)

第 19条 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。

(専有部分の貸与等)

第20条 区分所有者は、その専有部分を第二者に貸与する場合には、この規約及

び使用細則等に定める事項並びに総会の決議をその第二者に遵守させなければな

らない。

2 前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用

細則等に定める事項並びに総会の決議を遵守する旨の条項を定めるとともに、契

約の相手方にこれらの事項を遵守する旨の誓約書並びに第 34条 (届 出義務等)

第 2項の書面を管理組合に提出させなければならない。

3 前二項の規定は、当該専有部分の貸与を受けた者又は占有者が変更となった場

合に準用する。

4 第 1項の場合において、区分所有者が第 28条 (管理費等)に定める費用を納

入せず、管理組合が当該区分所有者の得るべき資料その他の財産の差押え等を申

立てる場合に必要があるときは、管理組合は、その専有部分の貸与を受けた第二

者に対し、賃貸借契約書その他の書面の関覧を求めることができる。

【※暴力田員への賞与を禁止する目の規定を定める場合〕

(暴力国員の排除)

第 20条の2 区分所有者は、その専有部分を第二者に貸与する場合には、前条 (専

有部分の貸与等)に定めるもののほか、次に掲げる内容を含む条項をその貸与に

係る契約に定めなければならない。

一 契約の相手方が暴力団員ではないこと及び契約後において暴力団員になら

ないことを確ねすること。

二 契約の相手方が暴力団員であることが判明した場合には、何らの催告を要せ

ずして、区分所有者は当該契約を解約することができること。

三 区分所有者が前号の解約権を行使しないときは、管理組合は、区分所有者に

代理して解約権を行使することができること。

2 前項の場合において、区分所有者は、前項第二号による解約権の代理行使を管

理組合に認める旨の書面を提出するとともに、契約の相手方に暴力団員ではない

こと及び契約後において暴力団員にならないことを確約する旨の誓約書を管理組

合 |こ提出させなけれ,ずならない。

第 5章 管 理

第 1節 総 則

(区分所有者の責務)

(使用細則)

第 18条 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。

(専有部分の貸与)

第 19条  区分所有者は、その専有部分を第二者に貸与する場合には、この規約お

よび使用細則等ならびに総会の決議をその第二者に遵守させなければならない。

2 前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約および使

用細則等ならびに総会の決議を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手

方にこの規約および使用細則等ならびに総会の決議を遵守する旨の誓約書を管理

組合に提出させなければならない。

第 5章 管理

第 1節 給則

(区分所有者の責務)
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第 21条 区分所有者は、対象物件について、その価値及び隆能の維持増進を図る

ため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。

(敷地及び共用部分等の管理)

第 22条 数地及び共用部分等の管理については、管理組合がそヱ)責任と負担にお

いてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の保存行為 (区分所有法第 1

8条 (共用部分の管理)第 1項ただし書の「保存行為」をいう。メ下同じ。)の う

ち、通常の使用に伴うもの (窓ガラスの破損による入替え、バルコニー排水 ドレ

ン等の清掃その他の保存行為をいう。)については、専用使用権を有する者 (第 1

4条 (バルコニー等の専用使用権)第 3項の場合においては、当該専有部分の貸

与を受けた者)お そヽの責任と負担においてこれを行わなければならない。

2 第 7条 (専有部分の範囲)第 3項に基づく別表第2(専有部分の専用に供され

る設備の帰属)に、共用部分とされた設備及び配線、配管等があるときは、当該

専有部分の区分所有者又は占有者の責任と負担において常にその適正な管理を行

わなければならない。

3 バルコニー等について専用使用権を有する者は、第 1項ただし書の場合におけ

る保存行為又は使用に関し、他の専有部分又は共用部分等に損害を与えたときは、

その責任と負担においてこれを賠償 しなければならない。

4 区分所有者は、第 1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して書面に

よる承認を受けた場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができ

ない。

5 前項の申請及び承認の手続については、第 17条 (専有部分の修繕等)第 2項、

第 3項、第 6項から第 3項の規定を準用する。ただし、同条第6項中「修繕等」

とあるのは「保存行為」と、同粂第 8項中「第 1項の承認を受けた修繕等の工事

後に、当書スケエ事」とあるのは「第 22条第4項の承認を受けた保存行為後に、当

該保存行為」と読み替えるものとする。

6 第 4項の規定に遵反 して保存行為を行つた場合には、当該保存行為に要した費

用は、当該保存行為を行った区分所有者が負担する。

7 理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷

地及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。

(専有部分の特別管理)

第 23条 次の各号に掲げる専有部分に帰属する設備等の管理 (メ下「専有部分の

特別管理」という。)について、敷地及び共用部分等の管理と一イオとして行う必要

があるとき又は専有部分の全部を対象として行う必要があるときは、総会の決義

を経て管理組合がこれを行うことができる。

一 保守、清掃 (雑排水管洗浄工事等を含む。)並びに塵芥処理その他これらに準

ずる管理

二 経常的な補修

三 一定年数の経過毎に計画的に行う修繕

第 21条  区分所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図る

ため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。

(敷地及び共用部分等の管理)

第22条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担にお

いてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の保存行為 (区分所有法第 1

8条 (共用部分の管理)第 1項ただし書の「保存行為」をいう。以下同じ。)の う

ち、通常の使用に伴 うもの (窓 ガラスの積損による入替え、バルコニー排水 ドレ

ン等の清掃その他の保存行為をいう。)については、専用使用権を有する者 (第 1

4条 (バルコニー等の専用使用権)第 3項の場合においては、当該専有部分の貸

与を受けた者)がその責任と負担においてこれを行わなければならない。

2 第 7条 (専有部分の範囲)第 3項に基づく別表第2(専有部分の専用に供され

る設備の帰属)に、共用部分とされた設備及び配線、配管等があるときは、当該

専有部分の区分所有者又は占有者の責任と負担において常にその適正な管理を行

わなければならない。

3 バルコニー等について専用使用権を有する者は、第 1項ただし書の場合におけ

る保存行為又は使用に関し、他の専有部分又は共用部分等に損害を与えたときは、

その責任と負担においてこれを賠償 しなければならない。

4 区分所有者は、第 1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して書面に

よる承認を受けた場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができ

ない。

5 前項の申請及び承認の手続については、第 17条 (専有部分の修繕等)第 2項、

第 3項、第 6項から第 8項の規定を準用する。ただし、同条第 6項中「修繕等」

とあるのは「保存行為」と、同条第 8項中「第 1項の承認を受けた修繕等の工事

後に、当該工事」とあるのは「第 22条第4項の承認を受けた保存行為後に、当

該保存行為」と読み替えるものとする。

6 第4項の規定に遵反して保存行為を行つた場合には、当該保存行為に要した女

用は、当該保存行為を行った区分所有者が負担する。

7 理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷

地及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。

(専有部分の特別管理)

第23条 次の各号に掲げる専有部分に帰属する設備等の管理 (以 下「専有部分の

特別管理Jと いう。)について、敷地及び共用部分等の管理と一体として行う必要

があるとき又は専有部分の全部を対象として行う必要があるときは、総会の決議

を経て管理組合がこれを行 うことができる。

一 保守、清掃 (雑排水管洗浄工事等を含む。)並びに塵芥処理その他これらに準

ずる管理

二 経常的な補修

三 一定年数の経過毎に計画的に行う修繕

第 20条  区分所有者は、対象物件について、その価値および機能の維持増進を図

るため、常に適正な管理を行 うよう努めなければならない。

(専有部分の管理)

第21条 専有部分は、当該専有部分を所有する区分所有者が自己の責任と負担に

て管理しなければならない。

(敷地および失用部分等の管理)

第22条 敷地および失用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担に

おいてこれを行うものとすを。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用

に伴うものについては、専斥使用権を有する者がその責任と負担においてこれを

行わなければならない。

2 前項のバルコニー等の管理のうち、専用庭植栽部分については、水やり等日常

の管理のほか、植栽剪定作業についても当該部分の専用使用権を有する者がその

責任と負担においてこれを行わなければならない。

3 前条にかかわらず、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となつた

部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ

れを行うことができる。
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四 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕

五 撤去、改造、取替等の変更

六 その他専有部分の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要と

なる管理

2 専有部分の特別管理に要する費用については、前項第一号及び第二号の場合に

は管理費 (第 30条の管理費をいう。以下同じ。)、 前項第二号から第六号までの

場合には修繕積立金 (第 31条の修繕積立金をいう。以下同じ。)を もつてその支

払に充てることができるものとし、管理組合がその費用の借入れをしたときは、

第 31条第4項の規定を準用する。

3 区分所有者は、正当な理由がなければ管理組合が行 う専有部分の特別管理を拒

否することができない。正当な理由により、その専有部分の特別督理を拒否した

場合であっても、管理組合が当該特別管理のために支払をした費用及び区分所有

者が納付した第28条 (管理費等)に定める費用の返還又は分割に関する請求を

することはできない。

4 専有部分の特別管理を行うため、管理組合が、第64条 (管理費等の過不足)

第 2項の規定により区分所有者に対し、必要な金額の負担を求めた場合には、区

分所有者は、正当な理由の有無にかかわらず、その支払を拒否することができな

い 。

(窓ガラス等の改良)

第 24条  共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口

部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資す

るものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを

実施するものとする。

2 区分所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合には、あら

かじめ理事長に申請して書面による承認を受けることにより、当該工事を当該区

分所有者の責任と負担において実施することができる。

3 前項の申請及び承認の手続については、第 17条 (専有部分の修繕等)第 2項、

第 3項及び第 6項から第 3項の規定を準用する。ただし、同条第 2項中「3週間

前Jと あるのは「4週間前」と、同条第 6項中「修繕等」とあるのは「第24条

第 2項の工事」と、同条第 8項中「第 1項又は第 4項の承認を受けた修繕等の工

事」とあるのは「第 24条第 2項の承認を受けた工事」と読み替えるものとする。

4 第 2項により共用部分の開日部に係るこ事 (以下本項において単に「工事」と

いう。)を行 う区分所有者は、次の各号に定める事項を承認する。

一 工事により取替えを行つた部位の帰属は従前と同一とし、この規約に定める

とおりとする。

二 この規約又は使用細則等に達反する工事を実施したとき若 しくは実施したI
事の施工に起因して、他の専有部分又は共用部分等に損害が発生したときは、

当該区分所有者は、その責任と負担においてこれを賠償する。

三 工事を行つた区分所有者以外の住戸に対し、管理組合が計画修繕として第 1

項に定める工事を行うこととなつたときであつても、工事を行つた区分所有者

は、自らが支払つた工事費用を管理組合に請求することはできない。

四 第 2項の工事を行つた区分所有者の住戸に対しても、管理組合が計画修繕と

四 不測の事故その他特月llの事由により必要となる修繕

五 撤芸、改造、取誉等の変更

六 その他専有部分の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要と

なる管理

2 専有部分の特別管理に要する費用については、前項第一号及び第二号の場合に

は管理費 (第 30条の管理費をいう。以下同じ。)、 前項第二号から第六号までの

場合には修繕積立金 (第 31条の修繕積立金をいう。以下同じ。)を もつてその支

払に充てることができるものとし、誉理組合がその費用の借入れをしたときは、

第 31条第4項の規定を準用する。

3 区分所有者は、正当な理由がなければ管理組合が行う専有部分の特別管理を拒

否することができない。正当な理由により、その専有部分の特別管理を拒否した

場合であつても、管理組合が当該特別管理のために支払をした費用及び区分所有

者が納付した第 28条 (管理費等)に定める費用の返還又は分割に関する請求を

することはできない。

4 専有部分の特別管理を行うため、管理組合が、第64条 (管理費等の過不足)

第 2項の規定により区分所有者に対し、必要な金額の負担を求めた場合には、区

分所有者は、正当な理由の有無にかかわらず、その支払を拒否することができな

い 。

(窓 ガラス等の改良)

第 24条 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口

部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資す

るものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを

実施するものとする。

2 区分所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合には、あら

かじめ理事長に申請して書面による承認を受けることにより、当該工事を当該区

分所有者の責任と負担において実施することができる。

3 前項の申講及び承認の手続については、第 17条 (専有部分の修繕等)第 2項、

第 3項及び第 6項から第 8項の規定を準用する。ただし、同条第 2項中「3遇閥

前」とあるのは「4週間前」と、同条第6項中「修繕等」とあるのは「第24条

第 2項の工事」と、同条第 3項中「第 1項又は第4項の承認を受けた修繕等のエ

事」とあるのは「第 24条第 2項の承認を受けた工事」と読み替えるものとする。

4 第2項により共用部分の開口部に係る工事 (以下本項において単に「工事」と

いう。)を行う区分所有者は、次の各号に定める事項を承認する。

一 工事により取替えを行つた部位の帰属は従前と同一とし、この規約に定める

とおりとする。

二 この規約又は使用細則等に遵反する工事を実施したとき若 しくは実施 した

工事の施工に起因して、他の専有部分又は共用部分等に損害が発生したとき

は、当該区分所有者は、その責任と負担においてこれを賠償する。

三 工事を行つた区分所有者以外の住戸に対し、管理組合が計画修繕として第 1

項に定める工事を行うこととなつたときであつても、工事を行つた区分所有者

は、自らが支払つた工事費用を管理組合に請求することはできない。

四 第2項の工事を行つた区分所有者の住戸に対しても、管理組合が計画修繕と

(窓 ガラス等の改良)

第23条 共用部分のうち各住戸に附属する窓粋、窓ガラス、玄関扉その他の開日

部に係る改良工事であって、防犯、防音または断熱等の住宅の性能の向上等に資

するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれ

を実施するものとする。

2 管理組合は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を各区分

所有者の責任と負担において実施することについて、細則を定めるものとする。
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して第 1項に定める工事を行うこととなンぅたときは、当該区分所有者はその正

事を拒否することができない。

(事故等の調査)

第 26条  対象物件内における事故及び異常 (以下「事故等」とし`う。)に より専有

部分又は共用部分等に損害が発生したときは、管理組合は、その被害状況の確認

及び事故等の原因の調査 (以下「調査等」という。)を行 うため、損害の発生箇所

及び事故等の発生箇所 (原因箇所を含む。以下同じ。)と 推定される専有部分、専

用使用部分又は共用部分等へ立ち入り、必要な調査等を行うことができる。この

場合において、当該区分所有者及び占有者並びに専用使用権者は、正当な理由が

なければこれを拒否してはならない。

2 管理組合が行つた前項の調査等に要した費用 (事故等の発生箇所の補修費用及

び事故等により発生した損害の賠償費用を除く。以下同じ。)については、事故等

の原因箇所の如何にかかわらず、管理組合がこれを負担するものとする。

3 第 1項の調査等について、管理組合は、事故等の発生の都度第三者にこれを委

託することができるものとし、当該受託者がその調査等に要した費用については、

前項の規定を準用する。

4 前二項の実施の決定は、理事会の決議による。ただし、緊急を要する場合は理

事長が決するものとする。この場合は、理事長は速やかにその旨を理事会に報告

しなければならない。

5 事故等により専有部分又は共用部分等に損害が発生したとき|ま、そク)事故等の

原因箇所の管理をすべき者 (そ の原因衝所が専有部分以外の場所にあるときは、

第 22条 (敷地汲び共用部分等の管理)第 1項の規定による。)は、その責任と負

担において事故等の原因箇所を補修し、発生した損害を賠償 しなければならない。

して第 1項に定めるこ事を行うこととなつたときは、当該区分所有者はそのエ

事を拒否することができない。

(必要箇所への立入り)

第 25条 第 22条 (敷地及び共用部分等の管理)、 第23条 (専有部分の特別管理)

及び前条 (窓 ガラス等の改良)に より管理を行う者 (第 36条 (業務の委託等)

に定める業務の委託等を受けた者を含む。)は、管理 (建築基準法、消防法その他

の法令の定めるところによる点検、整備等を含む。)を行うために必要な範囲内に

おいて、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求すること

ができる。

2 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否しては

ならない。

3 前項本文の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生

じた損害を賠償しなければならない。

4 前三項の規定にかかわらず、理事長は、災害、事故等が発生した場合であつて、

緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上

重大な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専用使用部分に自ら立ち

入り、又は委託 した者に立ち入らせ、必要な措置を講じることができる。

5 立入りをした者は、速や力ヽ こ立入りをした箇所を原状に復さなければならない。

ホームセキュ ,テ ィがある場合

6 前五項の規定は、第 35条の2(ホームセキュリティ業務)の規定の適用を妨

げない。

(事故等の調査)

第 26条 対象物件内における事故及び異常 (以下「事故等」という。)に より専有

部分又は共用部分等に損害が発生したときは、管理組合は、その被害状況の確認

及び事故等の原因の調査 (以下「調査等」という。)を行うため、損害の発生箇所

及び事故等の発生箇所 (原因笛所を含む。以下同じ。)と推定される専有部分、専

用使用部分又は共用部分等へ立ち入り、必要な調査等を行うことができる。この

場合において、当該区分所有者及び占有者並びに専用使用権者は、正当な理由が

なければこれを拒否してはならない。

2 管理組合が行った前項の調査等に要した費用 (事故等の発生箇所の構修費用及

び事故等により発生した損害の賠償費用を除く。以下同じ。)については、事故等

の原因箇所の如何にかかわらず、管理組合がこれを負担するものとする。

3 第 1項の調査等について、管理組合は、事故等の発生の都度第二者にこれを委

託することができるものとし、当該受託者がその調査等に要した費用については、

前項の規定を準用する。

4 前二項の実施の決定は、理事会の決議による。ただし、緊急を要する場合は理

事長が決するものとする。この場合は、理事長は速やかにその旨を理事会に報告

しなけれ|:茸ならない。

5 事故等により専有部分又は共用部分等に損害が発生したときは、その事故等の

原因箇所の管理をすべき者 (その原因箇所が専有部分以外の場所にあるときは、

第 22条 (敷地及び共用部分等の管理)第 1項の規定による。)は、その責任と負

担において事故等の原因箇所を補修 し、発生した損害を買孝償しなければならない。

(必要箇所への立入り)

第24条  前 2条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内におい

て 他の者が管理する専有部分または専用使用部分への立入りを請求することが

できる。

2 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否しては

なうない。

3 前項¢場合において、正≧な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた

損害を賠償しなければならない。

4 立入 りをした者は、速や力1こ立入りをした笛所を原状に復さなければならな

い 。

(必要笛所への立入り)

第 25条  第 22条 (敷地及び共用部分等の管理)、 第 23条 (専有部分の特別管理)

及び前条 (窓ガラス等の改良)に より管理を行 う者 (第 36条 (業務の委託等)

に定める業務の委託等を受けた者を含む。)は、管理 (建築基準法、消防法その他

の法令の定めるところによる点検、整備等を含む。)を行 うため こ́必要な範囲内に

おいて、他の者が督理する専有部分又は専用使用部分への立入りを語求すること

ができる。

2 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否しては

ならない。

3 前項本文の場合において、正当な理由なく立入りを拒否したきは、その結果生

じた損害を賠償しなければならない。

4 前三項の規定にかかわらず、理事長は、災害、事故等が発生した場合であつて、

緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対 して物理的に又は機能上

重大な影警を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専用使用部分に自ら立ち

入り、又は委託した者に立ち入らせ、必要な措置を講じることができる。

5 立入 りをした者は、速やかに立入りをした衝所を原汰に復さなければならない。

6 前五項の規定は、第 35条の2(ホームセキュリティ業務)の規定の適用を妨

げない。
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(損害保険)

第 27条 区分所有者は、対象物件に関し、管理組合が次の損害保険の契約を締結

することを承認する。

一 共用部分等の火災保険

二 施設所有 (管理)者賠償責任保険

三 個人賠償責任保険

四 その他総会において決議された損害保険

2 理事長は、前項の契約に基づく保険金 (個人賠償責任保険に関する保険金を除

く。)の請求及び受領について、区分所有者を代理する。

3 理事長は、前項により受領 した保険金を、損害を生じた美用部分等の修復及び

損害の賠償に要する費用に充当する。

第 2節 費用の負担

(管理費等)

第 28条 区分所有者は、数地及び美用部分等の管理並びに第 23条 (専有部分の

特別管理)第 1項に定める管理組合が行う専有部分の特別管理に要する経費に充

てるため、次の各号に掲げる費用 (以下「管理費等」という。)を管理組合に納入

しなければならない。

一 管理費

二 修繕積立金

2 管理費等の額については、別表第4(敷地及び共用部分等の共有持分並びに議

決権割合)に掲げる各区分所有者の所有する専有部分の床面積の書ll合に応じて算

出するものとする。第出された額の端数処理については、 10田 の位を四捨五入

して 100円単位とする。

3 区分所有者は、その一切の責任と負担において占有者に管理費等の納入を行わ

せることができる。ただし、この場合においても理由の如何にかかわらず、区分

所有者は、その支子ムの責めを免れることができない。

4 専有部分が数人の共有に属する場合のこれらの者が管理糸B合に対して負う管理

費等及び使用料に関する債務は不可分債務とする。

(承継人に対する債権の行使)

第 29条 管理組合が管理費等及び第 32条 (使用料)に定める使用料について有

する償権は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行うことができ

る。

2 前項の規定は、第63条 (管理費等の徴収)第 2項の場合の遅延損害金に準用

する。

(損害保険)

第27条 区分所有者は、対象物件に関し、管理組合が次の損害保険の契約を締結

することを承認する。

一 共用部分等の火災保険

二 施設所有 (管理)者貝吾償責任保険

三 個人賠償責任保険

四 その他総会において決議された損害保険

2 理事長は、前項の契約に基づく保険金 (個 人贈装黄任保険に関する保険金を除

く。)の請求及び受領について、区分所有者を代理する。

3 理事長は、前項により受領した保険金を、損害を生じた美用部分等の修復及び

損害の賠償に要する費用に充当する。

第 2節 費用の負担

(管理費等)

第28条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理並びに第 23条 (専有部分の

特別管理)第 1項に定める管理組合が行う専有部分の特別管理に要する経費に充

てるため、次の各号に掲げる費用 (以下「管理費等」という。)を管理組合に納入

しなければならない。

一 管理費

二 修繕積立金

2 管理費等の額については、別表第4(敷地及び共月部分等の共有持分並びに議

決権割合)に掲げる各区分所有者の所有する専有部分の床面積の割合に応じて算

出するものとする。算出された額の端数処理については、 10円の位を四捨五入

してと00円 単位とする。

3 区分所有者は、その一切の責任と負担において占有者に管理費等の納入を行わ

せることができる。ただし、この場合においても理由の如何にかかわらず、区分

所有者は、その支払の費めを免れることができない。

4 専有部分が数人の共有に属する場合のこれらの者が管理組合に対して負う管理

費等及び使用料に関する償務は不可分債務とする。

(承継人に対する償権の行使)

第 29条  管理組合が管理費等及び第 32条 (使用料)に定める使用料について有

する債権は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行うことができ

る。

2 前項の規定は、第 63条 (管理費等の徴収)第 2項の場合の遅廷損害全に準用

する。

<水道料金や給湯料金等の精算がある場合>
(承継人に対する償権の行使)

第 29条 管理紅合が管理費等及び第 32条 (使用料)に定める使用料 (管理組合

が立て替えて支払をした専有部分の水道使用料、給湯暖房使用料その他の専有部

分の専用に係る使用料を含む。)について有する債権は、区分所有者の包括承継人

及び特定承継人に対しても行うことができる。

(損 害保険)

第 25条 区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の損害保

険の契約を綿結することを承認する。

2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求および受領について、区分所有

者を代理する。

3 各区分所有者は、保険事故発生後、理事長が前項の処理を行うまでの期間は、

保険金を残り立ててはならず、保険金請求権の譲渡その他の処分をしてはならな

い 。

第 2節 費用の負担

(管理費等)

第26条 区分所有者は、敷地および共用部分等の管理に要する経費に売てるた

め、次の費用 (以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならな

い 。

一 管理費

二 修繕積立金

2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出す

るものとする。

(承継人に対する償権の行使)

第27条 管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の包括承継人お

よび特定承継人に対しても行うことができる。
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(管理費)

第 30条  管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充些する。

一 管理要員人件費

二 公私公課

三 共用設備の保守維持費、運転費及び運転等に必要な水道光熟費

四 傭品費、消耗品費、通信費その他の事務費

五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料及び管理組合が付保する専

有部分に係る個人賠償責任保険料

六 経常的な補修費

七 清掃費、消毒費及びごみ処理費

人 委託業務費

九 専門的知識を有する者の活用に要する費用

十 地域コミュニティにも配慮 した居住者間のコミュニティ形成に要する費用

(マ ンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持並びに居仁環境の維持及び

向上に関する費用等を含む。)

十一 防災 (近隣地域を含めた防災討H練の実施、防災用脩蓄品の整備・保管その

他の事前対策を含む。)に要する費用

十二 管理組合が負担すべき第 26条 (事故等の調査)第 2項及び第 3項の費用

(た だし、著しく多額の費用を要するものを除く。)

十三 会議費、役員活動費、専門委員会活動費その他管理組合の運営,こ 要する費

用

十四 第 35条の 2(ホームセキュ,テ ィ業務)に定める業務の実施 :こ要する費

用

十五 その他第35条 (業務)に定める業務に要する費月 (次粂 (修藩積立金)

に規定する経費を除く。)

(修繕積立全)

第 31条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕嶺立金を積み立てるものとし、

積み立てた修繕君鷲立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する

場合に限つて取り崩すことができる。

一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕

二 災害、不測の事故等その他特別の事由により必要となる修繕及び調査等

三 敷地及び共用部分等の変更

四 建物の建誉え及びマンション敷地宛却 (以下「建替え等」という。)に係る合

意形成に必要となる事項の調査

五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特

2 前項の規定は、第 63条 (管理費等の徴収)第 2項の場合の遅延損害全に準用

する。

(管理費)

第 30条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。

一 督理要員人件費

二 公租公課

三 共用設備の保守維持費、運転費及び運転等に必要な水道光熱費

四 楕品費、消耗品費、通信費その他の事務費

五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料及び管理組合が付保する

専有部分に係るイ国人賠償責任保険料

六 経常的な補修費

七 清掃費、消毒費及びごみ処理費

人 委託業務費

九 専門的知識を有する者の活用に要する費用

十 地域コミュニティにも配慮 した居住者間のコミュニティ形成に要する費用

(マ ンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持並びに居住環境の維持及び

向上に関する費用等を含む。)

十一 防災 (近隣地域を含めた防災訓練の実施、防災用備蓄品の整備・保管その

他の事前対策を含む。)に要する費用

十二 管理組合が負担すべき第 26条 (事故等の調査)第 2項及び第 3項の費用

(た だし、著しく多額の費用を要するものを除く。)

十二 会議費、役員活動費、専門委員会活動費その他管理組合の運営に要する費

用

十四 その他第 35条 (業務)に定める業務に要する費用 (次条 (修繕積立金)

に規定する経費を除く。)

十四 第 35条の 2(ホームセキュッティ業務)に定める業務の実施に要する費

用

十五 その他第 35条 (業務)に定める業務に要する費用 (次条 (修繕積立金)

に規定する経費を除く。)

ュジティホームセ 第十三号まで上記と同じ

(修繕フ,こ立金)

第 31条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、

積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する

場合に限って取り崩すことができる。

一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕

二 災書、不測の事故等その他特別の事由により必要となる修繕及び調査等

三 敷地及び共用部分等の変更

四 建物の建替え及びマンション敷地売却 (以下「建替え等」という。)に係る合

意形成に必要となる事項の調査

五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特

(管理費)

第 28条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に売挙する。

一 管理員人件費

二 公社公課

三 共用設備の保守維持費および運転費

四 備品費、通信費その他の事務責

五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料

六 経常的な補修費

七 清掃費、湖毒費およびごみ処理費

人 管理委託費

九 専門的知識を有する者 (弁護
=、

司法喜士、建築士、行政書士、公認会計

士、税理士、マンションソフォームマネジャーおよび区分所有管理士等)の活

用に要する費用

十 地域コミュニティにも配嵐した居佳者間のコミュニティ形成に要する費用

十一 管理組合の運営に要する費用

十二 そク)他敷地および共用部分等の通常の管理に要する費用

(修繕積立全)

第 29条  管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものと

し、積み立てた修繕積立全は、次の各号に掲tずる特別の管理に要する経費に充当

する場合に限って取り崩すことができる。

一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕

不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕

敷地および共用部分等の変更

建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査

管理紅合が加入する損害保険の保険料

ために

一
一　
〓
一　
四
　
五
　
六 関 し、その他敷地およ
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別に必要となる管理

2 前項にかかわらず、区分所有法第62条第 1項の建替え決議 (以 下「建替え決

議」という。)又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であつても、マンシ

ョンの建替え等の円滑化に関する法律 (平成 14年法律第 73号。以下「円滑化

法」という。)第 9条のマンション建替組合の設立の認可又は円滑化法第45条の

マンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計

等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金か

ら管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額

を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。

3 第 1項にかかわらず、円滑化法第 108条第 1項のマンション敷地売却決議 (以

下「マンション敷地売却決議」という。)の後であつても、円滑化法第 120条の

マンション敷地売却組合の設立の認可までの関において、マンション敷地売却に

係る計画等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕

積立金から管理組合の消滅時にマンション敷地売却不参加者に帰属する修繕積立

金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。

4 管理組合は、第 1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金

をもつてその償還に充てることができる。

5 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。

(使用料)

第 32条  専用使用料、駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、

第 30条 (管理費)に定める費用に充てるほか、前条 (修繕積立金)に定める修

繕′げl立金として積み立てることができる。

2 区分所有者は、前項の使用料が、その同居人又はその所有する専有部分の占有

者の使用に係るものであっても、その支払の資めを免れることができない。

別に必要となる管理

2 前項にかかわらず、区分所有法第62条第 1項の建替え決議 (以下「建替え決

議」という。)又は建著えに関する区分所有者全員の合意の後であつても、マンシ

ョンの建替え等の円滑化に関する法律 (平成 14年法律第 78号。以下「円滑化

法」という。)第 9条のマンション建替組合の設立の認可又は円滑化法第45条の

マンション建替事業の認可までの間において、建物の建答えに係る計画又は設計

等に必要がある場合には、その経費に売当するため、管理組合は、修繕積立金か

ら管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額

を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。

3 第 1項にかかわらず、円滑化法第 108条第 1項のマンション敷地売却決議 (以

下「マンション敷地売却決議」という。)の後であつても、円滑化法第 120条の

マンション敷地完却組合の設立の認可までの間において、マンション数地売却に

係る計画等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕

積立金から管理組合の消滅時にマンション敷地売却不参加者に帰属する修繕積立

金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。

4 管理組合は、第 1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金

をもつてその償還に売てることができる。

5 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。

(使用料)

第 32条 専用使用料、駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、

第 30条 (管理費〉に定める費用に充てるほか、前条 (修繕積立金)に定める修

繕積立金として積み立てることができる。

2 区分所有者は、前項の使用料が、その同居人又はその所有する専有部分の占有

者の使用に係るものであつても、その支払の賛めを免れることができない。

<水道料金や給湯料金等の精算がある場合>

(使用料)

第 32条 専用使用料、駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、

第 30条 (管理費)に定める費用に充てるほか、前条 (修繕嶺立金)に定める修

繕積立金として積み立てることができる。

2 区分所有者は、専有部分の水道使用料、給湯暖房使用料その他の専有部分の専

用に係る使用料を負担し、管理組合が立て替えて支払をしたこれらの使用料を管

理組合に納入しなければならない。この場合において、第 28条 (管理費等)第

3項の規定の適用を妨げない。

3 区分所有者は、前二項に掲げる使用料が、その同居人又はその所有する専有部

分の占有者の使用に係るものであっても、その支払の責めを免れることができな

い 。

特別に必要となる管理

2 前項にかかわらず、区分所有法第 62条第 1項の建替え決議 (以 下「建替え決

議」という。)ま たは建替えに関する区分所有者全員の合意の後であつても、マ

ンションの建替えの円滑化等に関する法律 (以下本項において「円滑化法」とい

う。)第 9条のマンション建替組合 (メ 下「建替組合)と いう。)の設立の認可

または円滑化法第45条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の

建替えに係る計画または設計等に必要がある場合には、その経費に売当するた

め、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する

修繕積立金担当額を除いた金額を限度として修繕積立金を取り崩すことができ

る。

3 管理組合は、第 1項各号の経費に売てるため借入れをしたときは、修繕積立金

をもつてその償還に売てることができる。

4 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならないδ

(使用料)

第30条 駐車場使用料その他の敷地および共用部分等に係る使用糾 (以 下「使用

料」という。)は、第 28条に定める管理費に売当するほか、その一部または全

部を修繕積立金として積み立てることができる。
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第 6章 管理組合

第 1節 組合員

(組合員の資格)

第 33条  報合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなく

なったときに喪失する。

(届 出義務等)

第34条 新たに組合員の資格を取得 し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面に

より管理組合に届け出なければならない。

2 前項の場合において新たに組合員の資格を取得した者及び新たに占有者となつ

た者は、直ちに自らが暴力団員ではないことを表明し、その後も暴力団員になら

ないことを確約する旨を記載 した喜面を管理組合に提出しなければならない。

3 組合員及び占有者となった者は、管理組合が次条 (業務)第十六号の業務を行

うため、別に定める書面を直ちに管理組合へ提出するものとし、当届出書面の内

容に変更等が生じたときは、直ちに管理組合へ、書面によりその変更等を届け出

なければならない。

第 2節 管理組合の業務

(業務)

第 35条  管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。

― 管理組合が管理する敷地及び共用部分等の保安、保全、保守、清掃、消毒及

びごみ処理

二 敷地及び共用部分等の修繕

三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理

四 建誉え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務

五 道正化法第 103条 (設計図書の交付等)第 1項に定める、宅地建物取引業

者から交付を受けた設計図書の管理

第 6章 管理組合

第 1節 組合員

(組合員の資格)

第 33条 組合員の資格は、区分所有者となつたときに取得し、区分所有者でなく

なったときに喪失する。

(届 出義務等)

第34条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面に

より管理組合に届け出なければならない。

2 前項の場合において新たに組合員の資格を取得した者及び新たに占有者となっ

た者は、直ちに自らが果力団員ではないことを表明し、その後も暴力団員になら

ないことを確約する旨を記章兌した書面を管理組合に提出しなければならない。

ホームセキュソティがある場合

(届 出義務等)

第34条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面に

より管理組合に届け出なければならない。

2 前項の場合において新たに組合員の資格を取得した者及び新たに占有者となっ

た者は、直ちに自らが暴力団員ではないことを表口月し、その後も暴力団員になら

ないことを確約する旨を記載した書面を管理組合に提出しなければならない。

3 組合員及び占有者となった者は、管理組合が次条 (業務)第十六号の業務を行

うため、専有部分の玄関鍵及び別に定める書面を直ちに管理組合へ提出するもの

とし、当該玄関鍵又は届出書面の内容に変更等が生じたときは、直ちに管理組合

へ、変更したその玄関鍵を引渡し、又は書面によりその変更等を届け出なければ

ならない。

4 組合員及び占有者は、理由の如何を問わず、前項により引渡した玄関鍵の使用

を請求することができない。

第2節 管理組合の業務

(業務)

第35条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。

― 管理組合が管理する敷地及び共用部分等の保安、保全、保守、清掃、消毒及

びごみ処理

二 敷地及び共用部分等の修繕

三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理

四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務

五 道正化法第 103条 (設計図書の交付等)第 1項に定める、宅地建物取引業

者から交付を受けた設計図書の管理

第 6章 管理組合

第 1節 組合員

(組合員の資格)

第 31条  組合員の資格は、区分所有者となつたときに取得し、区分所有者でなく

つたときに要失する

(届 出義務)

第32条  新たに組合員の資袴を取得しまたは喪失した者は、直ちにその旨を書面

により管理組合に届け出なければならない。

第 2節 管理組合の業務

(業務)

第33条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。

一 管理組合が管理する敷地および共用部分等 (り下本条および第49条におい

て「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒およびごみ

処理

二 組合管理部分の修繕

三 長期修繕計画の作成または変更に関する業務

四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務

五 マンションの管理の適正1ヒ の推進に関する法律 (以下「道正化法Jと い

う。)第 103条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の

管理

14



六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等

七 共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務

人 区分所有者等 (第 70条 (理事長の勧告及び指示等)の区分所有者等をいう。

以下同じ。)が管理する専右部分又は専用使用部分について管理組合が行うこと

が適当であると認められる管理行為

九 敷地及び共用部分等の変更及び運営

十 修繕積立金の運用

十一 管理費等及び第32条 (使用料)に定める使用料の収納、保管、運用、支

出及び清算等に関する業務

十二 官公署、町内会等との渉外業務

十三 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュ‐ティ形成 (マ ンション

及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持並びに防災に関する業務等を含む。)

十四 広報及び連絡業務

十五 管理組合の消滅時における残余財産の清算

十六 対象物件の専有部分の防犯、防災に関する業務 (以下「ホームセキュ,テ

ィ業務」という。)

十七 その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要

な業務

(ホ ームセキュリティ業務)

第 35条の 2 管理組合は、ホームセキュヅティ業務を次の各号に定めるとおり遂

行する。

一 専有部分のホームセキュリティ機器から火災警戒、非常通報警戒、ガス漏れ

警戒又は侵入警戒の信号を受信し、異常事態の発生と判断した場合においては、

その確認に着手するとともに、特段の事由があるときを除いて、遅滞なく関係

機関へ電話で連絡する。

こ 前号の場合において、その立入り並びに応急処置等に要した費用及び原状回

復に要する費用については、別途、組合員又は占有者が負担しなければならな

い 。

2 次の各号の一に該当するときは、管理組合 (次条 (業務の委託等)の受託者及

び講負人を含む。)は、ホームセキュ,テ ィ業務を適正に遂行できないことにより

発生した損害に係る一切の責めを免れるものとする。

一 第34条 〈届出義務等)第 3項の規定による書面の提出を行わないとき。

二 故意又は過失により専有部分内の電気が送断されたとき。

三 防犯・防災設備 (ホ ームセキュ,テ ィ機器及びその配線等を含む。)が故障又

六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等

七 共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務

人 区分所有者等 (第 70条 (理事長の勧告及び指示等)の区分所有者等をいう。

以下同じ。)が管理する専有部分又は専用使用部分について管理組合が行うこ

とが適当であると認められる管理行為

九 敷地及び共用部分等の変更及び運営

十 修繕積立金の運用

十一 管理費等及び第 32条 (使用料)に定める使用料の収納、保管、運用、支

出及び清算等に関する業務

十二 官公署、町内会等との渉外業務

十三 地域コミュニティにも配慮 した居住者間のコミュニティ形成 (マ ンション

及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持並びに防災に関する業務等を含む。)

十四 広報及び連絡業務

十五 管理組合の消滅時における残余財産の滴算

十六 その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要

な業務

<水道料金や給湯暖房料金等の精算がある場合>

十一 管理費等及び第 32条 (使用料)に定める使用料の収納、保管、運用、支

出 (専有部分の水道使用料、給湯暖房使用料その他の専有部分の専用に係る使

用料の立替払を含む。)及び清算等に関する業務

ホームセキュ,ティがある場合 第十五号まで同じ

十六 対象物件の宰有部分の防犯、防災に関する業務 (以下「ホームセキュリテ

ィ業務Jと いう。)

十七 その他組合員の共同の利益を増進し、真好な住環境を確保するために必要

な業務

六 修繕等の履歴情報の整理および管理等

七 共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務

人 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であ

ると認められる管理行為

九 敷地および共用部分等の変更および運営

十 管理組合の会計に関する業務

十一 修繕積立金の運用

十二 官公署、町内会等との渉外業務

十三 風紀、秩序および安全の維持に関する業務

十四 防災に関する業務

十五 広報および連絡業務

十六 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成

十七 管理組合の消滅時における残余財産の精算

十人 その他組合員の共同の利益を増進 し、良好な住環境を確保するために必要

な業務

ホームセキュリティがある場合

(ホームセキュリティ業務)

第 35条の2 管理組合は、ホームセキュ,テ ィ業務を次の各号に定めるとおり遂

行する。

一 専有部分のホームセキュ,ティ機器から火災挙戒、非常通報警戎、ガス漏れ

警戒又は侵入警戒の信号を受信 し、異常事態の発生と判断した場合において

は、その確認に着手するとともに、特段の事由があるときを際いて、遅滞なく

関係機関へ電話で連絡する。

二 前号の確認を行うため、承諾を得ることなく、第34条 (届 出義務等)第 3

項により引渡しを受けた玄関鍵を使用して当該専有部分へ立入 り、必要な措置

を離じることができる。

三 前号の場合において、その立入り並びに応急処置等に要した費用及び原状回

復に要する費用については、別途、組合員又は占有者が負担しなければならな

い 。

2 次の各号の一に該当するときは、管理組合 (次条 (業務の委託等)の受託者及

び請負人を含む。)は、ホームセキュリティ業務を道正に遂行できないことにより
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は断線したとき。

四 区分所有者又は占有者が第 17条 (専有部分の修繕等)の規定に達反したと

き。                          ,
五 前項第一号の信号を受信することができないとき。

六 前項第二号の立入 りを行 うことができないとき。

七 第25条 (必要箇所への立入り)第 1項及び第 4項に定める立入り及びそれ

に伴う管理が実施できないとき。

人 前各号に掲げるもののほか、管理組合 (次 条 (業務の委託等)の受託者及び

請負人を含む。)の責めに帰すことのできない事由により、ホームセキュジティ

業務を遂行できないとき。

(業務の委託など)

第 37条  管理組合は、前二条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業

者 (適正化法第 2条第人号の「マンション管理業者」をいう。)等第二者に委託 し、

又は誇け負わせて執行することができる。

(専門的知識を有する者の活用)

第 37条  管理組合は、弁護士、建築士、区分所有管理士、マンション維持修繕技

術者又はマンション管理士 (適 正化法第 2条第二号の「マンシ=ン管理士」をい

う。)その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理

組合の運営その他マンションの管理に関し、助言、指導その他の支援を求めるこ

とができる。

第 3節 役 員

(役員)

第 39条  管理組合に次の役員を置く。

一 理事長

二 副理事長 1名

三 理事 (理事長、曰I理事長を含む。以下同じ。)3～ 5名

四 監事 と名

2 理事及び監事は、組合員 (組合員が法人の場合には、その役員又は従業員)の

うちから、総会で選任する。

3 理事長、副理事長は、理事のうちから、理事会で選任する。

発生した損害に係る一切の責めを免れるものとする。

一 第34条 (届 出義務等)第 3項の規定による書面の提出又は玄関鍵の引渡し

を行わないとき。

二 故意又は過失により専有部分内の電気が進断されたとき。

三 防犯・防災設備 (ホームセキュヅティ機器及びその配/漂等を含む。)が故障又

は断線したとき。

四 区分所有者又は占有者が第 17条 (専有部分の修繕等)の規定に達反したと

き。

五 前項第一号の信号を受信することができないとき。

六 前項第二号の立入 りを行 うことができないとき。

七 第25条 (必要箇所への立入り)第 1項及び第4項に定める立入 り及びそれ

に伴う管理が実施できないとき。

人 前各号に掲げるもののほか、管理組合 (次条 (業務の委託等)の受託者及び

講負人を含む。)の責めに帰すことのできない事由により、ホームセキュツティ

業務を遂行できないとき。

(業務の委託等)

第 36条 管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者

(道正化法第 2条第人号の「マンション管理業者」をいう。)等第三者に委託し、

又は請け負わせて執行することができる。

ホームセキュヅティがある場合

(業務の委託等)

第 36条 管理組合は、前二条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業

者 (適正化法第 2条第人号の「マンション管理業者」をいう。)等第二者に委託し、

又は請け負わせて執行することができる。

(専門的知識を有する者の活用)

第 37条 管理組合は、弁護士、建築と、区分所有管理と、マンション維持修繕技

術者又はマンション管理士 (適正化法第2条第五号の「マンション管理と」をい

う。)そ の他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理

組合の運営その他マンションの管理に関し、助言、指導その他の支援を求めるこ

とができる。

第 3節 役 員

(役員)

第 38条 管理組合に次の役員を置く。

一 理事長

二 副理事長 *名

二 会計担当理事 *名

四 理事 (理事長、副理事長、会計担当理事を含むち以下同じ。)

*名

五 監事 *名

2 理事及び監事は、組合員 (組合員が法人の場合には、その役員又は従業員)の

うちから、総会で選任する。

(業務の委託等)

第34条  管理組合は、前条に定めう業務の全部または一部を、マンション管理業

者 (適正化法第2条第8号の「マンション管理業者」をいう。)等第二者に委託

し、または請け負わせて執行することができる。

(専門的知識を有する者の活用〕

第 3[条  管理組合は、マンション管理士 (適正化法第 2条第 5号の「マンション

管理士」をいう。)そ の他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する

者 (弁護と、司法書士、建築士、行政書士、公認会計と、税理士、マンションジ

フォームマネジャーおよび区分所有管理士等)に対し、警理組合の運営その他マ

ンションの管理に関し、相談したり、助言、指導、その他の援助を求めたりする

ことができる。

第 3節 役員

(役長)

第 36条 書理組合に次の役員を置く。

一 理事長

二 副理事長

二 会計担当理事

四 書記担当理事

五 理事 (理事長、副理事長.会計担当理事、書記担当理事を含む。以下同

じ。)

六 監事

2 理事および監事は原則として対象物件に現に居住する組合員のうちから、総会
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(役員の任期)

第 39条 役員の任期は、就任後 1年内の決算期に関する定期総会 (第 45条 (総

会)第 2項の定期総会をいう。以下同じ。)終結をもつて満了とする。ただし、再

任を妨げない。

2 役員に人員が生じたときは、前条 (役員)第 2項の規定にかかわらず、理事会

で補充できるものとし、その役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの問

引き続きその職務を行う。

4 役員が組合員でなくなつた場合には、その役員はその地位を失う。

(役員の誠実義務等)

第 40条  役員は、法令、規約及び使用細則等並びに総会及び理事会の決議に従い、

組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。

2 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払

と報酬を受けることができる。

(利益相反取引の防止)

第40条の2 役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重

要な事実を開示 し、その承認を受けなければならない。

一 役員が自己又は第二者のために管理組合と取引をしようとするとき。

3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理学会で選任する。

(役員の任期)

第39条 役員の任期は、就任後 1年内の決算期に関する定期総会 (第 45条 (総

会)第 2項の定期総会をいう。以下同じ。)終結をもつて満了とする。ただし、再

任を妨げない。

2 役員に人員が生じたときは、前条 (役員)第 2項の規定にかかわらず、理事会

で補充できるものとし、その役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間

引き統きその職務を行 う。

4 役員が組合員でなくなつた場合には、その役員はその地位を失う。

2 役員に久員が生じたときは、前条 (役員)第 2項の規定にかかわらず、組合員

である場合に限り理事会で補充できるものとし、その役員の任期は、前任者の残

任期間とする。

3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの問

引き続きその職務を行 う。

4 選任の時に組合員であつた役員が組合員でなくなつた場合には、その役員はそ

の地位を失う。

(役員の久格条項)

第 39条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

役員就任後に次の各号のいずれかに該当することが判明した役員は、当然にその

地位を失うものとする。

一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

二 禁金目以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることが

なくなつた日から5年を経過しない者

三 暴力国員等 (暴力団又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者を

いう。)

(役員の誠実義務等)

第40条 役員は、法令、規約及び使用細則等並びに総会及び理事会の決議に従い、

組合員のため、誡実にその職務を遂行するものとする。

2 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払

と報醐を受けることができる。

(利益相反取引の防止)

第40条の2 役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重

要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

一 役員が自己又は第二者のために管理組合と取引をしようとするとき。

で選任する。

3 理事長、副理事長、会計担当理事および書記担当理事は、理事の互選により透

任する。

(役員の任期)

第 37条 役員の任期は、原則として 1年 とする。ただし、再任を妨げない。

2 補人の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 任期の満了または辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの

間引き続きその職務を行う。

4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。

(役員の誠実義務等)

第 38条 役員は、法令、規約および使用細則等ならびに総会および理事会の決議に

従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。

2 役員は、総会の決議により、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬

を受けることができる。
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二 管理紅合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益が相反

する取引をしようとするとき。

(理事長)

第41条 理事長は、管理組合を代表 し、その業務を統括するほか、次の各号に掲

げる業務を遂行する。

一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務とし

て定められた事項

二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること

2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。

3 理事長は、定期総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の

業務の執行に関する報告をしなければならない。

4 理事長は、災害及び事故等の防止又はその復 l日 のため緊急を要する場合で、第

57条 (理事会の議決事項)第 2項の決議のための理事会開催が困難な場合にお

いては、 1名 メ上の理事の同意を得て、第 60条 (管理組合の収入、支出及び会

計区分)に定める一般会計又は修繕積立金会計を取崩し、その費用に充当するこ

とができる。この場合は、理事会開催が可能になつた後、速やかにその旨を理事

会に報告しなければならない。

5 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任するこ

とができる。

6 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有

しない。この場合においては、理事会洪議により指名を受けた監事又は理事長以

外の理事が管理組合を代表する。

(副理事長)

第42条 副理事長は、理事長を構佐 し、理事長に事故があるときは、その職務を

代理し、理事長が久けたときは、その職務を行う。

(理事)

第43条 理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業

務を担当する。

2 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見し

たときは、直ちに、当該事実を監事及び他の理事に報告しなけ細 ぎならない。

(監事)

第44条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査じ、その結果を総

会に報告 しなければならない。

2 監事は、いつでも、理事及び第41条 (理事長)第 1項第■号k規定する職員

に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めると

きは、その内容を組合員へ報告するための臨時総会を招集することができる。

4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることがで

きる。

5 監事は、理事が不正の行為をし、若 しくは当該行為をするおそれがあると認め

二 管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益が相

反する取引をしようとするとき。

(理事長)

第41条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統活するほか、次の各号に掲

げる業務を遂行する。

一 規約、使用細則等又は総会若 しくは理事会の決議により、理事長の職務とし

て定められた事項

二 理事会の承認を得て、職員を採用 し、又は解雇すること

2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。

3 理事長は、定方月総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の

業務の執行に関する報告をしなければならない。

4 理事長は、災害及び事故等の防止又はその復旧のため緊急を要する場合で、第

57条 (理事会の議決事項)第 2項の決議のための理事会開催が困難な場合にお

いては、 1名 以上の理事の同意を得て、第60条 (管理組合の収入、支出及び会

計区分)に定める一般会計又は修繕積立金会計を取崩し、その費用に充当するこ

とができる。この場合は、理学会開催が可能になった後、速やかにその旨を理事

会に報告しなければならない。

5 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任するこ

とができる。

6 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有

しない。この場合においては、理事会決議により指名を受けた監事又は理事長以

外の理事が管理組合を代表する。

(曰1理事長)

第42条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を

代理 し、理事長が欠けたときは、その撃虎務を行う。

(理事)

第43条 理事は、理事会を構成 し、理事会の定めるところに艇い、管理組合の業

務を担当する。

2 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見し

たときは、直ちに、当該事実を監事及び他の理事に報告しなければならない。

3 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、文出等の会計業務を行う。

(監事)

第44条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総

会に報告しなければならない。

2 監事は、いつでも、理事及び第41条 (理事長)第 1項第二号に規定する職員

に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めると

きは、その内容を組合員へ報告するための臨時総会を招集することができる。

4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることがで

きる。

5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認め

(理事長 )

第39条  理事長は、管理組合を代表 し、その業務を統活するほか、次の各号に掲

げる業務を遂行する。

一 法令、規約および使用細則等ならびに総会および理事会の決議により、理事

長の磯務として定められた事項c

二 理事会の承認を得て、職員を採用し、または解雇すること

2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。

3 理事長は、通常総会において、 電ヽ合員に対し、前会計年度における管理組合の

業務の執行に関する報告をしなければならない。

4 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任するこ

とができる。

(副理事長|

第40条  副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を

代理し、理事長が大けたときは、その職務を行う。

(理事)

第41条 理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業

務を担当する。

2 会計担当理事は、智理費等および使用料の収納、保管、運用、支出等の会計業

務を行う。

3 書記担当理事は、総会および理事会等の議事を記録する。

(監莉

第42条  監事は、管理組合の業務の執行および財産の状況を監査し、その結果を

総会に報告しなければならない。

2 監事は、管理組合の業務の執行および財産の状況について不工があると認める

ときは、臨時総会を招集することができる。

3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
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るとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若 しくは理事会の決議に達反

する事実若 しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を

理事会に報告しなければならない。

6 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に

対し、理事会の招集を請求することができる。

7 前項の規定による請求があった日から5日 以内に、その請求があつた日から2

週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、そ

の請求をした監事は、理事会を招集することができる。

第 4節 総 会

(総会)

第45条 管理組合の総会は、総組合員で組織する。

2 総会は、定期総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。

3 理事長は、定翔総会を、毎年 1回新会計年度開始以後 3か月以内に招集しなけ

ればならない。

4 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を

招集することができる。

5 総会の議長は、理事長が務める。

(総会の招集手続)

第46条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の 2週間前 (会議の目的

が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは 2か月前)までに、会議

の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。

2 前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。

ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あて

に発するものとする。

3 第 1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に

対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもつて、これに代えるこ

とができる。

4 第 1項の通知をする場合において、会議の目的が第 50条 (総会の会議及び議

事)第 3項第一号、第二号、第四号若 しくは第工号に掲げる事項の決議又は建誉

え決議若 しくはマンション敷地売却決議であるときは、その議案の要領をも通知

しなければならない。

5 会議の目的が建答え決議であるときは、前項に定める議案の要領のほか、次の

事項を通知しなければならない。

一 建替えを必要とする理由

二 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持及び回復

(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその

内訳

三 建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容

四 建物につき修繕積立金として積み立てられている金額

6 会議の目的がマンション敷地売却決議であるときは、第4項に定める議案の要

領のほか、次の事項を通知しなければならない。

一 亮却を必要とする理由

るとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若 しくは理事会の決議に達反

する事実若 しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を

理事会に報告しなければならない。

6 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に

対し、理事会の招集を請求することができる。

7 前項の焼定による請求があった日から5日 以内に、その請求があった日から2

週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、そ

の請求をした監事は、理事会を招集することができる。

第 4節 総 会

(総会)

第45条 管理組合の総会は、総組合員で組織する。

2 総会は、定期総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。

3 理事長は、定期総会を、毎年 1回新会計年度B弓始以後 3か月以内に招集しなけ

ればならない。

4 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を

招集することができる。

5 総会の議長は、理事長が務める。

(総会の招集手続)

第46条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の 2週間前 (会議の目的

が建誉え決議又はマンション数地売却決議であるときは2か月前)までに、会議

の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。

2 前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。

ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あて

に発するものとする。

3 第 1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及ぴ前項の届出のない組合員に

対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもつて、これに代えるこ

とができる。

4 第 1項の通知をする場合において、会議の目的が第 50条 (総会の会議及び議

事)第 3項第一号、第二号、第四号着しくは第二号に掲げる事項の決議又は建誉

え決議若 しくはマンション敷地売却決議であるときは、その議案の要領をも通知

しなければならない。

5 会議の目的が建替え決議であるときは、前項に定める議案の要領のほか、次の

事項を通知しなければならない。

一 建替えを必要とする理由

二 建物の建審えをしないとした場合における郵該建物の効用の維持及び回復

(建物が通常有すべき勃用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びそ

の内訳

三 建物の修券善に関する計画が定められているときは、当該計画の内容

四 建物につき修繕嶺立金として積み立てられている金額

6 会議の目的がマンション敷地売却決議であるときは、第4項に定める議案の要

領のほか、次の事項を通知しなければならない。

一 売却を必要とする理由

第4節 総会 (総会)

(総会)

第43条 管理組合の総会は、総組合員で組l畿する。

2 総会は、通常総会および臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。

3 理事長は、通常総会を、毎年 1回新会計年度開始以後 3か月以内に開催しなけ

ればならない。

4 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を

招集することができる。

5 総会の議長は、理事長が務める。

(招集手続)

第44条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前 (会議の目的

が建替え決議であるときは2か月前)ま でに、会議の日時、場所および目的を示

して、組合員に通知を発しなければならない。

2 前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとす

る。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地

あてに発するものとする。

3 第 1項の通知は、対象物件内に居住する組合員および前項の届出のない組合員

に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもつて、これに代える

ことができる。

4 第 1項の通女,をする場合において、会議の目的が第48条第 3項第一号、第二

号もしくは第四号に掲げる事項の決議または建替え決議であるときは、その議案

の要領をも通知しなければならない。

5 会議の目的が建誉え決議であるときは、前項に定める議案の要領のほか、次の

事項を通知しなければならない。

― 建替えを必要とする理由

二 建物の建誉えをしないとした場合における当該建物の効用の維持および回復

(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額および

その内訳

三 建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容

四 建物につき修繕積立金として積み立てられている金額

6 建替え決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日のとか

月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行うた

めの説明会を開催しなければならない。

7 第46条第 2項の場合には、第 1項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内
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二 建築物の耐震改修の促進に関する法律 (平成 7年法律第 123号)第 2条第

2項に規定する耐震改修 (以 下単に「耐震改修」という。)又 !まマンションの建

替えをしない理由

三 耐震改修に要する費用の概算額

7 建替え決議又はマンション敷地売却決議を目的とする総会を・召集する場合、少

なくとも会議を開く日の 1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項につい

て組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。

8 第48条 (出席資格)第 2項の場合には、第 1項の通知を発した後遅滞なく、

その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。

9 第 1項 (会議の目的が建答え決議又はマンション敷地売却決議であるときを際

く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、5

日間を下回らない範囲において、第 1項の期間を短縮することができる。

(組合員の総会招集権等)

第47条 組合員が組合員総数の5分の 1以上及び第49条 (議決権)第 1項に定

める議決権総数の 5分の 1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示し

て総会の招集を請求した場合には、理事長は、 2週間以内にその請求があった日

から4週間メ内の日 (会議の目的が建替え決議又はマンション敷地克却決議であ

るときは、2か月と2週 間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通矢口を発し

なければならない。

2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした緯合員は、臨時総

会を招集することができる。

3 第 44条 (監事)第 3項及び前二項により招集された臨時総会においては、第

45条 (総会)第 5項にかかわらず、議長は、総会に出席 した粗合員 (書面又は

代理人によつて議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をも全て、組合員

の中から選任する。

(出席資格)

第48条 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出盾することができ

る。

2 区分所有者の承諸を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係

を有する場合には、総会に出席して意見を辻ぺることができる。この場合におい

て、総会に出席して意見を述ぺようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通

知しなければならない。

(議決権)

第 49条 各社合員の議決権の割合は、別表第4(敷地及び共用部分等の共有持分

割合並びに議決権割合)に掲げるとおりとする。

2 住戸 1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有

者をあわせて一の組合員とみなす。

3 前項によリーの組合員とみなされる者は、議決権を行使するを 1名 を選任 し、

その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。

4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。

5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、

以下の各号に掲げる者でなければならない。

二 建築物の耐震改修の促進に関する法律 (平成 7年法律第 123号)第 2条第

2項に規定する耐慶改修 (以下単に「耐震改修」という。)又はマンションの建

誉えをしない理由

三 耐震改修に要する費用の概算額

7 建替え決議又はマンション敷地売却決議を目的とする総会を招集する場合、少

なくとも会議を開く日の 1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項につい

て組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。

8 第48条 (出席資格)第 2項の場合には、第 1項の通知を発した後遅滞なく、

その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。

9 第 1項 (会議の目的が建誉え決議又はマンション歎地売却決議であるときを除

く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認をβて、5

日間を下回らない範囲において、第 1項の期間を短縮することができる。

(組合員の総会招集権等)

第47条 組合員が組合員総数の 5分の 1以上及び第49条 (議決権)第 1項に定

める議決権総数の 5分の 1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示し

て総会の招集を請求した場合には、理事長は、 2週間以内にその請求があつた日

から4週間以内の日 (会議の目的が建替え決議又はマンション敷地克却決議であ

るときは、 2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発し

なければならない。

2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総

会を招集することができる。

3 第44条 (監事)第 3項及び前二項により招集された臨時総会においては、第

45条 (総会)第 5項にかかわらず、議長は、総会に出席 した組合員 (喜面又は

代理人によつて議決権を行使する者を含む。)の議誨能の過半数をもつて、組合員

の中から選任する。

(出席資格)

第48条 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができ

る。

2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係

を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合におい

て、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通

知しなければならない。

(議決権)

第49条 各組合員の議決権の割合は、別表第4(敷地及び共用部分等の共有持分

割合並びに議決権割合)に掲げるとおりとする。

2 住戸 1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有

者をあわせて一の組合員とみなす。

3 前項によリーの組合員とみなされる者は、議決権を行使する者 1名 を選任し、

その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。

4 組合員は、書面又は代理人によつて議決権を行使することができる。

5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、

以下の各号に掲げる者でなければならない。

容を、所定の掲示場所に掲示 しなければならない。

8 第 1項 (会議の目的が建誉え決議であるときを除く。)にかかわらず、緊急を要

する堤合には、理事長は、理事会の承認を得て、6日 間を下回らない範囲におい

て、第 1項の期間を短縮することができる。

(組合員の総会招集権)

第45条 組合員が組合員総数の5分の 1以上および第 47条第 1項に定める議決

権総数の 5分の 1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示 して総会の

招集を請求 した場合には、理事長は、 2週間以内にその請求があった日から4週

間以内の日 (会議の目的が建替え決議であるときは、 2か月と2週間以内の日)

を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。

2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総

会を招集することができる。

3 前 2項および第42条第 2項により招集さんた臨時総会においては、第43条
第 5項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員 (書面または代理人によっ

て議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもつて、組合員の中から選

任する。

(出席資格 )

第46条 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができ

る。

2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係

を有する場合には、総会に出席 して意見を述べることができる。この場合におい

て、総会
'こ
出席して意見を述ぺようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通

知 ら い 。

(議決権)

第47条 各組合員の議決権の割合は、その所有する住戸 1戸につき各 1個 とす

る。

2 住戸 1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有

者をあわせて一の組合員とみなす。

3 前項によリーの組合員とみなされる者は、議決権を行使する者 と名を選任 し、

その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。

4 組合員は、書面または代理人によって議決権を行使することができる。

5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人

は、組合員が指名し、理事会が認めた者でなければならない。
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一 その組合員の配偶者 (婚女困の届出をしていないが事実上婚女因関係と同様の事

情にある者を含む。)又は一親等の親族

二 その組合員の住戸に同居する親族

二 他の組合員

四 組合員が法人の場合には、当該法人の役員又は従業員

6 組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。

(総会の会議及び議事)

第 50条 総会の会議は、前条 (議決権)第 1項に定める議決権総数の半数以上を

有する組合員が出席しなければならない。

2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。

3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数

の4分の 3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。

一 規約の制定、変更又は廃止

二 敷地及び共用部分等の変更 (その形状又は効用の著 しい変更を伴わないもの

及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第 2項に基づく認定を受け

た建物の耐震改修を除く。)

三 区分所有法第 58条 (使用禁上の請求)第 1項、第 59条 (区分所有権の競

売の請求)第 1項又は第 60条 (占有者に対する引渡し請求)第 1項の訴えの

提起

四 建物の価格の2分の 1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復

t日

正 第23条 (専有部分の特別管理)第 1項に定める管理組合が行 う専有部分の

1守別管理 (同項第一号及び第二号の場合を除く。)の実施

六 その他総会において本項の方法により決議することとした事項

4 区分所有法第62条 (連答え決議)第 1項の建替え決議は、第 2項にかかわら

ず、組合員総数の5分の4以上及び議決権総数の 5分の4以上で行う。

5 マンション敷地完却決譲は、第 2項にかかわらず、組合員総数、議決権総数及

び敷地利用権の持分の価格の各 5分の4以上で行 う。

6 前五項の場合において、書面又は代理人によつて議決権を行使する者は、出席

組合員とみなす。

7 第 3項第一号において、規約の制定、変更又は廃上が一部の組合員の権利に特

別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合におい

て、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

8 第 3項第二号において、敷地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用

部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又

はその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承認を得なければなら

ない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否しては

ならない。

9 第 3項第二号に掲げる事項の決議を行うには、あらかじめ当該組合員又は占有

者に対し、弁明する機会を与えなければならない。

10 総会においては、第46条 (総会の招集手続)第 1項によりあらかじめ通知

した事項についてのみ、決議することができる。

一 その組合員の配偶者 (婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事

情にある者を含む。)又は一親等の親族

二 その組合員の住戸に同居する親族

三 他の組合員

四 組合員が法人の場合には、当該法人の役員又は従業員

6 組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。

(総会の会議及び議事)

第 50条 総会の会議は、前条 (議決権)第 1項に定める議決権総数の半数以上を

有する組合員が出席しなければならない。

2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。

3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数

の4分の 3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。

一 規約の制定、変更又は廃止

二 敦地及び共用部分等の変更 (そ の形状又は効用の著しい変更を伴わないもの

及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第 25条第 2項に基づく認定を受

けた建物の耐震改修を除く。)

三 区分所有法第 58条 (使用禁止の請求)第 1項、第 59条 (区分所有権の競

売の請求)第 1項又は第 60条 (占有者に対する引渡し請求)第 1項の訴えの

撮起

四 建物の価格の 2分の 1を超える部分が滅失した場合の減失した共用部分の

復 1鳳

工 第 23条 (専有部分の特烈1管理)第 1項に定める管理組合が行う専有部分の

特別管理 (同項第一号及び第二号の場合を除く。)の実施

六 その他総会において本項の方法により決議することとした事項

4 区分所有法第 62条 (建 替え決議)第 1項の建替え決議は、第2項にかかわら

ず、組合員総数の5分の4以上及び議決権総数の5分の4以上で行う。

5 マンション敷地売却決議は、第 2項にかかわらず、組合員総数、議決権総数及

び敷地利用権の持分の価格の各 5分の4以上で行 う。

6 前五項の場合において、書面又は代理人によつて議決権を行使する者は、出席

組合員とみなす。

7 第3項第一号において、規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特

別の影響を及ぼすべきときは、その承講を得なければならない。この場合におい

て、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

8 第3項第二号において、敷地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用

部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又

はその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承認を得なければなら

ない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否しては

ならない。

9 第3項第二号に掲げる事項の決議を行うには、あらかじめ当該組合員又は占有

者に対し、弁明する機会を与えなければならない。

10 総会においては、第46条 (総会の招集手続)第 1項によりあらかじめ通知

した事項についてのみ、決議することができる。

6 代理人は、代理権を証する書面及び第5号の規定を確認できる証明書 〈運転免

許証、健康保険証等)を理事長に提出しなければならない。

(総会の会議および議事)

第48条 総会の会議は、前条第 1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合

員が出席 しなければならない。

2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。

3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数

の4分の 3以上および議決権総数の4分の 3以上で決する。

一 規約の制定、変更または廃止

二 敷地および共用部分等の変更 (そ の形状または効用の著しい変更を伴わない

ものを除く。)

三 区分所有法第 58条第 1項、第 59条第 1項または第 60条第 1項の訴えの

提起

四 建物の価格の2分のとを超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復

十日

五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項

4 建替え決議は、第 2項にかかわらず、組合員総数の 6分の4以上および議決権

総数の5分の4以上で行う。

5 前4項の場合において、書面または代理人によって議決権を行使する者は、出

席組合員とみなす。

6 第3項第 1号において、規約の制定、変更または廃上が一部の組合員の権利に

特別の影響を及ばすべきときはその承諾を得なければならない。この場合におい

て、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

7 第 3項第2号において、敷地および共用部分等の変更が、専有部分または専用

使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合

員またはその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承講を得なけれ

ばならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否

してはならない。

8 第3項第 3号に掲げる事項の決議を行うには、あらかじめ当該組合員または占

有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。

9 総会においては、第44条第 1項によりあらかじめ通知した事項についての

み、決議することができる。
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(議事録の作成、保管等)

第 52条 総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長λび議長の指名す

る2名の総会に出席 した組合員がこれに署名押印しなければならないて

3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があった

ときは、議事録の間覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、

相当の日時、場所等を指定することができる。

4 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。

(書面による決議)

第 53条  規約により総会において決議をすべき場合において、紅合員全員の承諾

があるときは、書面による決議をすることができる。

2 規約により総会において決議すべきものとされた事項については、還合員全員

の書面による合意があつたときは、書面による決議があったものとみなす。

3 規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面による決

(総会の議決事項)

第51条  次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。

一 収支決算及び事業報告

二 収支予算及び事業計画

三 管理費等、第32条 (使用料)に定める使用料、第 63条 (管理費等の徴収)

第 1項ただし書の場合の臨時に要する費用及び第 64条 (管理費等の過不足)

第 2項の場合の費用の額並びに賦課徴収方法

四 規ね及び使用細則等の制定、変更又は廃上

工 長期修繕計画の作成又は変更

六 第 31条 (修繕積立金)第 1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充て

るための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し

七 第 23条 (専有部分の特別管理)第 1項に定める管理組合が行う専有部分の

特別管理の実施

ノ( 第 27条 (損害保険)第 1項第四号の損害保険の付保

九 第 31条 (修繕積立全)第 2項及び第 3項に定める建替え等に係る計画又は

設計等の経費のための修繕積立金の取崩し

十 修繕積立金の保管及び運用方法

十一 区分所有法第57条 (共同の利益に反する行為の停止等の請求)第 2項及

び前条 (総会の会議及び議事)第 3項第二号の訴えの提起並びにこれらの訴え

を提起すべき者の選任

十二 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復 1日

十三 区分所有法第62条 (建替え決議)第 1項の場合の建番え及び円滑化法第

108条 (マ ンション敷地売却決議)第 1項の場合のマンション敷地売却

十四 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法

十五 第 36条 (業務の委託等)に定める管理委託契約の締結

十六 第 16条 (敷地及び共用部分等の第二者の使用)第 3項の場合における敷

地及び共用部分等 (専用使用部分を除く。)の第三者の使用の承認

十七 その他管理組合の業務に関する重要事項

(議事録の作成、保管等)

第 52条 総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名す

る2名 の総会に出席 した組合員がこれに署名押印しなければならない。

3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による誇求があつた

ときは、議事録の間覧をさせなければならない。この場合において、関覧につき、

相当の日時、場所等を指定することができる。

4 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。

(書面による決議)

第 53条 規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承譜

があるときは、書面による決議をすることができる。

2 規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員全員

の書面による合意があつたときは、書面による決議があつたものとみなす。

3 規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面による決

(議決事項)

第49条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。

一 収支決算および事業報告

二 収支予算および事業計画

三 管理費等および使用料の額ならびに賦理課徴収方法

四 規約および使用細則等の制定、変更または廃上

五 長)努修繕計画の作成または変更

六 第29条第 1項に定める特別の管理の実施ならびにそれに充てるための

資金の借入れおよび修繕積立金の取崩 し

七 第 29条第2項に定める建物の建誉えに係る計画または設計等の経費の

ための修繕積立金の取崩し

人 修繕積立金の保管および運用方法

九 第 22条第 2項に定める管理の実施

十 区分所有法第 57条第2項および前条第 3項第二号の訴えの提起ならび

にこれらの訴えを提起すべき者の運任

十一 建物の一部が減失した場合の滅失した失用部分の復旧

十二 区分所有法第62条第 1項の場合の建誉え

十三 役員の選任および解韓 まらびに役員活動費の額および支払方法

十四 組合管理部分に関する管理委託契約の締結

十五 その他管理組合の業務に関する重要事項

(議事録の作成、保管等)

第 5C条  総会の議事についてな、議長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議事の経過の要領およびその結果を記載し、議長および議長の指

名する2名 の総会に出席した組合員がこれに署名指印しなければならない。

3 理事長は、議事録を保管し,組合員または利害匿係人の書面による請求があっ

たときは、議事録の関覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につ

き、相当の日時場所等を指定することができる。

4 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。

(書面「による決議)

第51条  規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諸

が洗るときは、書面による決議をすることができる。

2 規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員全員

の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなす。

3 規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面による決

(総会の議決事項)

第 51条  次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。

一 収支決算及び事業報告

二 収支予算及び事業計画

三 管理費等、第 32条 (使用料〉に定める使用料、第 63条 〔管理費等の徴収)

第 1項ただし書の場合の臨時に要する費用及び第64条 (管理費等の過不足)

第 2項の場合の費用の額並びに賦課徴収方法

四 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止

五 長期修繕計画の作成又は変更

六 第 31条 (修繕積立金)第 1項に定める特別の管理の実施立びにそれに充て

るための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩 し

七 第 23条 (専有部分の特別管理)第 1項に定める管理組合が行 う専有部分の

特別管理の実施

人 第 27条 (損害保険)第 1項第四号の損害保険の付保

九 第 3と 条 (修繕嶺立金)第 2項及び第 3項に定める建誉え等に孫る計画又は

設計等の経費のための修繕積立金の取崩し

十 修繕積立金の保管及び運用方法

十一 区分所有法第 57条 (共同の利益に反する行為の停止等の請求)第 2項及

び前条 (総会の会議及び議事)第 3項第二号の訴えの提起並びにこれらの訴え

を提起すべき者の選任

十二 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復 1日

十三 区分所有法第 62条 (建春え決議)第 1項の場合の建答え及び円滑化法第

108条 (マ ンション敷地売却決議)第 1項の場合のマンション敷地売却

十四 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法

十五 第36条 (業務の委託等)に定める管理委託契約の締結

十六 第 16条 (敷地及び共用部分等の第二者の使用)第 3項の場合における敷

地及び共用部分等 (専用使用部分を除く。)の第二者の使用の承認

十七 その他管理組合の業務に関する重要事項
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議は、総会の決議と同一の効力を有する。

4 前条 (議事録の作成、保管等)第 3項及び第 4項の規定は、書面による決議に

係る書面について準用する。

5 総会に関する規定は、書面による決議について準用する。

第 5節 理事会

〈理事会)

第 54条  理事会は、理事をもつて構成する。

2 理事会は、次に掲げる職務を行 う。

一 規約若 しくは使用細則等又は総会の決議により理事会の権限として定められ

た管理組合の業務執行の決定

二 理事の職務の執行の監督

三 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任

3 理事会の議長は、理事長が務める。ただし、第44条 (監事)第 6項若しくは

第 7項又は次条 (理事会の招集手続)第 2項若しくは第 3項により招集された理

事会においては、議長は、理事会に出席した理事の中から選任する。

(理事会の招集手続)

第 55条  理事会は、理事長が招集する。

2 理事が4分の 1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理

事長は速やかに理事会を招集しなければならない。

3 前項の規定による請求があった日から7日 以内に、その請求があつた日から1

4日 以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、

その請求をした理事は、理事会を招集することができる。

4 理事会の招集手続については、第46条 (総会の招集手続)(建替え決議又はマ

ンション敷地売却淡議を会議の目的とする場合の第 1項及び第4項から第8項ま

でを除く。)の規定を準用する。この場合において、同条中「組合員Jと あるのは

「理事及び監事Jと 、同条第 9項中「理事会の承認」とあるのは「理事及び監事

の全員の同意」と読み替えるものとする。ただし、理事会において別段の定めを

することができる。

(理事会の会議及び謗事)

第 56条  理事会の会議は、理事の半数メ上が出席しなければ開くことができず、

その議事は出席理事の過半数で決する。

2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができ

ない。

3 議事録については、第52条 (議事録の作成、保管等)(第 4項を除く。)の規

定を準用する。ただし、第52条第 2項中「総会に出席 した組合員」とあるのは、

「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。

(理事会の議決事項)

第57条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を

決議する。

一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案

二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃上に関する案

三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案

議は、総会の決議と同一の効力を有する。

4 前条 (議事録の作成、保管等)第 3項及び第4項の規定は、書面による決議に

係る書面について準用する。

5 総会に関する規定は、書面による決議について準用する。

第 5節 理事会

(理事会)

第 54条 理事会は、理事をもつて構成する。

2 理事会は、次に掲げる職務を行 う。

一 規約若しくは使用細則等又は総会の決議により理事会の権限として定めら

れた管理組合の業務執行の決定

二 理事の職務の執行の監督

三 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任

3 理事会の議長は、理事長が務める。ただし、第44条 (監事)第 6項若しくは

第 7項又は次条 (理事会の指集手続)第 2項若しくは第 3項により招集された理

事会においては、議長は、理事会に出席 した理事の中から選任する。

(理事会の招集手紛

第55条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事が4分の 1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理

事長は速やかに理事会を招集 しなければならない。

3 前項の規定による請求があった日から7日 以内に、その請求があった日から1

4日 以内の日を理事会の日とする理事会の招案の通知が発せられない場合には、

その請求をした理事は、理事会を招集することができる。

4 理事会の招集手続については、第46条 (総会の招集手続)(建替え決議又はマ

ンション敷地売却決議を会議の目的とする場合の第 1項及び第4項から第8項ま

でを除く。)の規定を準用する。この場合において、同条中「組合員」とあるのは

「理事及び監事」と、同条第 9項中「理事会の承認」とあるのは「理事及び監事

の全員の同意」と読み替えるものとする。ただし、理事会において別段の定めを

することができる。

(理事会の会議及び議事)

第 56条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、

その議事は出席理事の過半数で決する。

2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができ

ない。

3 議事録については、第 52条 (議事録の作成、保管等)(第 4項 を除く。〉の規

定を準用する。ただし、第 52条第 2項中「総会に出席した組合員」とあるのは、

「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。

く理事会の議決事項)

第57条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を

決議する。

一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案

二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃上に関する案

三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案

議は、総会の決議と同一の効力を有する。

4 前条第 3項および第4項の規定は、書面による決議に係る書面について準用す

る。

S 総会に関する規定は、書面による決議について準用する。

第 5節 理事会

(理事会)

第52条 理事会は、理事をもつて構成する。

2 理事会の議長は、理事長が務める。

(招集)

第 53条  理事会は、理事長が招集する。

2 理事が2分の 1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理

事長は速やかに理事会を招集しなければならない。

3 理事会の招集手続については、第44条 (建替え決議を会議の目的とする場合

の第 1項および第4項から第 7項までを除く。)の規定を準用する。ただし、理

事会において別段の定めをすることができる。

(理事会の会議および膳事)

第54条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、

その議事は出席理事の過半数で決する。

2 議事録については、第 50条 (第 4項を除く。)の規定を準用する。ただし、

第 50条第 2項 中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理

事」と読み替えるものとする。

(議決事項)

第55条 理事会は、この規約に烈1に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を

決議する。

一 収支決算案、事業報告案、収支予算案および事業計画案

二 規約および使用細則等の制定、変更または廃上に関する

案
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四 その他の総会提出議案

五 第 17条 (専有部分の修繕等)、 第 22条 (敦地及び共用部分等の管理)及び

第 24条 (窓 ガラス等の改良)に定める承認又は不承認

六 第 58条 (専門委員会の設置等)に定める専門委員会の設置等

七 第 61条 (収支予算の作成及び変更)第 3項本文の場合の承認叉は不承認

人 第 63条 (管理費等の徴収)第 4項に定める未納の管理費等及び使用料の諸

求に関する訴訟その他法的措置の追行並びにこれらの訴訟費弱等 (郵便料、手

数料、弁護士費用その他実費全額を含む。)に充てるための第60条 (管理組合

の収入、支出及び会計区分)第一号に定める一般会計の取崩し

九 第 70条 (理事長の勧告及〔卜指示等)に定める勃告又は指示等

十 総会から付託された事項

キー 災書等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実

施等

2 第 51条 (総会の議決事項)の規定にかかわらず、理事会は、前項第十一号の

決議をした場合においては、当該決議に係る応急的な修繕工事の実施に充てるた

めの資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しについて決議することができる。

(専門委員会の設置等)

第58条 理事会は、その責任と権限の範囲内において、区分所有者等を構成員と

する専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。

2 専門委員会は、調査又は検討 した結果を理事会に具申するものとし、理事会の

求めがあるときは、調査又は検討の途中経過等を報告しなければならない。

3 理事会は、専門委員会の委員の人数及び任期を定め、当該委員の選任及び解任

をすることができる。

4 理事会は、第 1項に定める課題の調査又は検討が終了したとき若しくは必要が

あると判断したときは、当該専門委員会を解散させることができる。

5 第40条 (役員の誠実義務等)の規定は、専門委員会の委員に準用する。

第 7章 会 計

(会計年度)

第60条 管理組合の会計は、毎年 9月 1日 から翌年 8月 31日 までとする。

(管理組合の収入、支出及び会計区分)

第 60条 管理組合の会計は次の各号によリー般会計と修繕積立全会計とし、各カ

区分して経理するものとする。

一 一般会計における収入は第 28条 (管理費等)第 1項第一号に定める管理費

及び第32条 (使用料)に定める使用料によるものとし、その支出は第 30条

(管理費)に定める諸費用に充当する。

二 修繕積立金会計における収入は第 28条 (管理費等)第 1項第二号に定める

修繕積立金によるものとし、その支出は第 31条 (修繕積立金)に定める諸費

用に充当する。

(収支予算の作成及び変更)

第 61条 理学長は、毎会計年度の収支予算案を定期総会に提出し、その承認を得

なければならない。

四 その他の総会提出議案

五 第 17条 (専有部分の修繕等)、 第 22条 (敷地及び共用部分等の管理)及び

第 24条 (窓 ガラス等の改良)に定める承認又は不承認

六 第 58条 (専門委員会の設置等)に定める専門委員会の設置等

七 第61条 (収支予算の作成及び変更)第 3項本文の場合め承認又は不承認

人 第63条 (督理費等の徴収)第 4項に定める未熱の管理費等及び使用料の請

求に関する訴訟その他法的措置の進行並びにこれらの訴訟費用等 (郵便料、手

数料、弁護士費用その他実費全額を含む。)に売てるための第 60条 (管理組合

の収入、支出及び会計区分)第一号に定める一般会計の取崩 し

九 第 70条 (理事長の勧告及び指示等)に定める勧告又は指示等

十 総会から付託された事項

十一 災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の

実施等

2 第 51条 (総会の議決事項)の規定にかかわらず、理事会は、前項第十一号の

決議をした場合においては、当該決議に係る応急的な修繕工事の実施に充てるた

めの資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しについて決議することができる。

(専門委員会の設置等)

第 58条 理事会は、その責任と権限の範囲内において、区分所有者等を構成員と

する専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。

2 専門委員会は、調査又は検討 した結果を理事会に具申するものとし、理事会の

求めがあるときは、調査又は検討の途中経過等を報告しなければならない。

3 理事会は、専門委員会の委員の人数及び任期を定め、当該委員の選任及び解径

をすることができる。

4 理事会は、第 1項に定める課題の調査又は検討が終了したとき若しくは必要が

あると判断したときは、当該専門委員会を解散させることができる。

5 第40条 (役員の誠実義務等)の規定は、専門委員会の委員に準用する。

第 7章 会 計

(会計年度)

第 59条 管理組合の会計は、毎年**月 1日 から翌年 **月 **日 までとする。

(管理組合の収入、支出及び会計区分)

第 60条 管理組合の会計は次の各号によリー般会計と修繕積立金会計とし、各々

区分して経理するものとする。

一 一般会計における収入は第 28条 (管理費等)第 1項第一号に定める管理費

及び第 32条 (使用料)に定める使用料によるものとし、その文出は第 30条

(管理費)に定める諸費用に充当する。

二 修繕積立金会計における収入は第 28条 (管理費等)第 1項第二号に定める

修繕積立金によるものとし、その文出は第 31条 (修繕積立金)に定める諸費

用に充当する。

(収支予算の作成及び変更)

第 61条 理事長は、毎会計年度の収支予算案を定期総会に提出し、その承認を得

なければならない。

三 長猫修繕計画の作成または変更に関する案

四 その他の総会提出議案

王 第 23条に定める承認または不承認

六 第 e3条に定める勧告または指示等

七 第こ9粂第 1項の承認が得られない間の第 28条 に規定する経費の支出

人 総会から付託された事項

(専円委員会の設置)

第 58条 理事会は、その責任と権眼の範囲内において、専門委員会を設置し、特

定の課題を調査または検討させることができる。

2 専門委員会は、調査または検討した結果を理事会に具申する。

第 7章 会計

(会 計年度Ⅲ

第 57条  管理組合の会計年度 iま、毎年 9月 1日 から翌年 8月 31日 までとする。

(管理組合の収入および支出)

第 58条  管理組合の会計におサる収入は、第 26条に定める管理費等および第3

0条に定める使用料によるものとし、その支出は第28条から第 30条に定める

ところにより諸費用に充当する。

(収支予算の作成および変更)

第 59条  理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得

なlナれ
`ぎ

/、からない。
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2 収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、

その承認を得なければならない。

3 理事長は、第 59条 (会 計年度〉に定める会計年度の開始後、第 1項に定める

承認を終るまでの間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となつた場合には、

理事会の承認を終てその支出を行うことができる。ただし、理事会の承認を得る

までの間に支出する必要が生じた場合は、理事長はその責任において支出するこ

とができるものとし、当該支出の内容は速やかに理事会に報告するものとする。

一 第 30条 (管理費)に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、

かつ、第 1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの

二 総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であ

つて、第 1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの

4 前項の規定に基づき行つた支出は、第 1項の規定により収支予算案の承認を得

たときは、当該収支予算案による支出とみなす。

5 理事会が第57条 (理事会の議決事項)第 1項第十一号の決議をした場合には、

理事長は、同条第 2項の決議に基づき、本条第 1項又は第2項の承認の有無にか

かわらず、その支出を行うことができる。

6 理事長は、第 22条 (敷地及び共用部分等の管理)第 7項の規定に基づき、敷

地及び共用部分等の保存行為を行う場合には、そのために必要な支出を行うこと

ができる。この場合においても、本条第 1項叉は第 2項の承認を要しない。

(会計報告)

第 62条  理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、定翔総会

に報告し、その承認を得なければならない。

(管理費等の徴収)

第 63条  管理組合は、第 28条 (管理費等)に定める管理費等及び第 32条 (使

用料)に定める使用料について、管理組合が指定する金融機関に区分所有者等が

各自開設する預貯金口座から日座振替の方法により別に定める日座に受け入れる

こととし、当月分は前月の27日 までに一括して徴収する。ただし、臨時に要す

る費用として特別に徴収する場合又は区分所有者等につき特別な事情がある場合

には、別に定めるところによる。

2 区分所有者等が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理

紅合は、その未払金額について、その期日の翌日から起算して支払日まで年利 1

4.6。/。の遅延損害金と、連約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費

用を加算 して、その区分所有者等に対して請求することができる。

3 笹理組合は、納付すべき金額を納付しない区分所有者等に対し、督促を行うな

ど、必要な措置を講ずるものとする。

4 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、第56条 (理事会の会

議及び議事)第 1項の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を

進行することができる。

5 第 2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用乾びに督促及び徴収の諸費用

に相婆する収納金は、第 30条 (管理費)に定める費用に充当する。

6 区分所有者等は、納付した管理費等及び第32条 (使用料)に 定める使用料に

2 収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、

その承認を得なければならない。

3 理事長は、第 59条 (会計年度)に定める会計年度の調始後、第 1項に定める

承認を得るまでの間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となつた場合には、

理事会の承認を得てその支出を行うことができる。ただし、理事会の承認を得る

までの間に支出する必要が生じた場合は、理事長はその責任において支出するこ

とができるものとし、当該支出の内容は速やかに理事会に報告するものとする。

一 第30条 (管理費)に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、

かつ、第 1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの

二 総会の承認を得て実施 している長期の施工期間を要する工事に係る経費で

あつて、第 1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるも

の

4 前項の規定に基づき行つた支出は、第 1項の規定により収支予算案の承認を得

たときは、当該収支予算案による支出とみなす。

5 理事会が第 57条 (理事会の議決事項)第 1項第十一号の決議をした場合には、

理事長は、同条第 2項の決議に基づき、本条第 1項又は第 2項の承認の有無にか

かわらず、その支出を行うことができる。

6 理事長は、第 22条 (敷地及び共用部分等の管理)第 7項の規定に基づき、敷

地及び共用部分等の保存行為を行う場合には、そのために必要な文出を行うこと

ができる。この場合においても、本条第 1項又は第 2項の承認を要しない。

(会計報告)

第62条 理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、定朗総会

に報告し、その承認を伶なければならない。

(管理費等の徴収)

第63条  管理組合は、第 28条 (管理費等)に定める管理費等及び第32条 (使

用料)に定める使用料について、管理組合が指定する金融機関に区分所有者等が

各自開設する預貯金日座から口座振誉の方法により別に定める日座に受け入れる

こととし、当月分は前月の27日 までに一括 して徴収する。ただし、臨時に要す

る費用として特別に徴収する場合叉は区分所有者等につき特別な事情がある場合

には、別に定めるところによる。

2 区分所有者等が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理

組合は、その未払金額について、その期日の翌日から起算して支払日まで年利 l

4,6%の遅延損害金と、達約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費

用を加算して、その区分所有者等に対して請求することができる。

3 管理組合は、納付すべき金額を納付しない区分所有者等に対し、督促を行うな

ど、必要な措置を講ずるものとする。

4 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、第 56条 (理事会の会

議及び議事)第 1項の決議により、管理組合を代表して、誘訟その他法的措置を

追行することができる。

5 第2項に基づき請求した運延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用

に相当する収納金は、第30条 (管理費)に定める費用に充当する。

6 区分所有者等は、納付した管理費等及び第 32条 (使用料)に定める使用料に

2 収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、

その承認を得なければならない。

(会計報告)

第60条 理事長イよ 毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会

に報告 し、その承認を得なければならない。

(管理費等の徴収)

第61条 管理組合は、第 26条に定める管理費等および第 30条に定める使用料

について、組合員が各自開設する預金日座から日座振替の方法等により翌月分を

毎月末日までに一括して受け入れる方法により徴収するものとする。ただし、臨

時に要する費用として特別に徴収する場合には別に定めるところによる。

2 組合員が前項のデ努日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合

は、その未払金額について、総会の決議を経て遅延損害金と、蓮約金としての弁

護士費用ならびに督促および徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求

することができる。

3 理事長は、未納の管理費等および使用斜の請求に関して、理事会の決議によ

り、管理組合を代表して、訴訟その他法白勺措置を追行することができる。

4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用ならびに督促および徴収の諸

費用に相当する収納金は、第 28条に定める費用に売当する。

5 組合員は、納付した管理費等および使用料について、その返還請求または分割

請求をすることができない。

6 第 1項に係らず、管理費等及び使用料の滞納がある組合員については、(特段

の事情がない限り,徴収した金額を新規発生分に優先して滞納分に充当するもの

とする。
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ついて、その返還請求又は分割請求をすることができない。

(預金日座の開設)

第65条 管理組合は、会計業務を遂行するため、金融機関に管理組合の預貯金口

座を開設するものとする。

(借入れ)

第66条 管理組合は、第23条 (専有部分の特別管理)第 1項に定力る管理紅合

が行う専有部分の特別管理 (第一号及び第二号の場合を除く。)及び第 31条 (修

繕積立金)第 1項に定める特別の管理を行うため必要な範囲内において、借入れ

をすることができる。

(帳票類等の作成、保管)

第67条 理事長は、会計帳峰、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を

作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があつた

ときは、これらを閥覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、

相当の日時、場所等を指定することができる。

2 理事長は、第 35条 (業務)第二号の長デ研修繕計画書、同条第五号の設計図書

及び同条第六号の修繕等の履歴情報を保管し、組合員又は利害関係人の理由を付

した喜面による請求があったときは、これらを開覧させなければならない。この

場合において、関覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

3 理事長は、第 52条 (議事録の作成、保管等)第 3項 (第 56条 (理事会の会

議及び議事)第 3項において準用される場合を含む。)、 本条第 I項及び第2項並

びに第 76条 (規約原本等)第 2項及び第4項の規定により閥覧の対象とされる

管理組合の財務・管理に関する情報については、組合員又は利害関係人の理由を

付した書面による請求に基づき、当言スケ請求をした者が求める情報を記入した事面

を交付することができる。この場合において、理事長は、交付の相手方にその費

用を負担させることができる。

4 前三項において、閥覧又は書面の交付を請求する書面に付された理当が正当な

ものと認められないときは、理事長はこれを拒否すること若 しくは開示する情報

の範囲を限定することができる。

(消滅時の財産の清算)

第68条 管理組合が消滅する場合、その残余財産については、第 10条 (共有持

分)に定める各区分所有者の共用部分の共有持分割合に応じて各区分所有者に帰

属するものとする。

ついて、その返還請求又は分割請求をすることができない。

(管理費等の過不足)

第 64条  収支決算の結果、会計に余剰を生じた場合にlま、その余剰は、翌年度に

おけるそれぞれの費用に充当する。ただし、一般会計に生じた余剰については、

総会の決議により、その一部又は全部を修繕積立金会計に繰り入れることができ

る。

2 会計に不足を生じた場合には、管理組合は区分所有者に対して第 28条 (管理

費等)第 2項に定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を

求めることができる。

(預金口座の開設)

第65条 管理組合は、会計業務を遂行するため、金融機関に管理組合の預貯金目

座を開設するものとする。

(借入れ)

第66条 管理組合は、第 23条 (専有部分の特別管理)第 1項に定める管理組合

が行う専有部分の特別管理 (第一号及び第二号の場合を除く。)及び第 31条 (修

繕積立金)第 1項に定める特別の管理を行うため必要な範囲内において、借入れ

をすることができる。

(帳票類等の作成、保管)

第 67条 理事長は、会計帳簿、仕器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を

作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があった

ときは、これらを関覧させなければならない。この場合において、関覧につき、

相当の日時、場所等を指定することができる。

2 理事長は、第 35条 (業務)第二号の長期修繕計画書、同条第二号の設計図書

及び同条第六号の修繕等の履歴情報を保管し、組合員又は利害関係人の理由を付

した書面による請求があつたときは、これらを開覧させなければならない。この

場合において、開覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

3 理事長は、第 52条 (議事録の作成、保管等)第 3項 (第 56条 (理事会の会

議及び議事)第 3項において準用される場合を含む。)、 本条第 1項及び第 2項並

びに第 76条 (規約原本等)第 2項及び第4項の規定により関覧の対象とされる

管理組合の財務・管理に関する情報については、組合員又は利害関係人の理由を

付した書面による請求に基づき、当該請求をした者が求める情報を記入した書面

を交付することができる。この場合において、理事長は、交付の相手方にその費

用を負担させることができる。

4 前三項において、閥覧又は書面の交付を請求する書面に付された理由が正当な

ものと認められないときは、理事長はこれを拒否すること若しくは開示する情報

の範囲を限定することができる。

(消滅時の財産の清算)

第68条 管理組合が消滅する場合、その残余財産については、第 10条 (共有持

分)に定める各区分所有者の共用部分の共有持分割合に応じて各区分所有者に帰

属するものとする。

(管理費等の過不足)

第62条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度に

おける管理費に充当する。ただし、総会の決議によりその一部または全部を修繕

積立金として積立てることができる。

2 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対し第 26条第 2項に

定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることがで

きる。

(預全口座の開設)

第 63条 管理組合は、会計業務を導行するため、管理組合の預金自座を開設する

ものとする。

(借入れ)

第64条 管理組合は、第29条第 二項に定める業務を行うため必要な範囲内にお

いて、借入れをすることができる。

(帳粟類の作成、保管)

第65条  理事長は、会計帳簿、仕讐備品台帳、組合員名簿およびその他の帳票類

を作成して保管し、組合員または利害関係人の理由を付 した書面による請求があ

つたときな、これらを関党させな1+れ ばならない。この場合において、閲覧につ

き、相当の日時、場所等を指定することができる。

(消滅時の財産の清算〉

第66条 管理組合が消滅する場合、その残余財産については、第 10条に定める

各区分所有者の共用部分の共有持分割合に応じて各区分所右者に帰属するものと

する。

(笹理費等の過不足)

第64条 収支決算の結果、会計に余剰を生じた場合には、その余剰は、翌年度に

おけるそれぞれの費用に充当する。ただし、一般会計に生じた会剰については、

総会の決議により、その一部又は全部を修籍積立金会計に繰り入れることができ

る。

2 会計に不足を生じた場合には、管理組合は区分所有者に対して第 28条 (管理

費等)第 2項に定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を

求めることができる。
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第 3章 雄 則

(義務連反者に対する措置)

第 69条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は

使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をする

おそれがある場合には、区分所有法第 57条 (共同の利益に反する行為の停止等

の請求)から第60条 (占有者に対する引渡し請求)ま での規定に基づき必要な

措置をとることができる。

(理事長の勧告及び指示等)

第 70条 区分所有者若 しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくは

その同居人 (以 下「区分所有者等」という。)が 、法令、規約、使用細則等若しく

は総会の決議に連反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行

為を行つたときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、そ

の是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行 うことができる。

2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若 しく

はその同居人が前項の行為を行つた場合には、その是正等のため必要な措置を講

じなければならない。

3 区分所有者等がこの規約、使用細則等若 しくは総会の決議に違反したとき、又

は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第二者が敷地及び共用部分等におい

て不法行為を行つたときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を謙ずる

ことができる。

一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組

合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること

二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の

請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となる

こと、その他法的措置をとること

4 前項の訴えを提超する場合、理事長は、前項の措置等に要する費用踵びに第 5

1条 (総会の議決事項)第十一号及び第 57条 (理事会の議決事項)第人号に関

する訴訟費用等 (郵便料、手数料、達約金としての弁護士費用、差止めに係る費

用その他実費全額を含む。)を当該区分所有者等に対し、当然に請求することがで

きる。

5 前項に基づき請求した訴訟費用等の諸費用に相当する収Iお金は、第 30条 (管

理費)に定める費用に充当する。

6 理事長は、第 3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告となっ

たときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合

には、第 46条 (総会の招集手続)第 2項及び第 3項の規定を準用する。

(防火管理者)

第 71条 管理組合は、消防法に定める防火管理業務を行 うため、理事会決議によ

り、原則として区分所有者等のうちから防火管理者を選任する。ただし、役員の

互選により選任することを妨げない。

2 第40条 (役員の誠実義務等)の規定は、防火管理者に準用する。

第 8章 雑 則

(義務連反者に対する措置)

第69条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有書な行為その他建物の管理又は

使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をする

おそれがある場合には、区分所有法第 57条 (共 同の利益に反する行為の停止等

の請求)から第60条 (占有者に対する引渡 し請求)ま での規定に基づき必要な

措置をとることができる。

(理事長の勧告及び指示等)

第 70条  区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者着しくは

その同居人 (以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約、使用細則等若しく

は総会の決議に違反 したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行

為を行つたときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、そ

の是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行 うことができる。

2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しく

はその同居人が前項の行為を行つた場合には、その是正等のため必要な措置を講

じなければならない。

3 区分所有者等がこの規約、使用細則等若しくは総会の決議に蓮反したとき、又

は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第二者が敷地及び共用部分等におい

て不法行為を行つたときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずる

ことができる。

一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の講求に関し、管理組

合を代表して、訴訟その他法的措置を進行すること

二 敦地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金

の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告とな

ること、その他法的措置をとること

4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、前項の措置等に要する費用並びに第 5

1条 (総会の議決事項)第十一号及び第 57条 (理事会の議決事項)第人号に関

する訴訟費用等 (郵便料、手数料、連約金としての弁護士費用、差止めに係る費

用その他実費全額を含む。)を 当該区分所有者等に対し、当然に請求することがで

きる。

5 前項に基づき請求した訴訟費用等の諸費用に相当する収納金は、第 30条 (管

理費)に定める費用に充当する。

6 理事長は、第 3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告となつ

たときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合

には、第46条 (総会の招集手続)第 2項及び第 3項の規定を準用する。

第 8章 雑則

(義務連反者に対する措置)

第67条 区分所有者または占有者が建物の保存に有書な行為その他建物の管理ま

たは使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合またはその行為

をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第 60条までの規定に基

づき必要な措置をとることができる。

2 前項および法令、規約または使用細則等の連反者に対し、訴訟等の法的措置に

よることとした場合、その者に対して弁護士費用その他の法的措置に要する費用

について実費相当額を舗求することができる。

(理事長の勧告および指示等)

第68条 区分所有者もしくはその同居人または専有部分の貸与を受けた者もしく

はその同居人 (以下「区分所有者等」という。)力 H、 法令、規約および使用細

則等に遵反したとき、または対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を

行つたときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その

是正等のため必要な勧告または指示もしくは警告を行 うことができる。

2 区分所有者は、その同居人またはその所有する専有部分の貸与を受けた者もし

くはその同居人が前項の行為を行つた場合には、その是正等のため必要な措置

を講じなければならない。

3 区分所有者等が、法令、規約または使用細則等に連反したとき、または区分所

有者等もしくは区分所有者等以外の第三者が敷地および共月部分等において不

法行為を行つたときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずるこ

とヵ予できる。

一 行為の差止め、排除または原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組

合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること

二 敷地および共用部分等について生じた損害賠償金または不当利得による返還金

の請求または受領に関し、区分所有者のために、訴蟄において原告または被告

となること、その他法的措置をとること

4 前項の訴えを撮起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、連約金としての

弁護士費用および差止め等の諸費用を請求することができる。

5 前項に基づき請求した弁護士費用および差止め等の諸費用に相当する収納金

は、第 28条 に定める費用に充当する。

6 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告または被告とな

つたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この

場合には、第44条第 2項および第 3項の規定を準用する。

(防火管理者)

第 71条  管理組合は、消防法に定める防火管理業務を行うため、理事会決議によ

り、原則として区分所有者等のうちから防火管理者を選任する。ただし、役員の

五選により遷任することを妨げない。

2 第40条 (役員の誠実義務等)の規定は、防火管理者に準用する。
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(合意管轄裁判所)

第 72条 この規約に関する管理組合と区分所有者等の間の訴訟等については、本

マンション所在地を管ゴ磨する裁判所をもつて、第一霧管轄裁判所とする。

2 第 51条 (総会の議決事項)第十一号に関する訴訟等及び第57条 (理事会の

議決事項)第人号に関する訴訟等についても、前項と同様とする。

(地方自治体及び近隣住民との協定の連守)

第 73条 区分所有者等は、管理組合が地方自治体又は近隣住民等と締結した協定

について、これを誠実に遵守しなければならない。

(細則)

第 74条 総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等については、

別に細貝Jを 定めることができる。

(規約外事項)

第 75条 規約及び使用細員J等に定めのない事項については、区分所有法その他の

法令の定めるところによる。

2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決

議により定める。

(規約原本等)

第 77条  この規約を証するため、本規約の変更を決議 した平成29年 11月 〇〇

日開催の総会を招集した理事長と総会に出席した2名 の区分所有者力靴 名押印 し

た規約を 1通作成し、これを規約原本とする。

2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求が

あつたときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。

3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、

1通の書面に、現に有効な規ねの内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決

議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名押印した上で、この書

面を保管する。

4 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があつたときは、理事長は、規約

原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した喜

面 (以 下「規約原本等」という。)並びに現に有効な使用細則等の内容を記載した

書面の開覧をさせなければならない。

5 第 2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日時、場所等

を指定することができる。

6 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等及び使用細則等の保管場所を掲示 し

なければならない。

附 則

(規約の発茅J)

第 1条 この規胸は、平成 17年 12月 1日 から効力を発する。

2 この規約は、平成23年 11月 26日 一部改正

(管理組合の成立)

第 2条 管理組合は、最初の住戸の引渡しがあつた時に成立したものとする。

(合意管轄裁判所)

第 72条  この規約に関する管理組合と区分所有者等の間の訴訟等については、本

マンション所在地を管轄する裁判所をもつて、第一審管轄裁判所とする。

2 第 51条 (総会の議決事項)第十一号に関する訴訟等及び第 57条 (理事会の

議決事項)第人号に関する訴訟等についても、前項と同様とする。

(地方自治体及び近隣住民との協定の連守)

第 73条 区分所有者等は、管理組合が地方白治体又は近隣住民等と締結した協定

について、これを誠実に遵守しなければならない。

(細則 )

第 74条 総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等については、

別に細則を定めることができる。

(規約外事項)

第 75条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の

法令の定めるところによる。

2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決

議により定める。

(規約原本等)

第 76条  この規約を証するため、規胸承認時の理事長及び2名 の区分所有者が記

名押印した規約を 1通作成し、これを規約原本とする。

2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による誇求が

あつたときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。

3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、

1通の書面に、現に有効な規約の内容本と、その内容が規約原本及び規約変更を決

議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名押コ した上で、この書

面を保管する。

4 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規約

原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した喜

面 (以 下「規約原本等」という。〉弦びに現に有効な使用細則等の内容を記載した

書面の閲覧をさせなければならない。

5 第 2項及び前項の場合において、理事長は、閲党につき、相当の日時、場所等

を指定することができる。

6 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等及び使用細則等の保管場所を掲示し

なければならない。

附 則

(規約の発鋤)

第 1条 この規約は、平成*年 *月 *日 から効力を発する。

(管理組合の成立)

第 2条 管理組合は、平成*年 *月 *日 に成立したものとする。

(合意管轄裁判所)

第 69条  この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件所在

地を管轄する横浜地方 (簡易)裁判所をもつて、第一警管轄裁判所とする。

2 第 49条第十号に関する訴訟についても、前項と同様とする。

(市および近隣住民との協定の遵守)

第 70条  区分所有者は、管理組合が川崎市または近隣住民と締結した協定につい

て、これを誠実に遵守しなければならない。

(細則 )

第 71条 総会および理事会の運営、会計処理i管理組合への屈出事項等について

は、別に細則を定めることができる。

(規約外事項 )

第 72条 規約および使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他

の法令の定めるところによる。

2 規約および使用細則等または法令のいずれにも定めのない事項については、総

会の決議により定める。

(規約原本等)

第 73条  この規約を証するため、総会の決議を経て理事長が署名押印した規約を

1通作成し、これを規約原本とする。

2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者または利害関係人の書面による請求

があったときは規約原本の関覧をさせなければならない。

3 規約が1見約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、

1通の書面に現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本および規約変更を決

議した総会の議事録の内容と相達ないことを記載 し、署名押印したうえで、この

書面を保管する。

4 区分所有者または利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規

約原本、現約変更を決議 した総会の議事録および現に有効な規約の内容を記載し

た書面 (以下 「規湘原本等」という。)の関覧をさせなければならない。

5 第 2項および前項の場合において、理事長は、関覧につき、相当の日時、場所

等を指定することができる。

6 理事長は、所定の場示場所に、規約原本等の保管場所を掲示しなければならな

い 。

附則

(規約の発効)

第 1条 この規約は、平成 17年 12月 1日 から効力を発する。

2 この規わは、平成 23年 11月 26日 一部改正

(管理組合の成立)

第2条 管理組合は、最初の住戸の引渡しがあつた時に成立したものとする。
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(削除)

(削除)

(削除)

附 則

(規約の発効)

第1条 この規約は、平成30年 11月 10日 から効力を発する。

(容認事項)

第3条 区分所有者は次の事項を容認するものとし、対象物件を第二者に譲渡また

は貸与する場合には、その第二者に対しても各事項を継承するものとする。

一 近隣居住者用に設置する電波障害対策用アンテナ設備の維持管理を管理組合

が行うこと。

二 対象物件周辺 (隣接地を含む。)で、今後建築基準法その他法令の許認可を

得て、中高層建物が建築され、これに伴い日影等環境の変化がある場合がある

こと。

三 対象物件の名称を表示するため、対象物件玄関入口部分外整面の一部に「ラ

イオンズマンション元住吉第 5」 の標繊板等を設置すること。なお、維持管理

については管理組合が行うこと。

四 対象物件周辺道路への車両の連法な駐停車および自転車等の放置はしないこ

と。なお、対象物件への来訪者についても同様とすること。
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別表比較

改定現行

別表第 1.規約の対象となる物件の表示

ライオンズマンション元住吉第5

神奈川県川崎市中原区井田三舞町12番 1、 12番 3、 13番4 (登記簿)

所有権

神奈川県川崎市中原区井田三舞町7番 26号 (住居表示)

鉄筋▼ クリート造、陸屋根、地上5階建

建築面積 381.87r   延べ面積 1,514.80r

60 戸

1,360.36 Hf

1.建物共用部分 (専有部分以外の建物の部分)

ポーチ、エン トランスホール、エ レベーターホール、外廊下、外階

段、管理事務室、電気室、ポンプ室、エ レペーター機械室、バルコエ

ー、ルーフバルコニー、屋上、ゴミ置場、外壁、界壁、床スラプ、基

礎群分、パイプスベース、メーターボックス

2.建物附属設備 (専有部分に属さない建物の附属物で建物に直接附

属する設備)

エレ々ベーター設備、給排永衛生設備、電気・ガス供給設備、訪犯・防

災設備、共同視聴用アンテナ設備、衛星放送受信 (BS)設備、集合

郵便受、案内板、掲示板.電波障害対策用アンテナ設備、防犯カメ

ラ、配線配管 (給水管については、本管から各住戸メーターを含む

部分、雑JF水管および汚水管については、配管継手および立て管)

3.附属施設 (専有部分に属さない建物の附属物で建物に直接附属し

ない施設)

屋外霊主車場、屋外自転車置場、粗大ゴミ置場、専用庭、塀、フェン

ス、値込、水道引込管、ヨF水施設、植栽

4.規約共用部分 (規約により共用部分となる部分)

ゴミ置場、管理用倉庫

敷地に関する権利

戸  数

延べ面積

798.33 言  (登記筆)

住 戸

名   称

所在

面積

所在地

構造・規模

専有部分

共用部分

敦
地

建

物

別表第 1 対象物件の表示 (第 4条 (対象物件の範囲)関係)

ライオンズマンション元住吉第 5

(住居表示)神奈川県川崎市中原区井田三舞町 7-26

(地  番)神奈川県川崎市中原区井田三舞町 12番 1、 12番 3、 13番 4

798.83だ (登記簿 )、 759.01だ (実測)

所有権の共有

鉄筋コンクリー ト造 陸屋根 地上5階建 共同住宅

建築面積 381.87 aF

延べ面積 1, 514.80雷

住 戸 数 60戸

廷べ面積 1, 360.36言

屋外駐車場、屋外自転車置場、粗大ゴミ置場、専用庭、塀、フェンス、植込、水道

引込管、排水施設、植栽

面  積

権利形態

構 造 等

専有部分

名   称

所 在 地

敷  地

建  物

附属施設
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別表第2 専有部分の専用に供される設備の婦属 (第 7条 (専有部分の範囲)第 3項関係)

分界等の帰属

専有部分

専有部分

専有部分

専有部分

専有部分

専有部分

共用部分

共用部分

専有部分

専有部分

専有部分

専有部分

分  界  等

別図第 1(給水管等の分界)に示すとおり、専有部

分毎のメーターボックス内に存する戸別量水器の

二次側配管から専有部分内のその設備の部分まで

(ただし、バルコニー等に存する場合は、その設備

の部分まで)

別国第2(ガス管等の分界)に示すとおり、専有部

分毎のメーターボックス内の存する戸別計量器の

二次イ良l配管から専有部分内のその設備の部分まで

(ただし、バルコニー等に存する場合はその設備の

部分まで)

別図第 3(JF水管等の分界)に示すとおり、専有部

分内のその設備の部分から共用排水管との接続部

分まで (ただし、継手を除く。)

別図第4(電気設備の分界)に示すとおり、専有部

分毎のメーターボックス内に存する戸別電力量計

の二次側配線から専有部分内のその設備の部分ま

で (た だし、バルコニー等に存する場合は、その設

備の部分まで)

区分所有者の専用に供される電源に接続する玄関

灯及びその附属設備

区分所有者の共用に供される電源に接続する玄関

灯及びその附属設備

別図第5(イ ンターネント接続設備の分界)に示す

とおり、躯体の内側から専有部分のその設備まで

専有部分内のその設備の部分から共用に供される

その設備との接続部分まで (ただし、継手を除く。)

専有部分の専用に供される設備

給水設備及び給湯設備

二 専有部分毎の戸別給湯器

三 ガス設備

四 排水設備

五 電気設備

六 玄関灯及びその附属設備

七  室内防犯・防災設備 (オート

ロック式共用玄関扉連動町 ンタ

ーホン、各種センサー、ホームセ

キュリティ機器及びその配管、

酉己線等を含む)

七←2)イ ンターホン及びその

設備

人 インターネット接続設備

九 ダクト及びガラジ

1共用に供される設備と接続

いもの

共用に供される設備と接続

|するもの

別表第 2,敷地および共用部分等の共有持分割合 (分母 136,036)

共用部分

(分子)

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,097

1,737

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,465

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

186,036

敷地および

附属施設

(分子)

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,097

1,737

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,465

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

136,036

ぎ
307弓獲差

308弓堆茎

309弓卜ξ蓋

310号室

3H号室

312号室

313号室

314号室

401号室

402号室

403号室

404弓獲茎

405号室

406号室

407号室

408月催菫

409号室

410号室

411号室

412号室

413号室

501号室

502号室

503弓推茎

504号室

505号室

506号室

507号室

508拝獲五

合計

共用部分

(分子)

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,512

2,097

1,737

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,512

2,097

1,737

2,295

2,295

2,295

敷地および

附属施設

(分子)

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2.512

2,097

1,737

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,512

2,097

1,737

2,295

2,295

2,295

持分割合

住戸番号

101号室

i02号室

103号室

104号室

105号室

106号室

107号室

108号室

109号室

110号室

111号室

201号室

202号室

203弓堆蓋

204捐推二

205号‐室

206月推茎

207堤差茎

208据艇茎

209号室

210号室

211号室

212号室

213号室

214号室

301号室

302弓推室

303弓堆蓋

304号室

305号室

306号室
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別表第 3 共用部分の範囲 (第 8条 (共用部分の範囲)関係 )

ポーチ、エントランスホ‐′ス エレベーターホ‐′k外廊下、外階段、

管理事務室、電気室、ポンプ室、エレペーター私{械室、′ラレコニー、ル

ーフノラレコニー、屋卜、ゴミ置場、外壁、ダ産 、床スラプ、基礎部分、

パイプスペ‐ス、メーターボックス

エレベーター設備、給排水衛生設備、電気・ガス供給設備、訪犯・防災

設備、共同柳聴用アンテナ設備、衛星放送受信 (BS、 110度CS)

設備、集合郵便受、案内板、掲示板、防犯カメラ、配線配管 (給水管に

ついては、本管から各住戸メーターを含む部分、翻 レk管および汚水管

について,よ 配管継手および立て管l

ゴミ置場、管理用倉庫

一 専有部分に属さない建物の

部分 (規約共用部分を除く。)

二 専有部分に属さない建物の

附属物

規約共用部分

使用者

当該住戸の区

分所有者 (貨借

人等も含む)

同 上

当該部分に直

接する住戸の

区分所有者 (賃

借人等も含む)

同 上

条件

無    償

同    上

バ ル ヨニ ー

は 無 償 ル ー

タバ ル コニ

ーは有償

有    償

期間

区分所有権

締 中

同    上

同    上

周    上

用法

通常の玄関扉、窓粋、

窓 ガ ラス と して の用

法

通 常の郵 便 受 と して

の用法

通常 のパル ヨニー、ル

ー フバル コニー と し

ての用滋電 ただ し、建

造 物 等 を帯 築 また は

設置 しないこと。避難

の障 害 とな る もの を

置かないこと

通常の専用庭 として

の用法。ただし、建造

物等を構築または設

置しないこと。避難の

障害となるものを置

かないこと

位 置

各 住 戸 に附 属

す る玄関扉、窓

枠、額ガラス

1 階

各住戸に直接

するバルコニ

ー‐、ルーフバ′I´

104号 室、10S

号室、106号室、

107号 室、 10と

号室、ll)9号室、

110号 宝、 111

号室 に 直接 す

る庭

区分

:孝 用

f丈用部/ガ

玄  関  扉

窓  枠  窓

ガ  ラ  ス

集 合郵 便受

/ラレコニー、

ル ーフノくル コ

専  用  庭

別表第 3.バルコニー等の専用使用部分の表示
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別表第4 数地及び共用部分等の共有持分割合 (第 10条 (共有持分)関係)並びに議決権割合 (第

49条 (議決権)第 1項関係)

鋤

蜘

1こう寸〕 hそ″おi冷

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,097

1,737

2,295

2,295

2,295

2,295

2)295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,465

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

＼
136,036

魏 れ

22.95

22.95

22,95

22.95

22.95

22.95

22.95

22.95

20 97

17.37

22.95

22,95

22.95

22.95

22.95

22.95

22.95

22.95

22.95

22.95

22 95

24.65

22 95

22.95

22.95

22,95

22,95

22.95

22.95

＼

136,036

麟

307号室

308号室

309号室

310号室

311号室

312号室

313号室

314号室

401号室

402号室

403据推彗

404号室

405彊推主

406号室

407号室

408号室

409号室

410号室

411号室

412号室

413号室

501号室

502捐に三

503号室

504号 室

505号室

506号室

507号室

508号室

＼

合 計

タイ
~ノ

A10

A3

A7

A6

A10

A8

A7

A9

C2

B2

A14

A13

A12

All

A3

A7

A6

A10

A8

A7

A9

E

A17

A16

A19

A18

A17

A16

A15

＼

帥

′分同I詭鴎

にう吋〕 に 【vウョF

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,512

2,097

1,737

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,295

2,512

2,097

1,737

2,295

2,295

2,295

麹 HD

22.95

22,95

22.95

22.95

22.95

22,95

22.95

22.95

22.95

22.95

22.95

25.12

20 97

17.37

22.95

22.95

22.95

22.95

22,95

22.95

22.95

22.95

22 95

22.95

22.95

25,12

20.97

17.37

22 95

22.95

22,95

麟

101号室

102号室

103号室

104号室

105号室

106号室

107号室

108号室

109号室

■0号室

111号室

201号室

202号室

203号室

204号室

205号室

206号室

207号室

208号室

209号室

210号室

21と号室

212号室

213号室

214号室

301号室

302号室

303号室

304号茎

305号室

306号室

タイプ

A8

A7

A6

A4

A3

A2

A5

A4

A3

A2

Al

Dl

Cl

Bl

A8

A7

A6

A10

A8

A7

A6

A10

A8

A7

A9

D2

Cl

Bl

A3

A7

A6

別表第4.敷地および共用部分等の第二者の専用使用部分の表示

使 用 者

業務委託を受け

た者

供給事業者

対 象物 件 のた

め、電波障害を

受けている近隣

居住者

株式会社NTT

サービス神奈,II

′
|や東京電カ

管理 組合か ら設

備 設 賢について

契約 を受 けた者

条   件

無   償

同    上

同    上

インターネット

設備設置に関す

る確認書契約善

による

防犯カメラ設備

設建に関する契

約による

期   間

管理委託契約善

による

電力供給事業遂

行期間中

電波障害がある

期間中

インターネット

設備設逆期間中

防犯カメラ設備

設置にP,日 するレ

ンタル契約書に

定める期闘

用  法

通常の管理事務

室、管理用倉庫

としての用法

通常の電気室と

しての用法

通常の受信用ア

ンテすとしての

用法

通 常のイ ンター

ネ ッ ト設備 設 置

場所 と しての用

法

通常の防犯 カ メ

ラ股備 設 置場 所

としての用法

位  置

1  階

1  階

屋   上

エン トラ

ンス壁面

1  階

区分

専用

使用

管理事務室

管理用倉庫

電 気  室

電波障害対策

用アンテナ設

備設唇L部分

インターネッ

ト設備設置部

分

防犯カメラ殻

備設世部分
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別表第5 バルコニー等の専用使用権 (第 14条 (バルコニー等の専用使用権)第 1項関係)

無 償

無 償

有  償

3条 件

無  償

無 債

有  償

無  償

無 債

2 専 用使 用権者

当該専有部分の区分所有者

当該専有部分の区分所有者

当該専有部分の区分所有者

当該専有部分の区分所有者

当該専有部分の区分所有者

当該専有部分の区分所有者

当該専有部分の区分所有者

当該専有部分の区分所有者

1 位 置及 び部 位

各専有部分に附属する玄関扉、玄関

扉枠、窓粋、窓ガラス、面格子、網戸

各専有部分に接するパルコニー及び

各専有部分用空調室外機置場

各専有部分に接するメーターボック

ス、アルコープ及び専有部分毎の表札

1階共用エントランスの集合郵便受

のうち各専有部分毎の郵便受

1階専有部分に接する専用庭

各専有部分に接するルーフバルコエ

ー、テラス

専有部分に接するドライエ ,ア、門

扉、玄関ポーチ

専有部分内に存し、かつ、建物に附属

する防犯・防災設備

区 分

専用

使用部分

玄関扉、玄関扉粋、

窓枠、窓ガラス、面

格子、網戸

バルコ■―、専用空

調室外機置場

メーターボックス、

アルコーブ、表札

郵 便 受

(メールボックス)

専 用 庭

ルーフ′ミルコユー、

テラス

ドライエ リア、門扉、

玄関ポーチ

室内防犯・防災設備
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別図第 1 給水管等の分界 (別表第2 専有部分の専用に供される設備の帰属 第一号関係)

戸BJメーターボックス内

共用部倉の

離 噸
→

響育部分の

設建の構園

駆

パルブ

室

内

給

水

メーター

戸B」蛤潟器
悴

※都道府県等の地方公共団体その他の事業者が水道を供給し、直接各戸へ

論求する場合のメーターは、当該事業者のものとなる。

別園第2 ガス管等の分界 l男ば表第2 専有部分の専用に供される設備の帰属 第二号欄係)

戸別メーターボ ックス内

規 部分の

機撥の崎協
→

等有著♯夕0の

設備の電爾

パルブ

窒

　

　

内

メーター

(戸男1計豊器)

※都市ガス又はプロパンガス等の事業者が供給し、各事業者が直接各戸へ請求

する場合のメーターは、当該事業者のものとなる。

M

共

同

配

管

共

周

配

管
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共

用

配

曽

別図第3 排水管等の分界 (別表第2 専有部分の専用に供される設備の帰属 第四号関係)

当議専な部分の

習ど常の菊田

共用部分の

設備の機麟

室 内 排 水

継

　

手

広 下

天  丼  裏

棒

下 階 室 内

月u図第 3-(B)

関係)

排水管等の分界 (別表第2 専有部分の専用に供される設備の帰属 第四号

※駆体の内側に共用縦管がある場合

継
　
手

室 内 修 水

当敏専布部分の
感

共用部分の

機構の籠鶴

熟  つ  ブ

床

下

共

配

　

　

　

管 体
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別回第4 電気設備の分界 (別表第2 専有部分の専用に供される設備の帰属 第五号関係)

戸B」メーターボックス内

共周部分の

設備の第囲
→

専有言E分の

設備の範囲 盛

分電盤

室

内

設

備
メーター

(戸別電力置計)

体

※ただし、管理組合の共用設備とされたキュービクル等の受変電設備を経由して

供給される場合以外は、戸別メーターは送配電事業者若しくは一緒受電業者等

の事業者のものとなる。

別図第5 インターネット接続設備の分界 (別表第2 尊有部分の専用に供される設備の帰属

第八号関係)

メーターポックス内

住戸Hυ B

室内配線

燃

鰤

蜘

櫛

蜘

M

其

用

配

線

共

用

配

線
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号室

101,10雰 103,104,105,1咀 10■

108,1島、110,111,2儀好205,2嶋

207,208,209,210,211,212,213,

21■ 駅恥 305,306,3眈 303,3鳴

31虫 311,312,313,31■ 403,颯

405,406,407,408,40ヨ 410,411,

4124島 502,503,5皓 鯛 ,鴫

511猛 508

203,303,402

202,302.4111

201,301

501

(円 )

銃 鯰

3,120

2,360

2.850

3,420

3, 350

(円 )

管理費

7,400

5, 600

6. 700

8, 100

7, 900

(.r)

朝 ュ
~床

面積

22. 95

17.37

20。  97

25. 12

24.65

タイプ

Al～A19

BI・ B2

Cl・ C2

Dl・ D2

E

※本表に定める管理費等負担額(月密9は、平成狙年12月 分G羽聰1年■月請求分)より有効とす乱
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男I授氏2 使用料―資

渕鼈 3は小型車専用瞬面

2 ルーフ′ラレコニー使用料

3

(4)

※平成18年 12月 1日より施行

※平成器年11月 26日 改正

※駐輪場許可証鱒 ―ル)と引き換えに徹収するものとします。

月額使用料

10, 000円 /台

重量全高全幅全長腕

屋外平地式

軸

1・ 2・ 3

月額使用料

240円

390円

室器

401号室

501号室

月密懇UB料

360日

360円

360円

360円

360関

360円

860円

390円

鉛

104号室

105号室

106号室

107号室

108号茎

109号堂

110号堂

111号室

使用料

500円 /台

50cc未満のパイク

1,000関 /台

50cc以上のノ`イク

2,000田 /台

形 態

自韓

オート″`イ
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ライオンズマンション元住吉第 5管理組合 建物使用細則

改定案

第 1章 総 則

(趣 旨)

第 1条 この細則は、ライオンズマンション元住吉第 5管理規約 (以下

「規約」という。)第 19条 (使用細則)の規定に基づき、対象物件の

使用に関し、区分所有者及び占有者が遵守すべき事項を定めるものと

する。

(定義)

第 2条  この細員Uにおいて、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。

一 占有者 規約第 2条 (定義)第二号に規定する区分所有者以外の

者で専有部分を占有する者をいう。

二 共用部分等 規約第 2条 (定義)第七号に規定する共用部分及び

附属施設をいう。

三 専用使用権 規約第 2条 (定義)第人号に規定する敷地及び共用

でついて、特定の

東急版標準使用細則

第 1章 総 則

(趣旨)

第 1条  この細貝Uは、OOマ ンション管理規約 (以下「規約」という。)

第 19条 (使用細則)の規定に基づき、対象物件の使用に関し、区分

所有者及び占有者が遵守すべき事項を定めるものとする。

現行

この細ミlは 、「ライオンズマンション元住吉第 5」 管理規約 (以下「規

約」という。)第 18条に基づき対象物件に属する敷地、建物、付属施設

の使用ならびに区分所有者の共同の利益を増進 し良好な住環境を確保す

ることを目的とする。

(専有部分および専用使用部分の使用)

第 2条 区分所有者ならびに占有者 (以下「組合員等」という。)は、専

有部分および専用使用部分の使用にあたり次の行為をしてはならない。

(1)規約に定められた用途以外の用に供すること。

(2)共用部分に影響をおよぼす変更をすること。

(3)他の組合員等に迷惑または危害をおよぼす恐れのある動物を飼

育すること。 (ただし、居室のみで飼育できる小動物は除く。)

(4)発火、引大、爆発等の恐れのある危映物、および悪臭を発する不

潔な物品、劇薬、火薬類の持込、保管、製造すこと。

他の組合員等に迷さをおよぼす雑音、高音を継続的に発するこ

テレピ、ラジオ、ステレオ、ピアノ等の音量を著しくあげること。

専用使用部分の外観、形求を変更すること。ただし、各玄関扉に

補D↓錠の設置を行おうとするときは、あらかじめ、理事長に補助錠

設置申請書を提出することにより、設置できるものとする。

(3)構造体を損傷する恐れのある重量物を持込むこと。

(9)体育用具等重量物を室内で投てき、落下させること。

(10)バルコユー、ルーアバルコニーおよび専用庭等に設置型物置等

これらに類する建造物の構築または設置をすること。

(11)窓、バルコニー等から物を投げ捨てること。

(12)バルコニーおよびルーフバルコニー等に上砂を搬入すること。

また、大量の水を流すこと。

(i3)バルコニーおよびルーフバルコニー等の手すりに寝具、敷物、

洗濯物を予すこと。

(二4)当窓を新設すること。

(15)志ガラス、玄関扉等に文字を書き込むこと。

(16)その他公序良俗に反する行為および他の組合員等に迷惑、危害

をおよばす行為をすること。

６

と

●

０

(競地および共用部分の使用)

第 3条 組合員等は、数地および共用部分を使用するにあたり次の行為

をしてはならなψヽ。

(D 立入り禁上場所および危険な場所へ立入ること。

(2)敷地または建物の外周その他の共用部分、施設に看板、広告、標

議等の工作物の集造、設置をすること。

(30 共用部分を不法に占有したり物品、塵芥等を放置すること。

(4〕 数地内通路での不法駐車ならびに所定の自転草置場外に自転車

(定義)

第 2条 この細則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。

一 占有者 規約第 2条 (定義)第二号に規定する区分所有者以外の

者で専有部分を占有する者をいう。

二 共用部分等 規約第2条 (定義)第七号に規定する共用部分及び

附属施設をいう。

三 専用使用権 規約第2条 (定義)第人号に規定する数地及び共用

つ い ¬r
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利をいう。

四 対象物件 規約第4条 (対象物作の範囲)において規定する別表

第 1(対象物件の表示)1こ記裁された敷地、建物 (専有部分を含tF。 )

及び附属施設をいう。

五 管理組合 規約第 6条 (管理組合)第 1項に規定するライオンズ

マンション元住吉第 5管理組合をいう。

六 バルコニー等 規約第 14条 (バルコユー等の専用使用権)第 1

項において規定する別表第5(バルコニー等の専用使用権)に掲げ

るバルコニー (物千金物を含む。)、 玄関扉、玄関扉枠、メーター

ボンクス、窓枠、窓ガラス、網戸、アルコーブ、円扉、玄関ポーチ、

表札 (ネームプレー トを除く。)、 室内防犯・防災設備 (各種セン

サー・オートロック式共用玄関扉連動型インターホン (住宅情報盤)

及びその配管、配線等を含む。)、 メールボックス、一階専有部分

に接する庭、ルーフノミルコニー及びテラスをいう。

七 バルコユー等の専用使用権者 バルコニー等について専用使用

権を有する区分所有者 (区分所有者の承諸を得て当該専有部分を占

有する者を含む。)をいう。

人 理事長 規約第 38条 (役員)に規定する理事長をいう。

九 総会 規約第45条 (総会)に規定する総会をいう。

十 理事会 規約第 54条 (理事会)に規定する理事会をいう。

(使用糸H則の効力及び遵守義務)

第 3条 この細則は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に姑して

も、その効力を有する。

2 占有者は、区分所有者がこの細則に基づいて負う義務と同一の義務

を負うものとし、同居する者に対してこの細員uに 定める事項を遵守さ

せなければならない。

(対象協件内での共通の禁止行為)

第4条 区分所有者及び占有者は、難象物件内において、次の各号に掲

げる行為をしてはならない。

一 騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為

二 引火、発火及び爆発のおそれのある危険物、並びに不衛生な物の

製造、所持又は持込み

三 廃油、強酸性の溶液及び溶剤等を」F水管に流してする廃棄

四 枯葉、ごみその他の廃棄物の埋却、散布又は焼却

五 建物の構造体に影響を及ぼすおそれのある大型金庫等の重量物の

搬八又は設置

六 暴力団事務所等の名称、活動等に関する事項その他これに類する

事項を記載した文書等の掲示

七 暴力団員 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平

利をいう。

四 対象物件 規約第 4条 (対象物件の範囲)において規定する別表

第 1(対象物件の表示)に記載された数地、建物 (専有部分を含む。)

及び附属施設をいう。

五 管理組合 規約第 6条 (管理組合)第 1項に規定するOOマ ンシ

ョン管理組合をいう。

六 バルコニー等 規約第 14条 (バルコニー等の専用使用権)第 1

項において規定する別表第 5(バルコニー等の専用使用権)に掲げ

るパルコニー (物干金物を含む。)、 玄関扉、玄関扉粋、メーター

ボックス、窓枠、窓ガラス、網戸、アルコープ、門扉、玄関ポーチ、

専用空調室外機置場、 ドライエリア、表札 (ネームプレー トを除

く。)、 室内防犯・防災設備 (各 1重センサー 。オー トロンク式共用

玄関扉連動型インターホン (住宅情報盤)及びその配管、酉こ線等を

含む。)、 メールボックス、一階専有部分に接する庭、ルーフバル

コニー及びテラスをいう。

七 バルコニー等の専用使用権者 バルコニー等について専用使用

権を有する区分所有者 (区分所有者の承諾を得て当該専有部分を占

有する者を含む。)をいう。

人 理事長 規約第38条 (役員)に規定する理事長をいう。

九 総会 規約第45条 (総会)に規定する総会をいう。

十 理学会 規約第54条 (理事会)に規定する理事会をいう。

(使用細則の効力及び遵守義務)

第 3条  この細則は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対して

も、その効力を有する。

2 占有者は、区分所有者がこの細則に基づいて負う義務と同一の義務

を負うものとし、同居する者に対してこの細則に定める事項を遵守さ

せなければならない。

を放置すること。

(5)階段等繁急時の避難用通路となる場所へ私物を放置すること。

(6)廊下、玄関等に大量の水を流すこと。

(7)エン トランスホール、エレベーターホールを子供の遊び場 とする

こと。

(ゴ ミ処理)

第4条 組合員等は、ゴミの区分および収集日等については清掃事務

所等の指示事項に基づき各自協力しなければならない。

(1)台所の残物 (食物、果物類など)、 生花類等の生ゴミは充分水気を切

つて指定の袋に入れ、とモで結んで決められた日時に所定の場所へ出す

こと。

(2)紙 くず、掃除機くず、削りくずなどは指定の袋に入れ、とモで結ん

で出すこと。

(3)古新聞、古雑詰はとモで結んで出すこと。

(4)ガラス類、空ビン、空カン、電球などは指定の容器以外には絶対に

捨てないこと。

(災害防止)

第 5条 組合員等は災害防止のため、平素から備えつけの消火器具、避

難器具の位置、使用方法を熱知すると共に万―の場合は被害を最小

限に止めるよう各自協力しなければならない。

(1)自 然発火、引火爆チるの恐れのあるものは持ち込まないこと。

(2)階段、消防隊専用栓、非常警報設備の付近に物品を放置しないこと。

(3)パルコエーおよびルーフバルコニー等は、廊下と同様に繁急時の避

錐用通路ともなるため物置などは絶対に設置しないこと。

(4)出火発見の場合は、直ちに非常ベルを押すと共に119番へ出火場

所を通報すること。

(5)避難するときは、必ず窓、扉を開めて廷焼を防ぐこと。

(6)万―にそなえて避難方法を調べておくこと。

(対象物件内での共通の禁止行為)

第4条 区分所有者及び占有者は、対象物件内において、次の各号に掲

げる行為をしてはならない。

一 騒音、振動、悪臭及び媒煙等を発生させる行為

二 引火、発火及び爆発のおそれのある危険物、立びに不衛生な物の

製造、所持又は持込み

三 廃油、強酸性の溶液及び溶剤等を排水管に流してする廃葉

四 枯葉、どみその他の廃葉物の埋却、散布又は焼却

五 建物の構造体に影響を及ぼすおそれのある大型金庫等の重量物の

搬八叉は設置

六 暴力団事務所等の名称、活動等に関する事項その他これに類する

事項を記載した文書等の掲示

七 暴力団員 (暴力団員による不当な行ズ
4

に関する法律 (平



成 3年法律第 77号)第 2条第六号に規定する暴力団員をいう。以

下同じ。)又は暴力国の準構成員を居住させ又は反復 して出入 りさ
せること並びにこれらの宿泊施設とすること

人 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑と

なる行為

第 2章 専有部分の使用

(専有部分の貸与に孫る届出)

第 5条 区分所有者は、その専有部分を第二者に貸与する場合には、貸
与の都度、別記様式第 1に よる書面 (規約第20条 (専有部分の貸与
等)第 2項の誓約書、第20条 の2(暴力団員の排除)第 2項及び第
34条 (届 出義務等)第 2項の書面を兼ねる)を管理組合に提出しな
ければならない。

2 区分所有者は、専有部分の貸与を終了するときは、都度、管理組合
に別記様式第 2に よる書面を提出しなければならない。

(資格得喪の届出)

第6条 規約第34条 (届 出義務等)第 1項及び第 2項の書面の様式は、

成 3年法律第 77号)第 2条第六号に規定する暴力団員をいう。以

下同じ。)叉は暴力団の準構成員を居住させ又は反復 して出入 りさ
せること並びにこれらの宿泊施設 とすること

人 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑と

なる行為

第 2章 専有部分の使用

(専有部分の貸与に係る届出)

第 5条 区分所有者は、その専有部分を第二者に貸与する場合には、貸
与の都度、別記様式第 1による書面 (規約第20条 (専有部分の貸与
等)第 2項の誓約書、第20条の2(暴力団員の排除)第 2項及び第
34条 (届 出義務等)第 2項の書面を兼ねる)を管理組合に提出しな
ければならない。

2 区分所有者は、専有部分の貸与を終了するときは、都度、管理組合
に別記様式第 2に よる書面を提出しなければならない。

(資格得喪の届出)

第6条 規約第34条 (届 出義務等)第 1項及び第 2項の書面の様式は、

⑦
　
　
③
　
　
③

ュータン、人工芝等は極力防炎性のものを使用するこ

と。

ガス器具の持ち込みをする場合は、必ずガス会社の点検を受けるこ

と。

防災、防火訓練には極力参加 し、これらの行事に協力すること。

カーテン、ジ

第6条 組合員等は、建物の保全およびマンション内の秩序を維持す
るため、下記事項についてtま事前に管理者の承認を得なければなら
ない。

(1〉 専有部分の改修・改造、皆繕工事をする場合。

(2)電気、ガス、給」F水、通信等の諾設備の新設、増設、除去、変更

をする場合。

(3)大型金庫、ピアノ等の重量物を搬入、据付、移動する場合。
(4)各玄関扉に補助錠を設置する場合

(事前承認ならびに連絡事項)

(注意事項)

第 7条 組合員等は、次の事項について注意協力して共同生活を行わな
ければならない。

(1)各戸においては必ず施釘fま たはドアチェーンを装着し、防犯に留意
すること。

(2)各戸前廊下の清潔保持については、各自協力して行うこと。 (特 に

雌前の空容器は室内に置くこと,)

(3)木造家屋にくらべて気密性が非常に高く造られているので結露し

やすいため、室内の換気には充分注董すること。

(4)エ レベーターは、自動運転となっているため、過重の場合はブザー

が鳴るので無理な乗り込みは避けること。また、異状の場合は機内に

備えつけのインターホンで連絡しその指示に従うこと。

(5)重量物や容積の大きな物品をエレベーターを使用し搬入、搬出する

場合は、あらかじめ管理員に申し出てその指示に従うこと。

(6)幼児がエレベーターを使用する場合は、必ず保護者が付きそうこ

とぅ

(7)エ レベーター内での喫煙は、絶対にしないこと。

(3)バルコニーおょびルーフバルコニー等の排水日にゴミが溜まると、
強4雨時に雨水管が詰まり専有部分へ浸水して損害を招く原因となる
ことがあるため各自が随時清掃すること。

(9)キ ッチン、洗画室、 トイレ等のィ金水には充分注意すること。

(10)ト イレは、水溶性以外の紙を使用しないこと。また、紙オムツ、
オンメ、下着、街生用品などは絶対に流さないこと。

(11)外階段は、出来るだけ騒音¢発生しないように使用すること。
(12)駐車場における自動車の損傷、盗難については各自注意すること。

第 8条 組合員等は次の事項について遵守しなければならない。
(1)盗難防止および共用施設保持のため不審な人を見かけたときは声

(その他の事項)

42



別記様式第 3に掲げるとおりとする。

(通知を受けるべき場所の届出)

第 7条 規約第47条 (総会の招集手続)第 2項の通知を受けるべき場

所の設定、変更又は廃上の届出は、管理組合に別記様式第4に よる書

面を提出してしなければならない。

(入居の届出等)

第8条 区分所有者又は占有者が新たに入居したときは、速やかにその

旨を別記様式第 5に よる書面により管理組合に届け出なければならな

い。届出事項に変更があつたときも、同様とする。

2 理事長は、前三条及び第 1項の書面に基づき、規約第67条 (帳票

類等の作成、保管)の組合員名簿を作成する。

第 9条 管理組合が規約第35条 (業務)第十六号のホームセキュリテ

ィ業務を行うため、新たに区分所有者及び占有者となった者は、直ち

に管理組合へ規約第 34条 (届 出義務等)第 3項により、次に掲げる

書面を提出しなければならない。

一 緊急連絡先届 (別記様式第7)

2 区分所有者及び占有者は、前項に掲げる書面の届出内容に変更等が

生じたときイま、直ちに管理組合へ、前項に掲げる書面によりその変更

等を届け出るものとする。

第 3章 敷地及び共用部分等の使用

(敷地及び共用部分等でのその他の禁止行為)

第 10条 区分所有者及ぴ占有者は、敷地及び共用部分等において、次

の各号に掲げる行為をしてはならない。

一 建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又

別記様式第 3に掲げるとおりとする。

(通知を受けるべき場所の届出)

第 7条 規約第47条 (総会の招集手続)第 2項の通知を受けるべき場

所の設定、変更又は廃上の届出は、管理組合に別記様式第4による書

面を提出してしなければならない。

(入居の届出等)

第 8条 区分所有者又は占有者が新たに入居したときは、速やかにその

旨を別記様式第 5による書面により管理組合に届け出なければならな

い。届出事項に変更があつたときも、同様とする。

2 理事長は、前三条及び第 1項の書面に基づき、規約第67条 (帳票

類等の作成、保管)の組合員名簿を作成する。

第9条 管理組合が規約第35条 (業務)第十六号のホームセキュ,テ

ィ業務を行うため、新たに区分所有者及び占有者となつた者は、直ち

に管理組合へ、その専有部分の玄関鏑を引き渡すとともに、規約第 3

4条 (届 出義務等)第 3項により、次の各号の書面を提出しなければ

ならない。

一 玄関鍵引渡書 (別記様式第6)

二 緊急連絡先届 (別記様式第7)

2 区分所有者及び占有者は、当該専有部分の玄関鍵又は前項各号に掲

げる書面の届出内容に変更等が生じたときは、直ちに管理組合へ、変

更した玄関鍵を引き渡し、又は前項各号に掲げる書面によりその変更

等を届け出るものとする。

3 管理組合は、前二項による玄関鍵の引渡しを受けた場合には、速や

かに玄関鍵預り書 (別記様式第3)を 当該区分所有者又は占有者に発

行するものとする。

第 3章 敷地及び共用部分等の使用

をかけるか、管理員に連絡すること。

(2)来訪者には、インターホンまたはドアチェーンをかけて応対するこ

と。

(3)管理員に私的雑用を依頼しないこと。

(4)組合員等を訪問した来客が廊下、ホール等の共用部分または備品を

破損した場合は、その組合員等が賠償すること。

(5)火災報知器、防犯設備等の防災殺備を非常時以外に使用しないこ

と。

(6)他の組合員等および近隣住民への注意、批判などは、管理者に申し

出てその指示に従うこと。

細則の改廃等)

第 9条 本建物使用細貝」の改廃は、規約第49条によるものとする。

附則

第 1条 規約ならびにこの細則に定めのない事項は総会の決議によるも

のとする。

第 2条  この細則は、平成 17年 12月 1日 から効力を発する。

(敷地及び共用部分等でのその他の禁止行為)

第 10条 区分所有者及び占有者は、敷地及び共用部分等において、次

の各号に掲げる行為をしてはならない。

一 建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、
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は改造

二 家屋、倉庫、物置その他の工作物の設置又は集造

三 広告物の掲示又は設置その他の建物の外観の変更を伴う使用

四 専用使用権のない庭、廊下、階段その他の敷地及び共用部分等へ

の物品の設置若しくは放置又はその占拠その他の排他的な使用

五 所定の駐車場及び自転車置場以外の場所への駐車又は駐輪

六 喫煙及び飲食 (専用使用部分を除く。)

七 動物への餌付け

人 その他敷地及び共用部分等の通常の用法以外の使用

(バルコニー等の道正な管理)

第 11条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー等の価値及び機

能の維持増進を図るため、その責任と負担において次の各号に掲げる

パルコニー等の保存行為を適正に行わなければならない。

― 県守維持

二 経常的な補修

三 清掃、消毒及びごみ処理

四 その他バルコニー等の通常の使用に伴うもの

(バルコニー、ルーフバルコ‐―、専用庭及びテラスでの禁止行為)

第 12条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー、ルーフバルコ

ニー、専用庭及びテラスにおいて、次の各号に掲げる行為をしてはな

らない。

一 煉瓦、モルタル、コンクリー ト及び多量の上砂による花壇等 (芝

生を含む。)の設置又は造成

二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施

設その他の工作物の設置又は集造

三 看板、アンテナ (BS・ CS用、アマチュア無線その他のアンテ

ナを含む)、 音響機器及び照明機器等の設置

四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置

五 落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け

六 多量の徹水

七 既設の物千金物の設置場所以外に、洗選物・布団等を干す行為 (

ただし、落下のおそれがなく、美観が維持できる場合で、且つ、緊

急避難の妨げとならない場合を除く。)

人 その他バルコニー、ルーフバルコニー、専用庭及びテラスの通常

の用法以外の使用

は改造

二 家屋、倉庫、物置その他の工作物の設置又は築造

三 広告物の掲示又は設置その他の建物の外観の変更を伴う使用

四 専用使用権のない庭、廊下、階段その他の敷地及び共用部分等へ

の物品の設置若しくは放置又はその占拠その他の排他的な使用

五 所定の駐車場及び自転車置場メ外の場所への駐車又は駐輪

六 喫煙及び飲食 (専用使用部分を除く。〉

七 動物への餌付け

人 その他敷地及び共用部分等の通常の用法以外の使用

(バルコニー等の適正な管理)

第 11条 バルコニー等の専用使用権者は、パルコニー等の価値及び機

能の維持増進を図るため、その責任と負担において次の各号に掲げる

バルコニー等の保存行為を適正に行わなければならない。

一 保守維持

二 経常的な補修

三 清掃、消毒及びごみ処理

四 その他バルコニー等の通常の使用に伴うもの

(バルコニー、ルーフバルコニー、専用庭及びテラスでの禁上行為)

第 12条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー、ルーフバルコ

ニー、専用庭及びテラスにおいて、次の各号に掲げる行為をしてはな

らない。

一 煉瓦、そルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等 (芝

生を含む。)の設置又は造成

二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビユールハウス、縁イえll、 遊戯施

設その他の工作物の設置又は集造

三 看板、アンテナ (BS・ CS用、アマチュア無線その他のアンテ

ナを含む)、 音響機器及び照明機器等の設置

四 緊急避難の妨げとなる修品の設置又は放置

互 落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け

六 多量の撒水

七 既設の物干金物の設置場所以外に、洗濯物・布団等を千す行為 (

ただし、落下のおそれがなく、美観が維持できる場合で、旦つ、緊

急選難の妨げとならない場合を除く。)

人 その他バルコニー、ルーフバルコニー、専用庭及びテラスの通常

の用法以外の使用

【童量物等の搬出入に関する届出を規定する場合の記載】

(重量物等の搬出入に関する届出)

第O条 区分所有者及び占有者は、重量物又は多量の物品等の殻出入に

より、他の区分所有者又は占有者のエレベーター設備若しくは玄関ホ

ール等の共用部分等又は敷地の使用に影響を及ぼすおそれがあるとき

は、あらかじめ別記様式第Oに よる書面を管理組合に届け出なければ

ならない。ただし、建物の構造体に影響を及ぼすおそれのある重量物

及び他の
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(原状回復義務等)

第 13条 バルコニー等の使用により配線、配管、フェンスその他の共

用部分等を毀損し、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行

為を行つたときは、当該バルコユー等の専用使用権者又は占有者 (以

下この条において「義務者」という。)がその責任と負担において原

状回復及びこれにより発生した損害を賠償しなければならない。

2 義務者が第 10条から第 12条及び前項の義務を履行しない場合又

は履行しても十分でない場合において、本項から第 5項までに規定す

る措置以外の方法によつてその履行を確保することが困難であり、か

つ、その不履行又は不完全な履行を放置することによって区分所有者

の共同の利益を著しく害することが明らかであるときは、管理組合は、

自ら原状回復その他の必要な措置を講じ、又は第二者をしてこれを講

じさせ、その費用を義務者から徴収することができる。

3 前項の規定による措置をするには、相当の履行期限を定め、その期

限までに履行がなされないときは、当該措置をなすべき旨を示して、

あらかじめ義務者に通知を発しなければならない。

4 義務者が前項の期限までにその義務を履行しないときは、理事長は、

総会の決議を経て、当該措置をする時期及び章該措置に要する費用の

概算による見積額を示して、義務者に通知を発するものとする。

5 規約第46条 (総会の招集手続)第 2項及び第 3項の規定は、前二

項の通知に準用する。

第4章 その他の共通の利用調整等

(ごみ処理)

第 14条 区分所有者及び占有者は、対象物件内において、次の各号に

掲げる事項を遵守しなければならない。

一 ゴミ収集を管轄する地方公共団体及び収集業者等の指定する方法

に従つてゴミ出しをすること。なお、法令上の規定がある場合はそ

れに従うこと。

ニ ゴミ集驀Ч所は、原則として指定された時間帯以外は使用しないこ

と。

三 地方公共団体等の推奨する又は指定するツサイクル事業に協力す

ること。

入することはできない。

2 理事長は前項の届出があつた場合は、掲示等によりその内容をマン

ション内に周知するものとする。

(原状回復義務等)

第 13条 バルコニー等の使用により配線、配管、フェンスその他の共

用部分等を毀損し、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行

為を行つたときは、当該バルコニー等の専用使用権者又は占有者 (以

下この条において「義務者」という。)お そ`の責任と負担において原

状回復及びこれにより発生した損害を賠償 しなければならない。

2 義務者が第 10条から第 12粂及び前項の義務を履行しない場合又

は履行しても十分でない場合において、本項から第 5項までに規定す

る措置双外の方法によつてその履行を確保することが困難であり、か

つ、その不履行又は不完全な履行を放置することによつて区分所有者

の共同の利益を著しく害することが明らかであるときは、管理組合は、

自ら原状回復その他の必要な措置を講じ、又は第二者をしてこれを講

じさせ、その費用を義務者から徴収することができる。

3 前項の規定による措置をするには、相当の履行期限を定め、その期

限までに履行がなされないときは、当該措置をなすべき旨を示して、

あらかじめ義務者に通知を発しなければならない。

4 義務者が前項の期限までにその義務を履行しないときは、理事長は、

総会の決議を経て、当該措置をする時期及び当該措置に要する費用の

概算による見積額を示して、義務者に通知を発するものとする。

5 規約第46条 (総会の招集手続)第 2項及び第 3項の規定は、前二

項の通知に準用する。

第4章 その他の共通の利用調整等

(ごみ処理l

第 14条 区分所有者及び占有者は、対象物件内において、次の各号に

掲げる事項を遵守しなければならない。

一 ゴミ収集を管轄する地方公共団体及び収集業者等の指定する方法

に従つてゴミ出しをすること。なお、法令上の規定がある場合はそ

れに従うこと。

ニ ゴミ集積所は、原則として指定された時間帯以外は使用しないこ

と。

三 地方公共団体等の推奨する又は指定するノサイクル事業に協力す

ること。

【ディスポーザー設置物件の場合の言己載】

四 台所の残物 (食物、果物類等)、 生花類等の生ゴミの処理について

は、ディスポーザーを使用すること。なお、使用にあたつては、取

扱説明書の注意事項等を遵守すること。
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(メ ールボックスの使用)

第 15条 区分所有者及び占有者は、メールボックスを使用するときは、
次の事項を遵守 しなければならない。

一 メールボックスには常に鍵をかけ、自己の責任において管理する
こと。

二 長期不在の場合等、郵便物や新聞等が浴れないように留意するこ

と。

(宅配ボックスの使用)

第 16条 区分所有者及び占有者は、宅配ボックスを使用するときは、

次の各号に掲げるものを保管してはならない。

一 ボックスの規格以外の物

二 動値物

三 引火・発火及び爆発のおそれのある危険物、又は不衛生な物

四 現金、有価証券類及び宝石・資金属類等高価な物

五 犯罪の用に供されるおそれのある物、その他公序良俗に反する物
六 生鮮食品、その他変質・腐敗しやすい物

七 宅配ボックスを汚損又は破損させるおそれのある物その他、保管
に適さないと認められるもの

2 保管物が前項に該当する疑いのある場合又は長時間にわたり保管物
の引取りがない場合には、管理組合は宅配ボックスを開扉のうえ、実

情に応じた処置をとることができる。居住者は正当な理由の有無にか

かわらず、これに異議を申し立ててはならない。

3 宅配ボックス内の保管物が盗難、破損等の損害を受けても、管理組

合はその責任を負わないものとする。

第 5章 雑 則

(専有部分の修繕等)

第 17条 規約第 17条 (専有部分の修繕等)第 1項及び第 2項に基づ
く専有部分の修繕等の申請書の様式は、別記様式第 9に掲げるとおり
とする。

2 理学会は、規約第 17条第 1項の規定により申請された専有部分の
修繕等について、規約第 17条第 3項の規定に基づき承認することが
でき

(メ ータレボックスの使用)

第 15条 区分所有者及び占有者は、メールボックスを使用するときは、
次の事項を遵守 しなければならなし、
一 メールボックスには常に鍵をかけ、自己の責任において管理する

こと。

二 長期不在の場合等、郵便物や新聞等が詮れないように留意するこ

と。

【宅配ボックス岳受置物件の場合の記載】

(宅配ボックスの使用)

第○条 区分所有者及び占有者は、宅配ボックスを使用するときは、次
の各号に掲げるものを保管してはならない。

― ボックスの規格以外の物

二 動植物

三 引火・発火及び爆発のおそれのある危険物、又は不衛生な物

四 現金、有価証券類及び宝石・資金属類等高価な物

五 犯罪の用に供されるおそれのある物、その他公序良俗に反する物

六 生鮮食品、その他変質・腐敗しやすい物

七 宅配ボックスを汚損又は破損させるおそれのある物その他、保管

に適さないと認められるもの

【保管期間を管理できる機種の場合の記載】

2 保管物が前項に該当する疑いのある場合又は48時間以上保管物の

引取りがない場合には、管理組合は宅配ボックスを開扉のうえ、実情

に応じた処置をとることができる。居住者は正当な理由の有無にかか

わらず、これに異議を申し立ててはならない。

【保管期間を管理できない機種の場合の記載】

2 保管物が前項に該当する疑いのある場合又は長時間にわたり保管物
の引駁りがない場合には、管理組合は宅配ボックスを開扉のうえ、実

情に応じた処置をとることができる。居住者は正当な理由の有無にか

かわらず、これに異議を申じ立ててはならない。

3 宅配ボックス内の保管物が盗難、破損等の損害を受けても、管理組

合はその責任を負わないものとするc

第 5章 雑 則

(専有部分の修繕等)

第 16条 規約第17条 (専有部分の修繕等)第 1項及び第 2項に基づ
く専有部分の修繕等の申講書の様式は、別記様式第9に掲げるとおり
とする。

2 理事会は、規約第 17条第 1項の規定により申請された専有部分の
修繕等について、規約第 17条第 3項の規定に基づき承認することが
できる
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有部分の修繕等は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合におい
て、理事長は、共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれが少
ないと認められる場合に限り、承認することができる。
一 住宅設備機器 (システムキッチン、給湯器、便器、洗面台、洗濯

バン等)の修繕及び取替え (既存機器や給排水管の移設を伴う工
事及びガス・電気の契約容量の増力Πを伴う工事等を除く)

二 内装仕上げ材の張誉え (床材においては、送音等級 L-45～
L-55の 材質を使用するものとする)

三 電話回線の増設

四 その他共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれが少ない
と認められるもの

4 前三項及び次項の規定は、区分所有者が規約第 7条 (専有部分の範
囲)第 3項に基づく規約別表第2(専有部分の専用に供される設備の
帰属)に掲げる設備等のうち、共用部分とされた設備及び配線、配管
等について、移設、変更その他の修繕等を行おうとする場合、規約第
22条 (敷地及び共用部分等の管理)第 3項に基づき敷地及び共用部
分等の保存行為を行おうとする場合並びに規約第24条 (窓ガラス等
の改良)第 2項に基づき工事を行おうとする場合に準用する。ただし、
規約第22条第 3項並びに規約第24条第 2項に基づく申請書の様式
は、別記様式第 10に掲げるとおりとする。

5 専有部分の修繕等の承認を受けた区分所有者は、専有部分の修繕等
を行う5日 前までに、掲示等により工事″H容、ェ事期間、施工業者及
びその連絡先をマンション内に周知しなければならない。

6 規約第26条 (事故等の調査)第 5項に規定する原因箇所の補修及

ごξttg憲劣2ち侯好憲f届露繋??筆 く憂∫装を屋k暴殺厭祭莫齢
六項に定める専有部分の修繕等に関する規定を適用しない。この場合
において、規約第26条第5項に規定する「その事故等の原因箇所の
管理をすべき者」は、あらかじめ、工事内容、工事期間、施工業者及
びその連絡先を理事長に通知するとともに、掲示等によリマンション
内に周知しなければならない。

3 より理事長が承認することができる専
規約第 17条第4項の規定に

(癌 出書類等〉

第
き畳倉簿露感曇鐙逃霧;藝

力
i鳥霊違套鍵ご耳を農奪!こ綴雫:房憂1」母

場躍tとF読豪聾tた捨脆鉱畠F穣暮寧憲屯獄ご写gFそ
の他の保管

2て

霊墓写管
g響

緊急警習|た
届出書類は、理事長が理事会の決議を経

3象

栃雇晟馨通密を謝:§鐘嘉誓条露蜜ε事憲どζ:塗送権占祭垣基ォ
ために必要とするときその他法令の定めによるときは、この限りでな

有部分の修繕等は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合におい
て、理事長は、共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれが少
ないと認められる場合に限り、承認することができる。
一 住宅設備機器 (システムキッチン、給湯器、便器、洗面台、洗濯

パン等)の修繕及び取替え (既存機器や給排水管の移設を伴う工
事及びガス・電気の契約容量の増カロを伴う工事等を除く)

二 内装仕上げ材の張替え (床材においては、カーペットからフロー

'ン
グ等形質変更を伴うものを除く)

三 電話回線の増設

四 その他共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれが少ない
と認められるもの

4 理事長は、前二項による承認又は不承認の決定をした場合には、速
や力引こ別記様式第 9の承認・不承認欄にその旨を記載し、専有部分の
修繕等を申請した区分所有者に通知しなければならない。

5 前四項及び次項の規定は、区分所有者が規約第 7条 (専有部分の範
囲)第 3項に基づく規約別表第2(専有部分の専用に供される設備の
帰属)に掲げる設備等のうち、共用部分とされた設備及び配線、配管
等について、移設、変更その他の修繕等を行おうとする場合、規約第
22条 (敷地及び共用部分等の管理)第 3項に基づき敷地及び共用部
分等の保存行為を行おうとする場合並びに規約第 24条 (窓ガラス等
の改良)第 2項に基づきェ事を行おうとする場合に準用する。ただし、
規約第22条第3項並びに規約第24条第 2項に基づく申請書の様式
は、別記様式第10に掲げるとおりとする。

6 専有部分の修繕等の承認を受けた区分所有者は、専有部分の修繕等
を行う5日前までに、掲示等により工事内容、工事期間、施工業者及
びその連絡先をマンション内に周知しなければならない。

7 規約第26条 (事故等の調査)第 5項に規定する原因箇所の補修及
び損害の賠償のために行う専有部分の修繕等で、かつ、原状回復を限
度とするものについては、規約第 17条 (第 9項を除く)及び本条前
六項に定める専有部分の修繕等に関する規定を適用しない。この場合
において、規約第26条第5項に規定する「その事故等の原因衝所の
管理をすべき者」は、ゎらかじめ、ェ事内容、工事期間、施工業者及
びその連絡先を理事長に通知するとともに、掲示等によリマンション
内に周知しなければならない。

より理事長が承認することができる専
3 規約第 17条第4項の規定に

(届出書類等)

第 17条 理事長は、第5条から第 9条及び第 16条に掲げる書面 (組
合員名簿及び玄関鍵預り書 (別記様式第8)を除く。以下この条にお
いて「届出書類」という。)を管理事務室、管理用倉庫その他の保管
場所に、別表第 1に掲げる期間、保管するものとする。

2 前項の保管期間を経過した届出書類は、理事長が理事会の決議を経
て廃棄することができる。

3 理事長は、みだりに届出書類を閥覧させてはならない。ただし、対
象物件の管理のために管理組合が必要とするとき、捜査機関が捜査の
ために必要とするときその他法令の定めによるときは、この限りでな
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において規定する別記様式その他の書面については、規約

第 36条 (業務の委託等)に基づき、管理組合が業務を委託するマン
ション管理業者が指定する様式をもつて、これに代えることができる
ものとする。

4 この細則

(事務の委託)

第 19条 理事長は、こあ細則に定める事務の全部又は一部を、第二者
に委託することができる。

(紛争解決等の責任)

第 20条 対象物件の使用に関し、他の区分所有者又は占有者との間に

紛争が生じたときは、区分所有者及び占有者は、誠実にその紛争の解

決又は処理に当たらなければならない。

2 前項に規定する場合において、紛争の当事者は、理事会に対して意

見を求めることができる。

(細則外事項)

第 21条 この細則に定めのない事項については、規約及び総会の決議

で定められたところによる。

(細則の改廃)

第22条 この細則の変更又は廃止は、総会の決議を経なければならな
い。ただし、この細則の変更が規約の変更を必要とする事項であると

きは、規約の変更を経なければ、することができない。

この細則において規定する別記様式その他の書面については、規約
第 36条 (業務の委託等)に基づき、管理組合が業務を委託するマン
ション管理業者が指定する様式をもつて、これに代えることができる
ものとする。

4

(事務の委託)

第 18条 理事長は、この細則に定める事務の全部又は一部を、第二者
に委託することができる。

(紛争解決等の責任)

第 19条 対象物件の使用に関し、他の区分所有者又は占有者との間に

紛争が生じたときは、区分所有者及び占有者は、誠実にその紛争の解

決又は処理に当たらなければならない。

2 前項に規定する場合において、紛争の当事者は、理事会に対して意

見を求めることができる。

(細則外事項 )

第 20条  この細則に定めのない事項については、規約及び総会の決議

で定められたところによる。

(糸電則の改廃)

第21条 この細則の変更又は廃止は、総会の決議を経なければならな
い。ただし、この細則の変更が規約の変更を必要とする事項であると

きは、規約の変更を経なければ、することができない。

(細則原本等)

第22条 この細則を証するため、理事長及び2名の区分所有者が記名
押印した細則を1通作成し、これを細則原本とする。

2 細則原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面に
よる請求があったときは、これを閲覧させなければならない。

3 細則が細則原本の内容から総会決議により変更されているときは、
理事長は、 1通の書面に、現に有効な細則の内容と、その内容が細則
原本及び細則変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記
載し、署名押印した上で、この書面を保管する。

4 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事
長は、細則原本、細貝U変更を決議した総会の議事録及び現に有効な使
用細則等の内容を記載した書面 (以下「細則原本等」という。)の関
覧をさせなければならない。

5 第 2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日
時、場所等を指定することができる。

6 理事長は、所定の掲示場所に、細則原本等の保管場所を掲示しなけ
ればならない。
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附 則

第 1条 本細則は管理規約施行の日より施行する。

(細貝llの発メ勃)

附 則

第 1条  この細則は、〇年Ott o日 から効力を発する。

(細則の発効)
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各種様式については、改定様式のみ記載する。

別褒第 1 屋出書類等の保管鶏間について (使用細則第 18条第 1項関係)

届出書類等の保管期間について

使用細則第 18条第 1項の規定に基づき、届出書類韓の保管力l間 を次のとお り定める.

文 書 名 称 保 管 期 間 備   考

第二着貧与に出Sする届Al 第二を41与終 rまで
使用細輿1第 5条 (専な部分の貸与に係る届出)

第1項関係

第二若貸与終 rに l蠅する癖出 逃芸後 1年
使テll細則第5条 (尊有部分の貸与に係る周出)

第2壊関係

組合員(区分所古者)変更届
糸社′倉武資格襲失後

1年
使用細貴ll第 も条 (資格得喪の用銀)関係

通如受顔場所届
通知受領場所の変更

又は廃止まで

使用細則第 7条 (通節を受けるべきナ競所の層鶴)

関係

入岩届 退去まで 使用細測第 3条 (入をの屈訥等)第 1項 B毬係

緊急連絡先痛
線命風Xは 占布者

資務褒失後1年

使用細欝
'第

9条 (ホームセキュ,テ ィ業務に関

する届出蔚頬等)痛 ll頂第壮号関係

率有部分の修繕等に瞬する

承認申舗轡
屈鶴後 10年

使用細則第17条 (専布部分の修繕等)第 1項

関係

敷地及び共用部分等の保存行

為・窓ガンス等の改良に関す

るアネ搬申請書

届出後 10年
使用細則第 17条 (専有部分の修繕等)第 5項

関係

０
い



別記様式第1 第二者賞与に関する届出 (使用細則第5条 第1票関係)

N(、

年  チl  ロ
ライオンズマツション光11:昔第 5管理組合 宛

管謝受議会社 宛
フリカ・ナ

(痛出席)氏 班
EI〕

第三者賞与に関する居出

撃4部分を上韓与することにしましたので、攣理規約第 20条 (専布部分の貸与等)第 2

項及び第 20条の 2(暴力 lヽ韓士ミ♂〕排除)並びに使用細員J第 5条 (暮有部分の貸与に係る用

鵬)第 1項の規定に基づき次のとおり届け射ヽます。

なお、貸与
`″

〉オロ手方が暴力翻愛であることが判明したJ湯合には、本貸与にかかわる契約

について、1守 理組合が私に代理して解約権を行使することを脳めます。

浜魁 ‖1に よ り取緯 した 停ltt t″ 子譲は、 敷
'電

、美州 部 分 等 ア,4T tt ψ て′くに 埓を約 k tt継 金の 決議 等 に 熟 づ く管理 索1令
で
'う

業務 1こ 使 用 します 。

メ上

貸与往声番を 黎
'定

貸与者の

ハ居予定爾 年   月   瀾

(フ ジガサ )

紋貸サィ考氏名
T tt L

届出者とr′)関係

(0印で囲む)
it賃織人  2.使 用人  3.そ の他 ( )

被 誓

代約

与:事

者 頚

私は当該____号 室の貸与を受けるにあたり、規約 `使用細惧ll等並びに総会の決

議を選守することを驚約します。

また、森力回、暴力劇関係企業若とィくはこ瀬′ら1と拳ずる団体スはその構成員で,ま な

いこと及び将来にわたりこれらにならないことを確約します。

年  月  H

(使用者)氏鶏 l有ユ

厳分所ノ有
・
者の

連絡 (転 脇)先

T

(往  所)

(電話番号)

ｒ
崎



別記様式常ク ,終了 る屈出 ( 3朱 2

懸亀霊髭蚕垂

ン

ぇ

ョン光住古第 5管 ,r・誅n今 宛
年  月  日

アプカ
ヤ
ナ

(癌 出を)氏 左

印

第二者賞与終了に関する燿出

使用細民ll第 5条 (尊右都分の貸与に係る濡出)第 2項の規定に基づき、第二警への貸与終了につ
いて次のとおり屈け出ます。

※ 層 職 に よ り取 得 した樹 人摘 機は 、数 地 、 ,こ 用 翻l分 鱒 の 瞥逮 並 モ声k牽と約 又 1■ 織 会 め 淡 離 、常 に基 お く
鸞 熱組 合 の業 務 に撲 用 しま十守

以上

賛与住μ番号 暑 室
較貧与子の

退去予定H 年   月   飼

(フ リガリ)

被貸与社氏名

選歯後の

連耳寄先

T

(柱 所)

trEI.〉

榊
崎



別縄様式第3 組合員 (区分所奮者)変更届 (使用細則第 6祭 関係)

卜路l

ライオンズマンションえ柱奮第 5筆理組合 宛

管理壁託会社 宛

年  月  日

タリカ'す

(llJ組合負)氏 狂 印

クリカ
い
す

(新組合員)氏

組合員 (区分所宥者〉変更届

F獨

無理規約第 34条 (届酪基務等)のナ見定に基づき、ライオンズマンション元住士第 5管理組合の組合

,1資格 (区分所有権)の取得及び褒失1こついて、次のとおり届け!硝 ま1ヽ

また、答襲規約第 34条 (用出義務等)第 2項の規定に基ツづき、新漏と合員は暴力岡、暴力回3母係企業

若しくはこれらに摯ずる団体叉はその樅成員ではないこと及び将来にわたりこれらにならないことを

確約します。

※ 瑶 |‖ に よ り敢 得 とた 鶴 入1'1`f縦 憶 ,敏地 、 決 加猟 分攀 の 督襲 逆 び 任般 約 又
`｀

k機 会の 決赦 等 に 藩 ン)く

管 理 学■合の 業 務 r撲
'1し

ます r

以 上

住ガ番号 妙鐘
組合員

変X年月掛 年    月  口

新組合員

人l言¬・ 予定B

ぷ入幡 1´ ないちけ今誡無舘入
年  月  日

管理費等負れ変更月

(新組合機魚猟開,台

月)

年  月分より

瀬11合員の変挺理由

(O印で囲む)

1.宛猟 2.鮒与 3.競死 4.相続 5,その他 ( )

新組今」との

連絡先等

T

(住  樹)

(電奮置番号)

1掛 組合員の

紙鵬牌

T

鶴   所)

(電話希号)

い
い



則紀棒鷲締4 通畑 員領場所届 (使用 フ魚関係)

聴

ライオンズマンション元住吉第 5笹曇組合 宛
舒理長監会社 典

年  チl  田

フリカ
tナ

(癌±11若)氏 左

日
'

通 知 受 領 場 所 届

管理規約鉢47条 (総会の鞘集早繊〉第2襲及び使用荼麟員ll第 7条 (通却を受けるぺき場所 (″)届出)の

焼定に基づき、ライオンズマンション元住省第5管理組合の総会の招集通猟11を受ける場PジFについて、次

のとおり癌け拇ヽます。

※ 協 出 1テ よ り取 得 した鶴 八十脅輔lは

管 ,電 組 合の業 務 ヽ使 用 し攻十
“

数 地 、 丼 用奮P】 分解 の 管理 並 び ti規 約 文 !主 二修袋 ア)決 警 磐 ,■ 基 ヤ

'く

以 上

住戸番矛
壮窒 年月

設定 変更
厨 年   月   口

届出の事由
1.設定  2.変 更  3.廃 止 (尊狩部分の所在地苑に変更)

通知を

受けるべき癖,所

7)力
°
す

(氏  名)

T

鶴  め

(盤話番μ
,・)

寸
い



別記様試第5 入居届 (使用細則第 8条 第 1項関係)

血

牛  ナl ‖
ライオンズマンシoンた住吉欝5管理組合 苑

管理授議会社 宛

フリカ'す

(届出着)氏

磨   届

4 印

入

使用細則第 3条 (人居の眉鶴等)第 1碩の対と定に基づき、ライオンズマンション,と 住省
第 5の入居について、次のとおり癌け,Hま す。

律戸番号 号室 入居 瞬 年  月  尉

入居区分

(Oで鵬ミす)

1、 l玉分所有者

3,その他 (

2.賃惜人

)

自宅電苗舌番号 携琴|′鼈語藉号

緊急時の

連絡先

T

毎所 鶴 摯

名称 続柄

入 居 者 繍

繊 柄 氏 名 生年月樹

用出者本人
クリ″'ナ

7リガナ

ク,ガす

7)力・サ

7)力'ナ

その他の連絡事攻

※融口,内 容 1こ
′変更が生したとき,ま 、速やかに軒提出 して Fさ いヵ

※,こ チll`ヽ より取件 した椰l人 籍戦は、政地、)と 用部分等の管理鼓びに規約又tt絶 食ヽの決議等に
基巧く笹魏組合の業務に使用 し革す。

以 L

い
い



7 尊有部分の修描等に関する (使用組則第 17象第 1項囲操)

聴

年   月   日
ライオンズマンション九住吉第 5箭 Fr‐猟 合 宛

筆理叉耗会社 宛

グ)力
Ⅲ
す

(区分所4者)氏 却

専有部分の修繕等に関する承認申請書

笹理規約第 17条 (専準
・
部分のll修 繕等)第 〕瑛及び第2唖並びに使用細具l,第 17条 (専有部分の

修繕待)第 1項の規定に基づき、次のとおり申講しますれ

柱声番 F′
L

号室

■事内容

I事場所

工事翔問 年   月   H( )か ら   年   月   日 ( )

謙事時間 時   分 から 時   分

施■会社 業者名

連絡先

担当者

アロージングエ事
杜催評価祐数 LL― (

製造業者名

) 使用材料

添付帯鞭
1.設計闊

4.その他 (

2.ti態群   3.工 機表

)

※腕 出 Iモ よ り取科 した個 人 ユ善報 は 、敷 地 、共 用部分 勢 の管

'na,て

メに 職約 えは総 金 の澁 畿 等 に 癖 ツづく督 翔組 合 の

史務 に彼理 します。

０
い



別記様式第9 数地及び共用部分等の保存行為 i窓ガラス等の改良に関する承認申請書
(使用細則第 17 S

聴

年   月   日
ライオンズマンション元住吉第 5管コ

“

_組合 充

管理受話会社 宛

7)カサ

(区分所有者)氏

敷地及び共用部分等の保存行為・ 窓ガラス等の改良に関する承認申請書

使用鶏Httll第 17条 (専有部分の修講等)第 5項ただし薄及び管郎規約第22条 (敷地及び共デ穏

部分等の管理)第 3項又は第24条 (窓 ガラス等の改良)第 2項の規定に基づき、次のとおり中

請します。

申請区分 (o印で囲む) 1.敷地及び共川部分等の保存行為   2.窓ガラス等の改良

作業・工事内容

作業・工事場′折 号室

その他 ( )

作業・工事期間 年  月  日 ( )か ら 年  月  日 ( )

作業・工事時間 時   分 から 時   分

作業・施二会社 業者名

連絡先

担当者

添付書類 1.設計図

4。 その他 (

2.仕様書  3.I構 表

)

※ 恩 出 に よ り取 得 した個 人措 機 は 、牧 地 、 費 用部 分 等 の管 理 並び に 脱約 又は総 会 の決 駿奪 に基 づ く管 理 組 合 の

業 務 に使 用 します 。

管 理 組 合 棚

L記届出について、(承認 ・ 不承認 )致 します。

印

体承継の場封

※条件 : 有 (別紙)・  無

※修繕等を行うときは、5日 前までに、工事内容・五事期間・施工業者 。その連絡

先をユも示等により周知すること。

※修繕等が完了した場合は、管理組合に連絡すること。

襲百1:

年  月  日

ライオンズマンション元住苦第 5管理組合

卜
い



ライオンズマンション元住吉第 5管理組合 駐車場使用細則

設定案

(総 則)

第 1条 ライオンズマンション元住吉第 5管理組合 (以下「管理組合」という。)は、ライオンズマンション元住吉

第 5管理規約 (以下、「管理規約」という。)第 15条により、対象物件内の自動車駐車場 (以下、「駐車場」と

いう。)を運営するため本細則を定める。

(区画数)

第 2条 区画数は平地駐車場、計 3区画とする。

(申 込制限)

第 3条 駐車場を申込むことができる者は、ライオンズマンション元住吉第 5に現に居住する組合員 (組合員が法

人の場合、その役員又は従業員を含む。)又は占有者に限るものとする。

2 使用申込可能区画数は、原則として専有部分 1戸につき 1区画限りとする。

3 機械式駐車場の各区画に収容することができる車両とする。ただし、No 3区画は小型車専用区画とする。

4 申込者又は第 11条の使用者は、駐車場使用開始日までに駐車予定車両について、自動車権査証上の技用者ま

たは所有者として所轄官庁の車両登録を行うこと。また、当面の間使用しない場合でも、契約日から6ヶ 月以内に

当該登録を行うこと。

(駐車場使用契約の結結)

第4条 管理組合は、駐車場について特定の区分所有者と別に定める駐車場使用契約 (別記様式2)を締結する。

(使用申込み、ならびに使用契約者の決定)

第 5条 駐車場使用の申込み、ならびに使用契約をする権利を有する者 (以下、「使用契約者」という。)の決定は次

のとおり行うものとする。

一 使用契約者は、一定の期間内に駐車場利用の申込により、申込みのあった希望者の中から、抽選等の方法にて

決定する。

二 前号により駐車場の使用契約者が金て決定した後は、管理組合は補充申込みの受付を行い、使用契約者がそ

の権利を放菜し、又は他の事由により契約が終了した場合には、管理組合にて補充受付順位に従つて処理する

ものとする。

三 前号の補充申込みの受付は、まず第一号により使用を認められなかつた希望者に対し、抽選等の方法でその

順位を決定し、以後は理事長または理事長の指定する者が先着順の方法にて行う。

(契約期間)

第 6条 駐車場の使用契約期間は、契約成立日の夕B何にいかかわらず、毎年管理組合の会計年度末をもつて終了す

るものとする。ただし、契約満了日の lヵ 月前までに契約当事者双方より解約の申出がなく、かつ当該使用契

約者が使用資格を有する限り、更に 1年間この契約を更新するものとし、以後も同様とする。

現行

(目 的Ⅲ

第 1条 この糸田則は、「ライオンズマンション元住吉第 5」 管理規約 (以下「規約」という。)第 15条に基づき、対象物

件内vつ駐車場 (以下「本駐車場」という。)を円滑かつ有効に利用するために必要な事項を定めるものとする。

(区画数 )

第 2条  区画数は合計 3区画で

(1)平地式 (3区画):No l

内訳は次のとおりである。

No 2 ,No 3

(車両の制限)

第 3条 本駐車場に駐車できる車両は、乗用車とし、かつ駐車区画に収容可能な車両とする。ただし、No.3は小型車専

用区画とする。

(使用者の資格および順位)

第4条 本駐車場の使用ができる者は、次に定めるとおりとし、その優先簸位は以下記載順とする。

(1)寸象物件に居住する区分所有者およびその同居人で前条所定の制限に反しない車面を所有しているか、または本

駐車場の使用契約締結後 1か月以内に所有しようとする者。ただし、 1住戸 1台 とする。

(2)上記(1)に記裁された者で、既に契約している区画から、他の区画への変更を希望する者。

(3)上記(1)に記載された者で、2台 目の利用を希望する者。

(41 三分所有者よりその専有部分の貸与を受けて居住する者。

2 区分所有者が法人の場合は、前項第 1号と同順位とする。ただし、使用者が変更になった場合利用権の承継はでき

ないて

(使用者の決定)

第5条 新たに本駐車場の使用を希望する者は、「駐車場使用申込書」に所定事項を記載のうえ、管理組合に提出するも

のとする。

2 新たに空き区画が発生した場合は、管理組合は、前条所定の優先順位ごとに公開拍選を行い、使用者ならびに区画

番号を決定するものとする。

3 いつたん使用者となつた者が、区画の変更を希望する場合については、前 2項に準拠し、「駐車場使用申込書」の提

出をしたうえで、第4条に定める優先順位に従い抽選を受けることができる。

4 前項に基づき抽選を受けた結果、当選した者が第4条第 1項第 2号に当たる場合は、既に契約している区画につい

て第8条第 1項に基づき解約手統を行うことで契約を終了し、新たに当選した区画についての契約を締結する。

5 公聞抽選の実施日時、場所その他詳細は、理事会において決定する。

(使用契約の締結)

第6条 管理組合は、前条により使用者を決定したときは、その使用者と「駐車場使用契約善」を締結する。

2 使用者は袖選後契約締結までの間に、自動車検査証の写を管理組合に提出するものとし、万一当該車両が第 3条所

1竜 の制限に反しているときは、当選は無効となる。

3 「駐車場使用契約善」締結後 1か月以内に車両を所有する予定の当選者は、所有車両決定次第速やかに自動車検査

証の写を管理組合に提出するものとし、当該車両が第 3条所定の制限に反しているときは、当選は無効となる。
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(契約の解約)

第 7条 駐車場の使用契約者が駐車場使用契約の解約を希望するときは、管理組合が別に定める駐車場使用解約 (予

告)届 (別記様式第 1)を解約希望日lヵ 月前までに管理組合に提出するものとする。ただし、lヵ 月分の使用

料を支払うことによつて、Rp時解約もできるものとする。

(権利処分の禁止)

第8条 使用契約者は、理由の如何を開わず駐車場を第二者に使用させ、又は駐車場を使用する権利を他の組合員

又は占有者及び第二者に譲渡する等の処分行為を一切してはならない。

(使用契約の消滅)

第 9条 駐車場の使用契約をしている組合員が、その所有する専有部分を他の組合員又は占有者及び第二者に譲渡

又は貸与した場合には、当該駐車場を使用する権利は消滅し、駐車場使用契約は終了するものとする。

(使用の特例)

第 10条 第 5条の諾手続きにより使用契約者を決定した後において、なお駐車場に空き区画のある場合には、管

理組合は使用を希望する組合員に対し、2区画目以降の使用を認めることができる。この場合、使用の承認はそ

の申込順に与えられる。

(使用契約の期間)

第 7条 本駐車場の使用契約期間は 1年間とし。契約満了日の 1か月前までに管理組合および使用契約者より書面での

解約の申し出がなく、かつ当該契約者が使用資格を有する眼り更に1年間契約を更新するものとし、その後も同様と

する。

(解約・解除)

第 8条 契約者が解約を希望しようとする場合は、「駐車場使用契約解約届」傷叫紙 1)を 1か月前までに管理組合に提

出しなければならない。ただし、翌月分の使用料を支払うことにより当月中の解約ができるものとする。

2 契約者が次の各号に該当するときは、管理組合は契約者に対し善面にて通知することにより駐車場使用契約を解除

することができる。

(1)契約者が前項の解約の申出を行わずに対象物件から転居したとき。

(2)契約者が前項の解約の申出を行わずに専有住戸を第二者に譲渡、または転貸したとき。

(3)契約者が使用料を納入期限後とか月を経過しても支払わないとき。

(4)第 3条所定の制限に反する車両を盛草したとき。

(5)第 4条第 2項但書の場合。

(6)第 14条所定の使用上の遵守事項に反したとき。

(7)第 9条に定める承認があつた場合を除いて契約者が契約後 1か月をl経過しても使用に供さないとき、または、1か

月以上にわたり使用しないとき。

3 契約者は、駐車場使用契約が終了する日までに (前項により管理組合が契約を解除するときは、契約者が書面受領

後直ちに)当該駐車区画を明け渡さなければならない。

4 駐車場使用者が前項の義務を履行しない場合において、第 5項および第 6項に規定する措置以外の方法によってそ

の履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することによつて区分所有者の共同の利益を著しく害

することが明らかであるときは、管理組合は、自ら自動車の移動その他の必要な措置を講じ、または第二者をしてこ

れを講じさせ、その費用を当該駐車区画契約者または前項の義務を履行しない者 (以下この条において「義務者」と

いう。)から徴収することができる。

5 前項の規定による措置を講じるにあたっては、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、当

該措置をなすべき旨を示して、予め義務者に通知を発しなければならない。

6 義務者が前項の期限までに義務を履行しないときは、理事長は、総会の決議を経て当該措置をする時期および当該

措置に要する費用の概算による見積額を示して、義務者に通知を発するものとする。

7 前 2項の通知は、管理組合に対し義務者が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員

に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとする。

8 第 5項および第 6項の通知は、対象物件内に居住する組合員および前項の居出のない組合員に対しては、その内容

を所定の掲示場所に掲示することをもつて、これに代えることができる。

(駐車場の不使用の場合の特例)

第9条 契約者が 1か月以上駐車場を使用しない場合で、駐車場の契約を継統したい時は、理事長に「駐車場不使用届」

(別紙 2)を提出し、承認を得なければならない。

2 理事長は、理事会の決議を経て承認、不承認の決定をするものとする。

3 前項の承認があつたときは、契約者は不使用期間中においてもその使用料を支払うものとし第8条第 2項に該当す

る事項があつた場合は、ただちにその承認は敢り消されるものとする。

(使用料)

第 10条 駐車場使用料は、規約別紙 6に定めるとおりとする。

2 駐車場使用料の改定は、規約第 49条 により、総会の決議を経て改定するものとする。
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第 11条 駐車場を使用することができる者 (以下「使用者」という。)は
る権利を有した組合員及び占有者並びにその同居の家族とする。

第 5条の手続きにより駐車場を使用す

(使用者)

第 12条 管理組合は、使用者から「自動車の保管場所等に関する法律」に基づき、自動車の祭管場所確県の証明書
の発行を依頼されたときは、当該証明書の発行に必要な捺印手続きを行うものとする。

(証明善の発行)

第 13条 駐車時間は 1日 24時間昼夜駐車制とし、使用者は随時所定の場所に駐車することができるものとする。

(駐車時間)

第 14条 駐車場使用料は、別に定めるとおりとする。

(使用料 )

第 15条 契約者が賃借人等、区分所有者より専有部分の貸与を受けて居住する者である場合、第4条 !こ よって使
用契約を締結するときは、敷金として使用斜の3ヶ 月分を管理組合に納入しなければならない。2 受領した敷金は、使用契約終了後、契約者が管理組合に対して負担すべき債務を差し引いて返金する。ただし、
敷金には不ll息を附さないものとする。

(敷金の納入)

第 11条 使用料は、翌月分の駐車場使月料を当月末日までに管理組合が指定する収納口座に、日座振誉の方法等によ
り納入する。また、契約時、解約時等によって、その月の使用期間が 1か月に満たない場合でも日割計算はせず、 1か月分の駐車場使用料を納入するものとずる。

2 第 3条第 2項の規定により、駐車場使用契約の解除を行う場合、当該月分の既納入金の返還は行わない。

(使用料の徴収)
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(敷金の納入)

第 13条 契約者が、「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令」に基づき、自動車の保管場所確保の証明書を必
要とするときは、管理組合に所定の用紙を提出しなければならない。

2 契約者に管理費、修繕積立金、使用料等の滞納がある場合には、管理組合は、前項の証明書の発行を行わないもの
とする。

(駐車場使用証明書)

第 14条 使用者は、駐車場の使用にあたっては、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)「駐車場使用契約書」に表示した以外 7)自 動車の駐車をしないこと。なお、当該車両を変更するときはあらかじめ「駐車場使用契約変更届」 (月u紙 3)を、事前に管理総合に提出すること。
(2)管理組合の指示ならびに場内標識に従うこと。

駐車にあたっては、指定された場所の中央に正確に駐車し、隣接の車の行動に支障のないよう心掛けること。
敷地内においては、警笛、空ぶかし等の騒音の防止と歩行者優先・徐行を徹底すること。
駐車場に引火物・危映物等の持込をしないこと。
駐車場内では喫煙をしないこと。

駐車場およびその付近に、紙暦その他汚物を捨てないこと。
自動車内に貴重品等を放置せず、自動車から離れるときは、必ず施鍵すること。
駐車場内の施設または機器類に損傷汚損を与えたときは、すみやかに管理組合へ連絡しその指示に従うこと。
駐車場は自動車の駐車のみに使用し、他には使用しないこと。
駐車場には、いかなる工作物も架設または放置しないこと。

③
⑭
⑤
④
⑦
③
③
⑩
ω
⑫ 内容を遵守すること。用契約書のその他本使用細則および駐車場使

(遵守事項)

第 15条 使用者は、自己の責任において車両を保管し、天災地変、盗難、事故その他の事由の女β何を聞わず使用者が
被つた損害につき、管理組合は一切責を負わないものとする。

2 使用者およびその関係者は、故意または過失により駐車場の諸設備、他の車両、あるいは歩行者等に損害を与えた
ときは、管理組合および被害者に対して賠償しなければならない。

(使用者の責任)
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(使用料の変更)

第 16条 施設の改善または一般物価の変動などにより、駐車場使用料を変更する場合には、管理親約第52条に

より総会の決議を経て駐車場使用料を変更することができる。

(支払い方法)

第 17条 駐車場の使用契約者は、当月の27日迄に翌月分の駐車場使用料を管理組合の定める方法により支払う

ものとする。なお、契約期間が lヵ 月に満たない場合の駐車場使用料は、当該月の日数による日割計算とし、算出

された額の端数処理は 100円 単位 (10円の位を四捨五八)と する。

(遵守事項)

第 18条 使用者は駐車場の使用にあたっては、以下の事項を遵守しなければならない。

一 管理組合の指示ならびに場内標識に従うこと。

二 駐車にあたっては、指定された場所の中央に正確に駐車し、隣接の車の出入りに支障のないよう心掛けるこ

と。

三 必要メ上にエンジンを高回転させたり、警音器を鳴らしたり、騒音を発生させないこと。特に深夜の車の出し

入れにあたって他人の迷惑にならないよう静かな運転をすること。

四 車両には必ず施錠すること。

五 施設器具及び他人の車両等を破損・汚損せじめたときは、ただちに管理組合に連絡し、その指示に従うこと。

六 駐車場には管理組合に届け出た車両と台以外の他、いかなる物品も置かないこと。

七 駐車場にはいかなる工作・構築も行わないこと。

人 駐車場内ならびにその出入口付近等では歩行者有線、徐行を徹底すること。

九 登録自動車を変更しようとする場合は、事前に登録自動車変更届 (男可記様式 3)及び車検証の写しを管理組合

に提出しなければならない。車体検査、修理等のため、一時他の車を駐車させる場合も同様とする。なお、届出

する段階で車検証が発行されていない場合は、取得後直ちに提出するものとする。

十 その他、管理組合において告示する事現

(免責事項)

第 19条 管理組合は、天災地変、盗難、その他事由の如何を聞わず普該使用者がその車両につき蒙つた損害の費を

負わないものとする。

(遵守義務)

第20条 使用者は本細則の各条項及び別に定める駐車場使用契約書の各条項を遵守しなければならない。

(解除)

第 21条 管理組合は、使用者が下記各号の一に該当する場合には、何等の通知催告を要しないで直ちに駐車場使

用契約を解除することができる。

一 駐車場使用料を予定通り支払わなかったとき。

こ その他、本細則の各条項に違反したとき。

(定めなき事項)

第 22条 本細員Uに 定めなき事項については、管理組合総会の決議によるものとする。

(細則の改廃)

第 23条  この細則の変更又は廃止は、総会の決議を経なければならない。ただし、この細員llの変更が規約の変更を

必要とする事項であるときは、規約の変更を経なければ、することができない。

付則

(細貝けの改廃等)

第 16条 本駐草拶vヽ使用細則の改廃は、規約第 49条によるものとする。

附貝u

規約ならびにこの細則に定めのない事項は総会の決議によるものとする。

この細則は、平成 17年 12月 1日 から効力を発する。

第 1条

第2条

第 1条

第 2条

規約ならびにこの細則に定めのない事項は総会の決議によるものとする。

この細則は、平成 17年 12月 と日から効力を発する。

(細則の発効)

第1条 本細則は管理規約施行の日より施行する。
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(駐 車場運営細則第 7条 係

平成   年   月   日

ライオンズヤンション元住吉第5

管理組合理事長 殿

(使用契約者)

ライオンズマンション元住吉第5    号室

「駐車場使用解約 (予告)癌」

駐車場使用の解約について、駐車場運営細則第 7条に基づき届け出いたします。

〔記〕

1.使 用 区 画 M

2.使 用 車 両

3.車両登録番号

4.使 用 者 氏 名

5,解約 (予約)日

※ 癌 出 に よ り取 得 した個 人 情 報 li、 敷 地 、 共用 部 分 等 の書 理 並 び に規 約 又 は総 会 の 決 議 等 に基 づ く管理 組 合 の

業務 に 使 用 します。
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別記様式第 2(駐 車場運営細則第 4条 関係 )

No.

_ライオンスマシンユンニ生査銘_§ … 管 理 組 合

駐 車 場 使 用 契 約 書

………………‐‐……………………‐……… (以下「甲」という。)と _…テイ_左∠不ヱ∠∠ョ_■‐ 住煮年憂__管理組合 (以下「乙」

という。)

|ま 、 ランrオンズマンション千存吉笹 馬 駐車場内に甲の使用する自動車 (以下「登録自動車」という。)を駐車するため

次のとおり契約 (以下「本契約」という。)を締結する。

第1条 (登録自動車並びに駐車区画〉

甲が駐車する登録自動車並びに駐車区画は次のとおりとする。

車    名

車輔登録番ユ

使 用 者 名_____‐‐‐・い‐‐‐・‐― ‐・―‐‐‐‐―‐‐・‐‐―‐‐‐‐‐・・……‐…‐―‐………

駐 車 区

2.甲 は、登録自動車を変更しようとする場合は、事前に乙にその旨を申入れ、乙の承認を得なければならない。

車体検査、修理等のため、一時他の車を駐車させる場合も同様とする。

3.登録自動車の駐車について乙が甲に駐車区画を指定した場合、甲はその区画以外の場所に駐車してはならない。

4登録自動車については、申込制限内(全長・全幅・全高 ,総重量)で甲が使用する区画に収容可能なものとする。

第2条 (契約の期間)

契約期間は、平成   年   月   日から平成   年   月   日までとする。ただし、乙が期間満了

の lヶ 月前までに甲に対 して更新拒絶の通知をしない場合は、更にlヶ年間同一条件をもつて契約は更新され、以

後この例による。

第3条 (駐車場使用料)

甲は、駐車場使用料として毎月下記のとおり乙に支払うものとする。

(1)駐車場使用料  月縄 _…………………………円

ただし、月の途中での契約又は解約した場合は、当該月の日数による日割計算とする。

(2)支 払い期 日 翌月分を当月 27日 まで

当日が休日に当たるときはその翌日までとする。

(3)支 払 い方法  管理費と一活払い

第4条 (駐車場使用料の変更)

乙は、施設の改善又は一般物価の変動等により使用料が不相応になつたときは契約期間中といえども、乙の管理規約

に定める手続きを経た後、駐車場使用料を変更することができる。

第5乗 (甲 の賠償義務)

甲又はその家族、使用人、運転手、同乗者、その他甲に関係するものが故意又は過失により、本駐車場若しくは

その施設又は本駐車場に駐車中の他の自動車若しくは付属品に損害を与えた時は、甲が自己の責任と負担において、

その損害を相手方に対し賠償しなければならない。

第6条 (乙の免責等)

1.乙は、天災、地魔、災害、水害 (台風又は蒙雨による浸水その他の損害を含む。〉、盗難その他の事由により甲

が登録自動車につき被つた損害の責めを負わないものとする。管理者 (建物の区分所有者等に関する法律第25
条に定める管理者をいう。)についても、同様とする。
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2.甲は、前項に掲げる事由により登録自動車に損害を受けるおそれがあるときは、その費任と負担において登録

自動車を安全な場所へ移動させる等の措置を講じるものとする。

第7条 (権利の譲渡・転貸の禁止)

甲は、理由のタロ何にかかわらず、本契約書上の甲の権利を第二者に譲渡又は転貸してはならない。

第3条 (葉上行為)

甲は、下記行為をしてはならない。

(1)本契約の目的以外に本駐車場を利用すること。

(2)カ ーポー トその他の構築物を設置すること。

(3)本駐車場に引火物その他の危険物を持ち込むこと。

(4)本駐車場に車の修理器具、スペアータイヤ、ガノノン缶等の物品を置くこと。

(5)別に定めた利用ナ見貝l等があるときは、その規則等に連反すること。

第9条 (期間内解約)

本契約期間中といえども、甲又は乙は書面によるlヶ 月前の予告をもつて本契約の解約を申し入れることができる。

この場合、予告期間の満了と同時に本契約は終了する。ただし、甲はこの予告期間にかえ、lヶ 月分の駐車場使用料

相当額を乙に支払い、即時解約することができるものとする。

第10条 (契約の解除)

甲が下記各号に該当する場合は、乙は甲に対 して何等の通知催告を要 しないで直ちにな契約を解除することができ

る。

(1)駐車場使用料を所定どおり支払わなかったとき。

(2)その他本契約の各条項に達反 したとき。

第11祭 (契約の終了)

契約の解除又は解約により契約が終了した場合、甲は無条件にて登録自動車を直ちに駐車場外に搬Lし なければな

らない。また、貸出鍵等がある場合には速やかに乙に返還するものとする。

第12条 (定めなき事項)

本契約に定めなき事項については、甲乙誠意をもつて協議の上、処理するものとする。

この契約を証するため、本書 2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各 1通宛保有する。

平成    年   月   日

……‐………………良 _____……号室

甲 (借主) ③

_ヱイ_左イ機 立ョ_ィ五住首舞0__ 管 理 組 合

乙 (貸主)理事長 _……………………………………………………………………③

※ 届 出 に よ り取 得 した 個 人 情 報 は 、敷地 、 美用 部 分 等 の 管 理 並 び に規 約 又 は総 会 の 決議 等 に基 づ く管理 組 合 の

業 務 に使 用 します 。
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別 記様 式第 3(駐 車場 i堅 営細則 第 18条 関係 )

平成 年  月  日

ライオンズマンション元住吉第5

管理組合理事長 殿

号室

氏  名 印

登 録 自動 車 変 更 届

私 は、ライオンズマンション元住 吉第 5駐 車場運営細則 第 18条 および自動 車駐 車契約書第 1条 に基づき駐車区
画使用 中のところ、次のとおり登録 自動車を変更するので、届け出ます。

※届 出 に よ り取 得 した 個 人情 報 は

業 務 に使 用 します 。

駐 車 区 画

車両登録番号

全   幅

総 重 量

kg

平成  年   月   日

※車体検査・修理の場合はその期間

平成  年  月  日～平成 年   月   日

車   為

全   長

全   高

変 更 日

車   両

使 用 者

変
更
後
の
自
動
車

敷 地 、 失用 部 分 等 の管理 並 び に規 約 又 は総 会 の 決議 等 に基 づ く管 理 組 合 の
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ライオンズマンション元住吉第5管理組合 駐輪場使用細則

改定案

第 1条 ライオンズマンション元住吉第 5管理組合 (以下「管理組合」という。)はライオンズマンショ

ン元住吉第5管理規約 (以下「管理規約」という。)第 15条の2に より対象物件内の駐輪場 (以下
「駐輪場」という。)を運営するため本細則を定める。

(総 則)

第 2条 駐輪場に駐輪できる自転車は、駐輪区画に収容可能で、かつ隣接する自転車の行動に支障をきた

さない通常の二輪自転車とする。

2 駐輪場に駐車できるバイクは駐輪区画に収容可能な車両とする。

(車両の制限)

第 3条 駐輸場置場を申込むことができる者は、ライオンズマンション元住吉第 5に現に居住する組合員

又は占有者 (組合員又は占有者が法人の場合、その役員又は従業員を含む。)に限るものとする。

(申 込制限)

第 4条  自転車置場を使用することができる者 (以下「使用者」という。)は、第 3条の手続きにより自

転車置場の使用を許可された組合員又は占有者及びその同居の家族とする。

(使用者)

第 5条 駐輪時間は 1日 24時間昼夜駐輸制とし、使用者は随時所定の場所に駐輪することができるもの

とする。

(駐輪時間)

(使用料の徴収)

第 6条 使用料は、管理組合の指定する方法で納入するものとする。

第 7条 施設の改善または一般物価の変動などにより、自転車置場使用料を変更する場合には、管理規約
第51条により総会の決議を経て自転車置場使用料を変更することができる。

(使用料の変更)

現行

「駐輪場」といぅ。)を円滑かつ有メメカに利用するために必要な事項を定めるものとする。

この細則は、ライオンズマンション元住吉第 5管理規約 (以 という。)第 18条に基づき、対象物件内の駐輪場 (以下下「規約」

第 1条 駐輪場に駐輪できる自転車は、駐輪区画に収容可能で、かつ隣接する自転車の行動に支障をきたさない通常の二輪自転
車とする。

する。2 駐輪場に駐車できるバイクは駐輪区画に収容可能な車両と

(車両の制限)

第2条 駐輪場を使用できる者,ま、ライオンズマンション元住吉第 5に現に居住する組合員又は占有者 (組合員又は占有者が法
人の場合、その役員又は従業員を含む。)に限るものとする。

(使用者の決定)

第 3条 管理組合は、前条により使用者を決定したときは、その使用者に許可証 (駐輪シール)を発行する。
2 駐輪場使用者は交付された許可証を自転車またはバイクの定められた所に貼付し明示しなければならない。

(使用の承認等)

第4条 駐輪場使用料は、規約別紙 5(4)に定めるとおりとし、駐輪場の使用を開始する際に、管理組合に旅内入するものとする。
2 駐輸場使用料の改定は、規約第55条により、総会の決議を経て改定するものとする。

(ナ吏用料)

第 5条 使用料は、管理組合の指定する方法で納入するものとする。

(使用料の徴収)

第6条 使用者は、駐輸場のイ吏用にあたっては、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)届け出た以外の自転車またはバイクの駐輪をしないこと。

(2〉 管理轟合の指示ならびに場内二′票識に従うこと。

(3)駐輪にあたっては、隣接の自転車またはバィクの行動に支障のないよう心掛けること。
(4)致地内においては、警笛、空さかし等の騒音の防止と歩行者優先・徐行を徹底すること。
(5)駐輪チ身に引火物・危険修等の持込をしないこと。

(6)駐輪場内では喫煙をしないこと。

(7)駐輪場およびその付近に、糸氏層その他汚物を捨てないこと。

(8)自 転車またはバイクから離れるときは、必ず施鍵すること。

(9)荘輪場内の施設または機器類に損傷汚損を与えたときは、すみやかに管理組合へ連絡しその指示に従うこと。
(10)駐輪場は自転車またはバイクの駐輪のみに使用し、他には使用しないこと。
(11,駐輪場にはいかなる工作物も架設または放置しないこと。

(12'そ の他本使用細則の内容を遵守すること。

(遵守事項)

第 7条 使用者は、自己の責任において自転車またはバイクを保管し、天災地変、盗難、事故その他の事由の如何を開わず使用者
が被った損害につき、管理組合は一切責を負わないものとする

2 使用者およびその関係者は、故意または過失により駐輪場の諸設備、他の自転車またはバイク、あるいは歩行者等に損害を与
えたときは、管理組合および被・害者に対して賠償しなければならなし

(使用者の責任)

(使用の承認等)

第 3条 管理組合は、使用

2 駐輪場使用者は交付

らない。

者を決定したときは、その使用者に許可証 (駐輸シール)を発行する。

された許可証を自転車またはバイクの定められた所に貼付し明示しなければな
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(支払い方法)

第8条  自転車置場の使用許可者は、当月の27日 迄に翌月分の自転車置場使用料を管理組合の定める方

法により支払うものとする。なお、月の途中からの使用又は使用を終了する場合でも当該使用料の日割

計算は行わない。

(遵守事項)

第 9条 使用者は自転車置場の使用にあたつては、以下の事項を遵守しなければならない。

一 管理組合の指示ならびに場内標識に従うこと。

こ 管理組合指定のステンカ~を外部から見えるところに必ず貼り付けること。

三 自転車置場の出入日付近等では歩行者優先・徐行を徹底すること。

四 駐輪にあたつては、常に整理整頓を心がけること。

五 施設器具及び他人の自転車等を汚損・破損したときには、直ちに管理組合に連絡し、その指示に従

うこと。

六 自転車置場には第4条により使用を認められた自転車以外、いかなる物品も置かないこと。

七 自転車には必ず施錠すること。

人 自転草置場にはいかなる工作、構築も行わないこと。

九 その他、管理組合において指示・告示する事項。

(免費事項)

第 10条 管理組合は、天災地変、盗難、その他事由の如何を問わず当該使用者がその車両につき蒙つた

損害の責を負わないものとする。

(遵守義務)

第 11条 使用許可者及び使用者は、本細則の各条項を遵守しなければならない。

(定めなき事項)

第 12条 本知則に定めなき事項については、管理組合総会の決議によるものとする。

(細則の改廃)

第 13条 この細則の変更又は廃止は、総会の決議を経なければならない。ただし、この細則の変更が規

約の変更を必要とする事項であるときは、規約の変更を経なければ、することができない。

付則

(細則の発効)

第 1条 本細則は、管理規約施行の日より施行する。

(細則の改廃等)

第8条 本駐輪場使用細則の改廃は、規約第55条によるものとする。

附則

第 1条 規約ならびにこの細則に定めのない事項は総会の決議によるものとする。

第2条  この細則は、平成 18年 12月 1日 から効力を発する。

第3条  この細則は、平成 23年 11月 26日 一部改正
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平成  年  月  日

「駐輪ステッカー申込書」

ライオンズマンション元住吉第5

管 理 組 合 理 事 長 殿

(使用者〉

ライオンズマンション元住吉第5____号 室

氏  名

自転車置場の使用にあた り、下記の通 り盛輸ステ ッカーを申込み致 します。

希望枚数        枚

Xバ ンど′ケ 億 0企 ′`げ班下 ヽ 汁 バ ノ ヵ r ttn企 ぉi盟 ゝ 抒  白 饒 苦 ・ 鋒

平成  年  月  日

「駐輪ステッカー発行書」

!   号室

ライオンズマンション元住吉第5管理組合

申込のあった駐輪ステ ッカー配付について、下記の通 り発行いた します。

発行枚数         枚

※ノミイ ク て二o。 ●以 下 Ⅲ :転 バ ンrケ r 自 転 童 :Nた

①

②

ステ ッカーを貼付 している自転車以外は自転車置場に置かないこと。

自転車置場の使用に際 しては、自転車置場運営細則その他関連細則の

規定を遵守すること。

自転車置場の使用に際 しては、管理組合の指示に従 うこと。③

68



ライオンズマンション元住吉第5管理組合 専有部分修繕等工事実施細則

改定案

規約及び使用細則に記裁しているため、肖J除 (廃止)

現行

(目 的)

第 1条 この細則は、「ライオンズマンション元住吉第 5」 管理規約 (以下「規約」という。)第 17条 に基づき、区分
所有者がその専有部分について修繕、模様誉えまたは建物に定着する物件の取付けもしくは取替え (以下「修繕等」と

て定めるものである。
いう。〕を行おうとする場合の基準および手統きについ

(禁上事項)

第 2条 区分所有者は、次の各号に定める行為をしてはならない。
一 住宅の増築 (出窓の新設を含む。)。

ニ バルコニーの改築、あるいはバルコニーを利用した物置の設置。
三 専用庭内の物置の設置や増築。

四 その他建物の主要構造部 (建物構造上不可欠な壁、柱、梁、屋根、

の壁面への家庭用エアコン設置は除く。
およばす穿孔、切久等の行為。ただし、専有部分内部

に影響を階段、バルコニーおよび庇をいう。)

第 3条 区分所有者は、次の各号に定める工事を実施する場合には、着工予定日の 1か月前までに別に定める「専有部
分修繕等工事申請書」 (規約別紙 1)に より、理事長に申請しなければならない。
一 間仕切変更等の住宅の大規換な模様春。

二 床のフローリングエ事 (送音等級L-45～ L-55の 材質を使用する。)。

三 大規模な修繕 (木製扉・襖・障子・敷居等の木製追作物等の軽易な改修および原状回復のための修繕を除く。)。

四 電気容量、電話回線数の増加。

五 給排水設備、ガス設備の床下・壁内の配管の取替え、横管の取付け (給排水設備に係る浄水器・洗浄便座・コンベ

ック等設備機器の交換・取誉工事を除く。)。

六 電気設備、テレビ設備の床下・壁内の配管の取誉え、枝管のめ取付け。
2 区分所有者は、前項の申請にあたっては次の各号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同意書におい
ては理事会が必要と認めた時に限り添付するものとする。
一 設計図。

二 仕様書。

三 工程表。

四 上・下・左・右に位置する居住者の同意書 (別紙 1)。

3 区分所有者は、当該工事が完了した場合は、速やかに「専有部分修繕等工事完了報告書」(別紙 2)を、理事長に
提出しなければならない。

(承認事項)

第4条  区分所有者は、前条の工事の実施にあたっては、次の各号に掲げた事項を遵守し、かつ事故があったときは
責任をもつて復 F日 しまたは弁償するものとする。

一 工事仕様、工程、工事期間等、申読内容を厳守すること。万―何らかの事情によリエ期が遅延する場合は、その
旨を理事長に報告すること。

三 材料または残材の運搬等により、建物等を毀損し、または汚損しないこと。
三 共有地に材料または残材を放置しないこと。

四 工事人が他の居住者に迷惑をかけることのないよう留意すること。
五 工事に伴う騒音等により、他の居住者に迷惑をかけることのないよう留意すること。

(遵守事項)

69



王違反に対する措置)

第 5条 理事長は、区分所有者が次の各号に掲げる事項の一に該当する場合には、理事会の決議に基づき、当該区分所
有者に対して警告を行い、または中止させ、もしくは原状回復を求めることができる。

一 第2条に定める禁止事項に違反したとき。

こ 第 3条に定める手読きを経ないで、無断で工事を実施したとき。

三 第4条に定める遵守事項に達反したとき。

2 前項の措置に伴う原1た回復等に要する費用は、すべて当該区分所有者が負担しなければならない。
3 第 1項の措置に伴って裁判所に原状回復命令等を申講した場合、管理組合は規約第67条第 2項に基づき、弁護

士費用その他これに要した費用について実費相当額を、当該区分所有者に請求することができる。

鰯 査)

第 6条 理事長またはその指定を受けた者は、この細則に則つて区分所有者が行う工事について、規約第 17条第
4項に基づき、工事現場に立ち入り、質問その他必要な調査ができるものとし、当該区分所有者はこれに協力しな

ければならない。

(区分所有者以外の居住者が実施する工事)

第 7条 区分所有者必外の居住者が、この細則所定の工事を実施する場合には、第 3条第 2項所定の申講にあたり、当

該専有部分の区分所有者の同意書を添付しなサればならない。

2 当該居住者はこの細則を厳守しなければならない。

(紳則の改廃等)

第3条 本専有部分修繕等工事実施細只」の改廃は、規約第 49条によるものとする。

附則

第 1条 規約ならびにこ互)細則に定めのない事項は総会の決議によるものとする。

第 2条  この細則は、平成 17年 12月 1日 から勤力を発する。
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ライオンズマンション元住吉第 5管理組合 窓ガラス等改良工事に関する細則

第
士姦ガラ安撃獄饒資〒塗な醤お騒進た基ち習年

三§宮暑E:争 r竺毒すξ魯どを言iを堂§i:§
ラス、その他開日部の改良工事を区分所有者の責任

(以 下「承認申請」 という。)の 手続、承認・不承認の決定その他開口部の改良工事に係 る事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(趣

第 2条  この細則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 占有者 規約第 2条 (定義)第二号に規定する区分所有者以外の者で専有部分を占有する者をい
う。

二 共用部分等 規約第 2条 (定義)第 七号に規定する共用部分及び附属施設をい う。三

を侵雷伊

合 規約第 6条 (管 理組合)第 1項 に規定するライオンズマンション元住吉第 5管 理組合

四

性寵云舌三等括擦写ζ生藝」徐τFス
等の改良)第 1項 に規定する防犯、防音又は断熱等の住宅の

五 理事長 規約第 39条 (役 員)に 規定する理事長をい う。
六 総会 規約第 46条 (総会)に 規定する総会をい う。
七 理事会 規約第 55条 (理 事会)に 規定する理事会をい う。
人 申請者 承認申請を行 う区分所有者をいう。

(定 義 )

第 3条 承認申請は、承認を受けようとする日の lヵ 月前までに、別記様式第 1に よる申講書を理事長に提出して しなければならない。
2 申講書には、設計図、仕様書及び工程表のほか、理事長が指示する場合には、その指示する書類を添付 しなければならない。
3 第 2項 に掲げる申請書に添付すべき書面は、それぞれ次の各号に定める内容のものでなければならない。

二 離離墨 縫埜雰寓懸賃恐繁審華宗寒養落彗霊写塚翌冴‡ゑ患gご
あること

二  工程表 工程 ご との所要 日数又は所 要時間等が容易に判 明す るものであること

(承 認申講の方式 )

理事長は、申講書を受け取ったときは、遅滞なく、承認申請に係る書類を審査するものとす

g命を急三ることと息::盪岳;E壕ヨi二管揚§語島訂宅F窪望豊払捲鱈争:會た稗墓辱糸皆「ζ證

: agaョξ§拿自:阜 ::§3i量ξ
g彗

igζき言穂索蔓傘言響ζr付
しないとき。

却下 )請の審査及

2

(承 認

第 4条
る。

現行

第 1条 この細則は、ライオンズマンション元住吉第 5」 管理規約 (以 下「規約)と いぅ。)第 23条に基づき、区分
所有者が実施する窓ガラス等改良工事について必要な事項を定めるものとする。

(目 的)

第 2条 窓ガラス等改良工事とは、共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開日部に係る
改良工事であって、防犯、防音または断熱等の住宅の性能の向上等に資するものをいう。

2 この細則は、前項の工事のうち、管理組合がその責任と負担において速やかに実施できない場合であって、各区
分所有者の責任と負担において実施する場合に適用される。

(定義および適用)

第 3条  区分所有者は、次の各号に定める行為をしてはならない。
(1)防犯、防音または断熱等の住宅の性能向上等に資さない工事
(2)外観や景観が変更される工事

(3)その他本マンションに不適切と理事会が判断する工事
2 前項に進反したと認められる場合は、区分所有者の負担において原状回復しなければならない。

(禁止事項)

第4条 区分所有者は、次の各号に定める工事を実施する場合には、着工予定日の 1か月前までに別に定める「窓ガ
ラス等改良工事申勝善」傷り紙 1)に より、理事長に申請しなければならない。
(1)防音、断熱等のため窓および窓ガラスを二重窓等に変更する場合
(2)防犯のため、玄関扉に補助傷とを設置する場合
(3)その他防犯、防音または断熱等の住宅の性能向上等に資する改良工事を実施する場合

2 区分所有者は、前項の申請にあたっては次の各号に掲げる書面を「窓ガラス等改良工事申請喜」に添付しなければ
ならない。

(1)仕様書

(2)工程表

(3)工事業者の連絡先

3

4

5
報告書」

良工事承認書」
を決定の

理事長にを3

条件付許可

る

(別紙

なら

ができ

不許可

と

ければな

く

許 可

な

聞

し

良工事完了

意見を

を交付

等改ス

2

る者の

の決議を経て

フ

有す

(別紙

窓 ガ

に理事会以内月

速やかに

専門的央口識を

か

は 、て

等改ス

た

理事長は

当

した場合は

ガ ラ

1こ,

「窓る

を行

した場合

め定

当該工事が完了

論を受理

前項の承認

申項 の

申請者に別に

第

理事長は、

区分所有者は、

行

(承認事項)
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前条第 2項各号の却下事由に該当 しない場合には、理事長は、開口部の改良工事に係る工事計知を図るため、すみやかに所定の掲示場所に、別記様式第 2に よる書面を掲示 しなければなら

(工 事計画に関する掲示等 )

第 5条
画の周

ない c

第 6条  理事長は、申請書受領後 lヵ 月以内に理事会の決議を経て改良工事の承認又は不承認の涎定をしなければならない。
2 前項の場合において、施工基準等に達反することが明らかであるときは、承認の決定をすることができない。
3 改良工事の承認又は不承認は、別記様式第 3に よる書面を変付 して行 うものとする。

(承 認又は不承認の決定 )

第 7条  改良工事に係る材料、施工要領の指定その他の施工基準等については、別記基準書によるもの
とする。

工基準等 )

第 9条  理事長は、第 3条 に掲げる書面を保管 し、区分所有者又は利害関係人の理由を付 した書面による請求があったときは、申請菩を開覧させなければならない。 この場合において、闘覧につき、相当の 日時、場所等を指定することができる。

暮の保管

第 10条  理事長は、理
は不承認の決定を除く

2 前項の調査及び事務

事会の決議を経た後
。)の 全部又は―部
の委託に要する費用

を

'饗

型懸層峯鼻豪落ざ憲桑奪憲る「
及び第6条の承認又

は、管理組合の負担 とする。

務の委託 )(審査及

提としなければならな七

第 5条 改良にかかわる費用は全て区分所有者が負担するものとし、管理組合は一切の費用負担および援助は行わな
いものとする。

区分所有者が改良を行った後に管理組合が計画修繕として当該改良を行った場合であっても費用の返金ならびに
管理費等の滅免は行わない。

(費差負担)

8
めをした場合はこの限りではない。

合総会で別段の定前 2項の場合において管理組

第 6条 区分所有者は、前条の工事の実施にあたっては、次の各号に掲げた事項を遵守し、かっ事故があったときは
責任をもって復!日 しまたは弁償するものとする。
(1)工事仕様、ェ程、工事期間等、申請内容を厳守すること。万―何らかの事情によリエ期が遅延する場合は、そ
の旨を理事長に報告すること。

(2)材料または残材の運搬等により、建物等を毀損し、または汚損しないこと。
(0 共有地に材料または残材を放置しないこと。
(4)工事人が他の居住者に迷惑をかけることのないよう留意すること。

ることのないよう留意すること。
他の居住者に迷惑をかけ

〔遵守事項)

:5)工事に伴 う騒音等により、

第7条 理事長は、区分所有者が次の各号に掲げる事項の一に該当する場合には、理事会の決議に基づき、当該区分
所有者に対して警告を行ィヽ、または中止させ、もしくは原状回復を求めることができる。
(1)第 3条に定める禁止事項に連反したとき。
(2)第 4条に定める手続きを経ないで、無断で工事を実施したとき。
6)舅 6条に定める遵守事項に達反したとき。

(_章反に対する措置)

2

3

これ=費
弁護項に基づき2

なレ

る。

ら

き

な

条第

で

7

力｀

6

と

ければな

る

し

は規約第管理組合た場合

該区分所有者に請求す

し

当該区分所有者が負担

当

て

申講を

す ペ

額を当

命令等

費用は、

実費相

る

てヽつ|こ費用した

て裁判所に原状回復

原状回復等に要すL)

伴っ

に要

伴

項の措置に

その他斥

前項の措置に

第

第8条 理事長またはその指定を受けた者は、この細則に則つて区分所有者が行う工事について、規約第 24条 に基づ
き、工事現場に立ち入り、質問その他必要な調査ができるものとし、当該区分所有者はこれに協力しなければなら
ない。

(調査)

第 9条 区分所有者以外の居住者が、この細則所定の工事を実施する場合には、第4条第 2項所定の申請にあたり、
単該専有部分の区分所有者の同意喜を添付しなければならない。

2 当該居住者はこの細則を遵守しなければならない。

所有者以外の居住者が実施する工事)
(区分

当該工事を行った後に生じた損害について、管理組合はその責任を負わないものとする。

(事故による責任)

第10条

(承 認の取消 し等 )

第 8条 次の各号の一に該当する場合には、理事長は、理事会の決議を経て改良工事の承認 を取り消す

ξ:デ
源墓8f憲法擬書覆云え含活野憂暴懲響夏恐撃編覆墓≧?ぞ層掻慧選雇姦峯肇Bを言?言未で

一 承認申請 と異なる改良工事を行ったとき。
二 改良工事の施工並びに工事の機材及び残材の運搬等により共用部分等を毀損 し、又は汚損 したとき。

2 前:房ぞ警ご
gfξ

三ξ患iξ]gr暮:Srζ
廊経露編尋雰差蓬|こ姦癌七密害g!ヽ

とき。
る。
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(紛 争解決等の責任 )

第 11条  改良工事に関 し、他の区分所有者又は占有者 との間に紛争が生 じたときは、改良工事を行 う
者は、誠実にその紛争の解決又は処理に当たらなければならない。

2 前項に規定する場合において、イヵ`争の当事者は、理事会に対 して意見を求めることができる。

(細 則外事項 )

第 12条  この細則に定めのない事項については、規約又は他の使用細則の定めるところによる。

(細 則の改廃 )

第 13条 この漁田貝uの変更又は廃止は、総会の決議を経なければならない。ただ し、この細則の変更が
規約の変更を必要 とする事項であるときは、規約の変更を経なければ、することができない。

附 則

(細則の発効)

第 1条 本細則は、管理規約施行の日より施行する。

(細則の改廃等)

第 11条 本窓ガラス等改良工事に関する細則の改廃は、規約第49条によるものとする。

附 則

第 1条 規約ならびにこの細則に定めのない事項は総会の決議によるものとする。

第 2条  この細則は、平成 17年 12月 1日 からオ功力を発する。
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様式については、改定様式のみ記載する。

】u 式第 1 申請春 (第 3 第 1項 闘

開 口 部 改 良 工 事 承 認 申 請 書

ライォンズマンシ ョン元住吉舛 5管 理糸R今 理 寧長 殿

フ

縮

競

ン

に
ズ シン ツじ 5 (ク )口 上 に る 崇 の科 虫に り 開 部ll の 良改 上 の寧 承 認 て

')

を 講中 まし す 中 書r青 び及 付添 書 類 記の !ま事項 実事 相 あ進 り ま んせ
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武 2  エ S 1

開口部の改良工事に係る工事針画のお知らせ

対線住戸 号 室

開 田部の故良■事の名 7と,(■ 事名 )

施 i場 所又は部位 (具 体的な簡腕 )

予定■事チリl「囀(xは射と予定口・究成予定H) 平成__年__角 __"(D～平成__年_月 __Жp

予定工事時間 (X:ま 工,事 時関常 ) く午前・年後 )__時__分～く年前・年後 )__時__分

施行会社

名称 (商 号 )

事務新の所在よ」

T

憾 語)____一 __一 一
~

承盤申請に付帯する申讚鋒

審面鵜本年月 曲 平成__年 __月 __回

。この群山iは 、開 田部の破史工事 1こ 協彗する紳則第 5条 の規定 ,こ よ り掲示 した ものです ,

・ ご不切な点については、下記へご連絡 ドさい。

こ速糀先 ]

(電 話)____― ____―
い
ト
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決 6

決 定 通 知 書

l`′強 __年 __月 ___F
ライオンズマンシ ョン元住青第 5マ ンシすン

移建 長と

ライオンズ‐ヤンシ ョン元住苦第 5管 理組合

襲 寧 贄       印

平成__年 __月 __日 付で貴殿か ら申綺のあった開 同部の政良希事の承認 中舗につい ては、次の とお り決定 し熊 したので、Ⅲ丼l日 部の改良I事 に関す る細則 (以 下 「細良l,」 とい ぅ。〉第 6条 第 9研 によ り通角lし ます s

球下の事由により不承認

成 月  日 理事会狭

′A認 に 余 Xl表 チ剪限 を 付 す とき は 、 該 当 月の目にチ とックの うえ記壌 してする

０
ト

承認

□ ただ し、 下の条 す

したこ るため、以
る

隣 理 事 定平成  年  月

瞬 理事年 議
口  il′‐成

囲 条件

承B印 (理 事長印)押 口福

う



施 工 基 準 サ ッシ ュの エ

l.施 行 方 法
カパー ■法 とす る

2 様仕

１
２

３

４
５

６

ヨ:与 :と二拿:``ぢ :`怠客患怠::与:::ヨ
:ごζ与と::与 :と

する
基ェ軍 憲

障子部分は既存形 とす る。外観形状の変更 となる化粧枠及び格子付枠は

3.施 行評細
断面詳細及び平面詳細は下記に準ず るもの とす る

【断面詳細園】

既存 シール打蕊 し

t ttl汽 i詳 豫‖囲】

,モ 存 シール打直 し

ねS

君 田

ト
ト
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祀 爺エ 群 書 窓 ガ ス

|:1自
ヨξ:拿

亀避島看常登亀亀オ亀打盤 監縦議弓tゴ7影 ス蜘 入リガラ
(4)ガ ジス厚及び空気膚 (其 傘層)早は ド記 に準ず るもの とす る

ガ ラスの

アタンチメン ト

既存粋

シール施工
グ レチャン

I

ゴ
6.

/

∩

5コ u触   6籠観 3ml憫 5,l腕   6耐耐  3用虚

ヽ ↓/

ス の

身モ移枠

41n4 0.2J期れ

専用グレチャン

151れB幅 メ上の場合
シール施 止

∞
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ライオンズマンション元住吉第 5管理組合 管理組合届出細則

改定案

各細則に届出書の記載があるため、削除 (廃上)

現行

第 1条 この細則は、「ライオンズマンション元住吉第 5」 管理規約 (以下「規約」という。)第 71条の規定に基づき、
管理組合への届出事項等に関して必要な事項を定めるものとする。

(目 的)

第 2条 組合員等は、専有部分の使用にあたり、次のとおり届出をしなければならない。
(1)専有部分の貸与に係わる誓約書の届出

組合員が専有部分を第三者に貸与する堤合には、貸与に係る契約の相手方に対し、規約第 19条 (専有部分の貸
与)第 2項の規定により、誓約善を管理組合に提出させなければならない。誓約書の様式は、別に定めるとおり
とする。

(2)区分所有権の取得および喪失に係わる届出 (区分所有者の変更)

新たに組合員の資格を取得または要失した者は、規約第 32条 (届梱義務)の規定により、その旨を別に定める
書面により管理組合に届け出なければならない。

(3)通知を受けるべき場所の届出 (送付先住所)

組合員は、規約第 44条 (招集手続)第 2項の通知を受けるべき場所の設定、変更または廃上について、その旨
を別に定める書面により管理組合に届け出なければならない。

(4)入居および転居の届出等 (占有者を含む)

組合員等が新たに入居または転居したときは、速やかにその旨を別に定める書面により管理組合に届け出なけ
ればならない。届出事項に変更があったときも同様とする。

(5)長期不在の届出

組合員等が長期 (1か月以上)不在となる場合は、予めその旨を別に定める書面により管理組合に届け出なけ
ればならない。

(6)その他届出

前各号?ほか、届出について規約および使用紳則等に定めがある場合は、その定めに従 うものとする。

(各種届出)

第 3条 理事長は、前条の書面 (第 1号および第6号 を除く。)に基づき、組合員名簿を作成する。

(名 簿の作成 )

第4条 理事長は、第 2条に掲げる書面を管理事務室または管理組合が定めた保管場所に保管するものとする。なお、
保管期間については、総会の決議によるものとする。

2 前項の保管期間を経過した届出書類は、確実な方法によって廃棄するものとする。

(届 出書類の保管)

第 5条 理事長は、次に掲げるもののほか、規約および使用細則等の定めによる場合ならびに管理運営のために管理
組合が必要とする場合に限り、届出書類を開示できるものとする。

(1)捜査機関が捜査のために必要とする場合

場合(2)管理委託契約の通知義務に基づき委話先に通知する

(その他 )

第 6条 本管理組合届出細則の改廃は、規約第 49条 によるものとする。

(細則の改廃等)

附則

第 1条
る。すとのもるよとこ会の決議事ヽ項は総しに定めのなの細則にびらな規約

この細則は、平成 17年 12月 1日 から効力をテ台する。第 2条
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ライオンズマンション元住吉第 5 師管理組合 会計処理細則

実態業務として存在しないことから、削除 (廃上)

現行

第 1章 総則

第 1条 この細則は、「ライオンズマンション元住吉第 5」 管理規約 (以下「規約」といぅ。)第 71条に基づき、会計
処理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

、`この細貝Uに より処理するものとする。
に定めるほカ2 管理組合の会計に係ろ事項は規約

(目 雌)

という。)を選任するものとする。
責任者「以下「会計担当理事」

理事会は、理事の中から会計に係る

【会計担当理事の選任)

第 2条

第 2章 理事会小ロロ座の運用

第 3条 管理組合は、次の費用の支払いを円滑に行うため、理事会小日日座を開設し、運用するものとする。
(1)理事会および総会等の開催における会場使用料
(2)理事会活動に必要とする備品消耗品費
(3)その他理事会運営等に要する費用

2 取級金融機関については、理事会で決定することができる。

義または会計担当理事名義 とする。て理事長名
3 預全日座は、管理組合名 を冠し

t日 座の開設)

第4条 理事長は金融機関取引印を保管し、預金通帳は会計担当理事が保管するものとする。
理事長に事故等がある場合は、昌ll理事長が印艦を保管するものとする。

し預金通帳を保管する。
理事会が承認 した他の理事が代理

会計担当理事に事故等がある場合は

(預金通帳等の保管)

2

3

第 5条 会計担当理事は、岳会計年度の収支決算案として次の報告書を作成し、理事長の承認を受けたのち、監事の
会計監査を受けなければならない。

(1)収支計算書

(2)預金等残高明細善または預金通帳の写し

に提出し、その承認を得なければならない。
毎会計年度の収支決算案を通常総会2 理事長は

(決算報告)

第 3章 51継

(会計引継)

第6条 会計引継は次の場合に行うものとする。
(l)理事長または会計担当理事が交代するとき
(2)その他管理組合が必要と認めたとき

第7条 会計引継は、収支決算報告における報告書―式および預金通帳等ならびにその他必要と認められた書類一式
の諸差を添付するものとする。

(引継書類)

第 8条 会計引継の際、次のものは会計担当理事の引渡者および引受者が実査のうえ確認 しなければならない。
(D 塊金および預金

(2' その他必要と認めたもの

(実査確認)

第9条 会計担当理事の引継については、別に定める会計引継書をもって行い、理事長および会計担当理事が署名押
印しなければならない。

(引継内容の記録)
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第4章 雑員ll

(細則の改廃等)

第 10条 本会計処理細則の改廃は、規約第 49条によるものとする。

附 則

第 1条 規約ならびにこの細則に定めのない事項は総会の決議によるものとする。

第 2条  この細則は、平成 17年 12月 1日 から効力を発する。
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ライオンズマンション元住吉第 5管理組合 文書管理細則

改定棗

第 1条 この組則は、ライオンズマンション元住吉第 5マンション管理規約 (以下「規約」という。)第OO条 (帳票類、
管理関係諸資料及び什器備品等の保管)に基づき、文書等の保管に関し必要な事項を定めるものとする。

(趣旨)

第 2条  この細則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 管理組合 規約第 6条 (管理組合)第 1項に規定するライオンズマンション元住吉第 5マ ンション管理組合を

いう。

二 理 事 長 規約第 39条 (役員)に規定する理事長をいう。

三 総  会 規約第46条 (総会)に規定する総会をいう。

四 理 事 会 規約第46条 (理事会)に規定する理事会をいう。
五 文 書 等 規約第68条 (帳票類等の作成、保管)に規定する会計帳簿、什器備品台帳、区分所有者名簿及び

その他の帳票類並びに竣工図書その他の管理関係諸資料をいう。

(定義)

第 3条 保管すべき文書等及び期間は、別表第 1(保管文書等一覧)に定めるところによる。
2 保管期間は、規約に定める会計年度をもって 1年とし、保管を開始した翌会計年度から起算するこ

(保管すべき文書等及び期間)

第4条 文書等の保管責任者は理事長とし、滅失、毀損の防止、個人情報保護等のために必要かつ適切な措置を講じ
なければならない。

(保管責任者)

第 5条 第3条に定める保管期間が経過した文書等は、理事長が理事会の決議を経て廃棄処分することができる。
2 文書等の廃棄は、細断、焼却、その他復元できない方法により適切に処分しなければならない。
3 理事長は、第 1項に基づき廃葉処分した文書等の名称及び処分日を別表第 2(文書等処分履歴台帳)で管理し
なければならない。

(保管期間経過後の措置)

第 6条  この細則に定めのない事項については、規約又は他の附属規程の定めるところによる。

(細則外事項)

第 7条 この細貝uの変更または廃止は、総会の決議を経なければならない。ただし、この細則の変更が規約の変更を
必要とする事項であるときは、規約の変更を経なければすることができない。

(細則の改廃)

附 則

第 1条 本細則は、管理規約施行の日より施行する。

(細則の発効 )

現行

第 1条  この細員」は、「ライオンズマンション元住吉第 5」 管理規約 (以下「規約」という。)第 71条に基づき文書の
整理、保管および保存ならびに廃葉等 (以下「文書管理」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

f目 的Ⅲ

この細則において、文書とは、管理事務室内で保管を行う、管理組合の業務に係わる書類をいう。

(定義,

第 2条

第 3条 理事長は、理事の中から「文書管理責任者」を選任する。
2 文書管理責任者は、文書管理に関する業務を行うものとする。

(文書管理責任者)

第4条 保存年限とは、文書が藷棄されるまでの年限をいい、その基準は別に定める「管理事務室保管文書保存年限
基準」による。

文書の成立した日の属する会計期の翌期の初めから行うものとする。ただし、
うものとする。

保存年限の起算は、原則として

別に定める場合は、その定めに従

(保存年限)

第5条 保存期間の満了した保存文書は、文書管理責任者の責任において廃案する。
2 文書の廃葉は、不正利用、秘密漏洩に十分に留意し、焼却または溶解もしくは裁断等の方法により行うものとす

る。

(歴棄)

第 C条 組合員等の個人情報が記載されている入居届、転居届、その他各種届出書類については、施錠保管等の方法
により接重な管理を行うものとする。

(個人情報の管理)

第 7条 本文書管理細貝uの改廃は、規約第 49条によるものとする。

(細則の改廃等)

附卿I

びにこの細則に定めのない事項は総会の決議によるものとする。第 1条 規約なら
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文 書 等 の 名 称 等

設計図書

① 付近見取図

② 配置図

③ 仕様書 (仕上げ表含む)

④ 各階平面図

⑤ 二面以上の立面図

⑥ 断面図又は矩計図

⑦ 基礎伏図

⑥ 各階床伏図

③ Bヽ屋伏図

⑩ 構造詳細図

① 構造計算書

その他図書

① 設備図

(電気、給排水、ガス等設備)

② 数量内訳図

③ 敷地求積図・求積図

④ 各種詳細図

(共用部分平画詳細 ,断面詳細)

⑤ 建具表

⑥ 住戸 (専有部分)詳細園

⑦ 外構図 (緑地計画図を含む)

③ パンフレットo図面・価格表

⑨ 竣工図変更図面

開発許可申請書類

建築確認申請書類

検査済証 (写 し)

確認済証 (写 し)

防火対象物使用開始届出書

住宅性能評価書

近隣協定書等

原始規約及び管理規約等承認書

変更した規約原本

現に有効な規約原本及び細則原本

議案書 (資料を含む)

議事録 (資料を含む)

総会出欠表

委任状

保 管 期 間

管理組合解散まで

管理組合解散まで

管理組合解散まで

31手

項   目

図面関係

申請・届出関係

協定書関係

規約・各細則

総会関係

総会関係

類分

区   分

竣工時関係

規約等原本関係

会議関係

会議関係

別表第 保管文書等一覧 (第 3条 (保管すべき文書等及び期間) 関係 )

保存年限

永久

1

永久

3年
永久

永 久

永久

永久

二年

3年
3年
10年

韓一嚇10年
10年
10年
10

永久

10年

永久

1年

1年

契約期間

終了まで

3年

永久

永 久

10年

3年
3年

永 久

永久

3年

文書名

アンケー

ン ス

月

(収納状況、未収納金のお知らせ 、収支計算書 資金
残高表、入居者 退去者報告 管理組合員変更報告、
駐車場契約 解約状況報告、入 出 金明ヤ■春、受託業務

エレベータ

注文請

了 工事完

(届 出・

繰険証券

ンケー ト
シ ー

確認 申請春綾 り

竣工引波書類

り

書 電気 納 品

目 日

I 官 メ
カ リ ト 共用鍵 ツ ト 管理員勤務歴、備 品 台

帳 )

Ⅱ

要と雰手図脅貸出輝棒
_

中分類

総会書類

理事会書類

管理規約

契約書

報告書

点検報告書

届出書類

お知 らせ等

類

請求書,領収
証、納品書等

記録簿

出簿

大分類

総会 ,理事会資料

管理規約・契約書

月次報告書

工事・各種点検報告書

その他書類

マンシ ョン建築時の

書類

決算関係書類

管理員業務書類

男f!紙 管理事務室保管文書保存年限基準
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議決権行使書

出席者名簿

議案書 (資料を含む)

議事録 (資料を含む)

防火管理者運解任届出書 (写 )

消防計画

各種変更届出書類

区分所有者 (組合員)変更届

専有部分内装工事実施に関する承諸願

(写)

第三者使用に関する届出

緊急連絡先届出書

不在届

各種届出書

区分所有者名簿・居住者名簿

役員名簿

駐車場稼動表

駐輪場稼動表

管理委託契約書

重要事項説明書

見積書

インターネット設備契約書

ケーブルテレビ契約書

変圧器借室契約書

見積書

正事契約書

工事発注書 (控)、 工事講書

完了報告書、完成図書

損害保険証券

10年

(現に有効なもの)

組合員資格葵失後 1年

届出後 10年

(現に有効なもの)

(現に有効なもの)

5年

10年

期間満了後 10年

工事完了後 10年

翔聞満了後 3年

理事会・委員会関

係

外部関係

内部関係

名簿関係

稼動表関係

管理関係

修繕関係

保険関係

届出関係

台帳関係

契約関係

契約関係
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駐車場契約書

駐車場使用契約解約 (予告)届

駐輪場使用申込書

駐輪揚使用許可終了 (予告)届

各種施設利用契約 (使用申込等)

貸借対熙表

月次収支報告書

監査報告書

什器備品台帳

請求書

領収書

残高証明書

預金通帳

繰越通帳・有価証券取引報告書等

督促記録 (配達記録・内容証明郵便含

む)

配当要求資料

訴訟資料

雑排水管洗浄記録

昇降機定期検査報告書

昇降機保守点検記録

消防設備定期点検報告書

消防設備点検記録

屋内消火栓設備点検票

その他点検記録

修繕履歴

長期修繕計画書

建物診断報告書

修繕工事調査報告

特殊建築物定期調査

防水工事保証書 (元講・施工会社連名)

アフターサービス点検報告書

解約後 10年

10年

解約後 10年

繰越後 10年

解消まで

5年

5年

管理組合解散まで

10年

10年

共用施設利用関係

決算書類関係

現金預金取引等関

係書類

管理費等の滞納関係

点検報告書・点検

記録関係

点検報告書

点検記録関係

建物調査

修繕計画・履歴関

係

アフターサービス

補修関係

会計関係

建物・設備等

保全関係

建物 。設備等

保全関係
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別表第2文書等処分服歴台帳(第5条 (界管期間経過後の措置)関係)

文 書 等 の 名 称 等処  分  日理事会決議 日

の細則は、第 2条
る。を発すら効カか日1月12年7i平成
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ライオンズマンション元住吉第5管理組合 理事会運営細則

改定案

ライオンズマンション元住吉第 5」 管理規約 (以下「規約」という。)第 71条に基づき、理事

会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。なお、理事会運営について、規約第 6章第 5節 「理事会」に定め

る事項についてはこれに従う。

第 1条  この糸口則は、「

(理事会の出席資格)

第 2条 理事が代理人を理事会に出席させようとする場合において、その代理人は、その組合員と同居する者もしく

はその組合員の住戸を借り受けた者、または他の組合員もしくはその組合員と同居する者でなければならない。
2 理事の委任を受けて代理人が出席する場合は、理事会の成立要員となる。また、発言および議決に関しては、欠

席した理事の行為とみなす。

3 理事および監事ならびに前2項の代理人のほか、理事長が必要と認めたものは、理事会に出席し議長の許可を得

て意見を述べることができる。

(理事の引継)

第 3条 理事の引継は次の場合に行うものとする。

(1)理事が交代するとき

(2)その他管理組合が必要と認めたとき

2 前条の引継のうち、理事長は引継内容を記録するものとし、その他の理事については、必要に応じて引継内容を

記録するものとする。

(細 則外事項 )

第 4条  この細則に定めのない事項については 規約又は他の使用細則の定めるところによる。

(細則の改廃等)

第 5条 本理事会運営細則の改廃は、規約第51条によるものとする。

附則

(細則の発効)

第 1条 本紳則は、管理規約施行の日より施行する。

現行

ンション元住吉第 5」 管理規約 (以下「規約」という。)第 71条に基づき、理事
会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。なお、理事会運営について、規約第6章第 5節「理事会」に定める
事項についてはこれに従う。

第 1条 この細則は、「ライオンズマ

第 2条 理事が代理人を理事会に出席させようとする場合において、その代理人は、その組合員と同居する者もしく
はその組合員の住戸を借り受けた者、または他の組合員もしくはその組合員と同居する者でなければならない。

2 理事の委任を受けて代理人が出席する場合は、理事会の成立要員となる。また、発言および議決に関しては、久席
した理事の行為とみなす。

3 理事および監事ならびに前 2項の代理人のほか、理事長が必要と認めたものは、理事会に出席し議長の許可を得
て意見を述べることができる。

(理事会の出席資格)

(理事の引継)

第3条 理事の引継は次の場合に行うものとする。

(1)理事が交代するとき

(2)その他管理組合が必要と認めたとき

2 前条の引継のうち、理事長および会計担当理事については引継内容を記録するものとし、その他の理事について
は、必要に応じて引継内容を記録するものとする。

第4条 本理事会運営細則の改廃は、規約第 49条によるものとする。

(細則の改廃等)

附則

らびにこの細則に定めのない事項は総会の決議によるものとする。第 1条 規約な

この細則は、平成 17年 12月 1日 から効力を発する。第2条
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